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公布された条例のあらまし 

 

◎ 三重県県税条例等の一部を改正する条例（条例第 22 号） 

1  地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正等に鑑み、自動車税、軽油引取税、不

動産取得税等についての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日（一部令和 8 年 10 月 1 日、令和 9 年 1 月 1 日、令和 10 年 4 月 1 日、

令和 11 年 4 月 1 日及び都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日）から施行することと

しました。 
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三 重 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 二 十 二 号  

   三 重 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 （ 三 重 県 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  三 重 県 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 三 重 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 知 事 の 権 限 の 委 任 ）  （ 知 事 の 権 限 の 委 任 ）  

第 六 条 の 二  （ 略 ）  第 六 条 の 二  （ 略 ）  

２  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の

表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 に つ い て は 、 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る 者 に 委 任 す る 。  

２  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の

表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 に つ い て は 、 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る 者 に 委 任 す る 。  

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 自 動 車 税 に 係 る 徴 収 金

の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事

務 （ 自 動 車 税 に 係 る 徴 収

金 の 賦 課 徴 収 の う ち 規

則 で 定 め る 事 務 、 還 付 金

等 充 当 事 務 及 び 証 明 書

交 付 事 務 を 除 く 。 ） 並 び

に 自 動 車 税 に 係 る 過 料

に 関 す る 事 務  

三 重 県 自 動 車

税 事 務 所 長 （ 以

下 「 自 動 車 税 事

務 所 長 」 と い

う 。 ）  

  自 動 車 税 の 環 境 性 能 割

（ 法 第 百 四 十 五 条 第 一

号 に 規 定 す る 環 境 性 能

割 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

及 び 種 別 割 （ 同 条 第 二 号

に 規 定 す る 種 別 割 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る

徴 収 金 の 賦 課 徴 収 に 関

す る 事 務 （ 種 別 割 に 係 る

徴 収 金 の 賦 課 徴 収 の う

ち 規 則 で 定 め る 事 務 、 還

付 金 等 充 当 事 務 及 び 証

明 書 交 付 事 務 を 除 く 。 ）

並 び に 自 動 車 税 に 係 る

過 料 に 関 す る 事 務  

三 重 県 自 動 車

税 事 務 所 長 （ 以

下 「 自 動 車 税 事

務 所 長 」 と い

う 。 ）  

 

３ ～ ７  （ 略 ）  ３ ～ ７  （ 略 ）  

（ 課 税 地 ）  （ 課 税 地 ）  

第 八 条  （ 略 ）  第 八 条  （ 略 ）  

２ ～ ７  （ 略 ）  ２ ～ ７  （ 略 ）  

８  第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 自 動 車 税 の

課 税 地 は 、 普 通 徴 収 に 係 る 徴 収 金 に あ つ て

８  第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 種 別 割 の 課

税 地 は 、 普 通 徴 収 に 係 る 徴 収 金 に あ つ て は
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は 納 税 義 務 者 の 住 所 地 （ 法 人 に あ つ て は 、

主 た る 事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地 ） が 県 内

に あ る 場 合 に お い て は 住 所 地 、 県 内 に な い

場 合 に お い て は 自 動 車 （ 道 路 運 送 車 両 法

（ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 五 号 ） 第 二 条

第 二 項 に 規 定 す る 自 動 車 の う ち 、 同 法 第 三

条 に 規 定 す る 普 通 自 動 車 及 び 同 条 に 規 定

す る 小 型 自 動 車 の う ち 三 輪 以 上 の も の を

い う 。 第 八 節 及 び 附 則 第 十 八 条 に つ い て 同

じ 。 ） の 主 た る 定 置 場 の 所 在 地 、 証 紙 徴 収

に 係 る 徴 収 金 に あ つ て は 同 法 に 定 め る 登

録 等 の 事 務 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地 と す る 。 

納 税 義 務 者 の 住 所 地 （ 法 人 に あ つ て は 、 主

た る 事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地 ） が 県 内 に

あ る 場 合 に お い て は 住 所 地 、 県 内 に な い 場

合 に お い て は 自 動 車 （ 道 路 運 送 車 両 法 （ 昭

和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 五 号 ） 第 二 条 第 二

項 に 規 定 す る 自 動 車 （ 自 動 車 に 付 加 し て 一

体 と な つ て い る 物 と し て 令 で 定 め る も の

を 含 む 。 ） の う ち 、 同 法 第 三 条 に 規 定 す る

普 通 自 動 車 及 び 同 条 に 規 定 す る 小 型 自 動

車 の う ち 三 輪 以 上 の も の を い う 。 第 八 節 及

び 附 則 第 十 八 条 に つ い て 同 じ 。 ） の 主 た る

定 置 場 の 所 在 地 、 証 紙 徴 収 に 係 る 徴 収 金 に

あ つ て は 同 法 に 定 め る 登 録 等 の 事 務 を 行

う 事 務 所 の 所 在 地 と す る 。  

 ９  第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 環 境 性 能 割

の 課 税 地 は 、 道 路 運 送 車 両 法 に 定 め る 登 録

等 の 事 務 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地 と す る 。  

９  （ 略 ）  1
0  （ 略 ）  

（ 申 告 書 、 届 出 書 等 の 経 由 ）  （ 申 告 書 、 届 出 書 等 の 経 由 ）  

第 九 条  こ の 条 例 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出

す べ き 申 告 書 、 届 出 書 そ の 他 の 書 類 は 、 自

動 車 税 以 外 の 県 税 に 係 る も の に あ つ て は

課 税 地 を 所 管 す る 県 税 事 務 所 長 を 、 自 動 車

税 に 係 る も の に あ つ て は 自 動 車 税 事 務 所

長 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。  

第 九 条  こ の 条 例 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出

す べ き 申 告 書 、 届 出 書 そ の 他 の 書 類 は 、 環

境 性 能 割 及 び 種 別 割 以 外 の 県 税 に 係 る も

の に あ つ て は 課 税 地 を 所 管 す る 県 税 事 務

所 長 を 、 環 境 性 能 割 及 び 種 別 割 に 係 る も の

に あ つ て は 自 動 車 税 事 務 所 長 を 経 由 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 徴 収 金 の 納 付 又 は 納 入 の 方 法 等 ）  （ 徴 収 金 の 納 付 又 は 納 入 の 方 法 等 ）  

第 十 四 条 の 三  （ 略 ）  第 十 四 条 の 三  （ 略 ）  

２  徴 収 金 を 郵 便 局 に 払 い 込 む 納 税 義 務 者

又 は 特 別 徴 収 義 務 者 は 、 自 動 車 税 以 外 の 県

税 に 係 る 場 合 に あ つ て は 課 税 地 を 所 管 す

る 県 税 事 務 所 、 自 動 車 税 に 係 る 場 合 に あ つ

て は 自 動 車 税 事 務 所 の 振 替 口 座 に 振 替 貯

金 の 方 法 に よ つ て 払 い 込 む も の と す る 。  

２  徴 収 金 を 郵 便 局 に 払 い 込 む 納 税 義 務 者

又 は 特 別 徴 収 義 務 者 は 、 環 境 性 能 割 及 び 種

別 割 以 外 の 県 税 に 係 る 場 合 に あ つ て は 課

税 地 を 所 管 す る 県 税 事 務 所 、 環 境 性 能 割 及

び 種 別 割 に 係 る 場 合 に あ つ て は 自 動 車 税

事 務 所 の 振 替 口 座 に 振 替 貯 金 の 方 法 に よ

つ て 払 い 込 む も の と す る 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 納 期 限 後 に 納 付 し 、 又 は 納 入 す る 県 税 又

は 納 入 金 に 係 る 延 滞 金 ）  

（ 納 期 限 後 に 納 付 し 、 又 は 納 入 す る 県 税 又

は 納 入 金 に 係 る 延 滞 金 ）  

第 十 五 条  納 税 者 又 は 特 別 徴 収 義 務 者 は 、 納 第 十 五 条  納 税 者 又 は 特 別 徴 収 義 務 者 は 、 納
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期 限 後 に そ の 県 税 を 納 付 し 、 又 は そ の 納 入

金 を 納 入 す る 場 合 に お い て は 、 そ の 税 額 又

は 納 入 金 額 に 、 そ の 納 期 限 の 翌 日 か ら 納 付

又 は 納 入 の 日 ま で の 期 間 の 日 数 に 応 じ 、 そ

の 金 額 （ 金 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

又 は 金 額 の 全 額 が 二 千 円 未 満 で あ る と き

は 、 そ の 端 数 金 額 又 は そ の 全 額 を 切 り 捨 て

る 。 ） に 年 十 四 ・ 六 パ ー セ ン ト （ 納 期 限 の

翌 日 か ら 一 月 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 （ 法

人 の 県 民 税 に 係 る 延 滞 金 に あ つ て は 法 第

六 十 四 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 税 額 の 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 期 間 、 法 人 の 事

業 税 に 係 る 延 滞 金 に あ つ て は 法 第 七 十 二

条 の 四 十 五 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 税 額 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 期 間 ） に つ い

て は 年 七 ・ 三 パ ー セ ン ト ） の 割 合 を 乗 じ て

計 算 し た 金 額 に 相 当 す る 延 滞 金 額 を 加 算

し て 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 延 滞 金 の 確 定 金 額 に 百 円 未 満 の 端

数 が あ る と き 、 又 は そ の 全 額 が 千 円 未 満 で

あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 又 は そ の 全 額 を

切 り 捨 て る も の と す る 。  

期 限 後 に そ の 県 税 を 納 付 し 、 又 は そ の 納 入

金 を 納 入 す る 場 合 に お い て は 、 そ の 税 額 又

は 納 入 金 額 に 、 そ の 納 期 限 の 翌 日 か ら 納 付

又 は 納 入 の 日 ま で の 期 間 の 日 数 に 応 じ 、 そ

の 金 額 （ 金 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

又 は 金 額 の 全 額 が 二 千 円 未 満 で あ る と き

は 、 そ の 端 数 金 額 又 は そ の 全 額 を 切 り 捨 て

る 。 ） に 年 十 四 ・ 六 パ ー セ ン ト （ 納 期 限 の

翌 日 か ら 一 月 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 （ 法

人 の 県 民 税 に 係 る 延 滞 金 に あ つ て は 法 第

六 十 四 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 税 額 の 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 期 間 、 法 人 の 事

業 税 に 係 る 延 滞 金 に あ つ て は 法 第 七 十 二

条 の 四 十 五 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 税 額 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 期 間 、 環 境 性

能 割 に 係 る 延 滞 金 に あ つ て は 法 第 百 七 十

条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 税 額 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 掲 げ る 期 間 ） に つ い て は 年 七 ・

三 パ ー セ ン ト ） の 割 合 を 乗 じ て 計 算 し た 金

額 に 相 当 す る 延 滞 金 額 を 加 算 し て 納 付 し

な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 延

滞 金 の 確 定 金 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る

と き 、 又 は そ の 全 額 が 千 円 未 満 で あ る と き

は 、 そ の 端 数 金 額 又 は そ の 全 額 を 切 り 捨 て

る も の と す る 。  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 寄 附 金 税 額 控 除 ）  （ 寄 附 金 税 額 控 除 ）  

第 二 十 五 条 の 二  知 事 は 、 所 得 割 の 納 税 義 務

者 が 、 前 年 中 に 次 に 掲 げ る 寄 附 金 を 支 出

し 、 当 該 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 （ 当 該 合 計 額

が 前 年 の 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 及 び 山

林 所 得 金 額 の 合 計 額 の 百 分 の 三 十 に 相 当

す る 金 額 を 超 え る 場 合 に は 、 当 該 百 分 の 三

十 に 相 当 す る 金 額 ） が 二 千 円 を 超 え る 場 合

に は 、 そ の 超 え る 金 額 の 百 分 の 四 に 相 当 す

る 金 額 （ 当 該 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 法 第 三

十 七 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 特 例 控 除 対

象 寄 附 金 を 支 出 し 、 当 該 特 例 控 除 対 象 寄 附

金 の 額 の 合 計 額 が 二 千 円 を 超 え る 場 合 に

第 二 十 五 条 の 二  知 事 は 、 所 得 割 の 納 税 義 務

者 が 、 前 年 中 に 次 に 掲 げ る 寄 附 金 を 支 出

し 、 当 該 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 （ 当 該 合 計 額

が 前 年 の 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 及 び 山

林 所 得 金 額 の 合 計 額 の 百 分 の 三 十 に 相 当

す る 金 額 を 超 え る 場 合 に は 、 当 該 百 分 の 三

十 に 相 当 す る 金 額 ） が 二 千 円 を 超 え る 場 合

に は 、 そ の 超 え る 金 額 の 百 分 の 四 に 相 当 す

る 金 額 （ 当 該 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 特 例 控

除 対 象 寄 附 金 を 支 出 し 、 当 該 特 例 控 除 対 象

寄 附 金 の 額 の 合 計 額 が 二 千 円 を 超 え る 場

合 に は 、 当 該 百 分 の 四 に 相 当 す る 金 額 に 法
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は 、 当 該 百 分 の 四 に 相 当 す る 金 額 に 法 第 三

十 七 条 の 二 第 十 一 項 に 規 定 す る 特 例 控 除

額 を 加 算 し た 金 額 。 以 下 こ の 条 に お い て

「 控 除 額 」 と い う 。 ） を 当 該 納 税 義 務 者 の

前 二 条 の 規 定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割 の

額 か ら 控 除 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 当 該 控 除 額 が 当 該 所 得 割 の 額 を 超 え

る と き は 、 当 該 控 除 額 は 、 当 該 所 得 割 の 額

に 相 当 す る 金 額 と す る 。  

第 三 十 七 条 の 二 第 十 一 項 に 規 定 す る 特 例

控 除 額 を 加 算 し た 金 額 。 以 下 こ の 項 に お い

て 「 控 除 額 」 と い う 。 ） を 当 該 納 税 義 務 者

の 前 二 条 の 規 定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割

の 額 か ら 控 除 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 当 該 控 除 額 が 当 該 所 得 割 の 額 を 超

え る と き は 、 当 該 控 除 額 は 、 当 該 所 得 割 の

額 に 相 当 す る 金 額 と す る 。  

 一 ～ 四  （ 略 ）   一 ～ 四  （ 略 ）  

 ２  前 項 の 特 例 控 除 対 象 寄 附 金 と は 、 同 項 第

一 号 に 掲 げ る 寄 附 金 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 第 一 号 寄 附 金 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 第

一 号 、 第 四 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 基 準 （ 都

道 府 県 等 が 返 礼 品 等 （ 都 道 府 県 等 が 第 一 号

寄 附 金 の 受 領 に 伴 い 当 該 第 一 号 寄 附 金 を

支 出 し た 者 に 対 し て 提 供 す る 物 品 、 役 務 そ

の 他 こ れ ら に 類 す る も の と し て 総 務 大 臣

が 定 め る も の を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て

同 じ 。 ） を 提 供 す る 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る

基 準 ） に 適 合 す る 都 道 府 県 等 と し て 総 務 大

臣 が 指 定 す る も の に 対 す る も の を い う 。  

 一  都 道 府 県 等 に よ る 第 一 号 寄 附 金 の 募

集 の 適 正 な 実 施 に 係 る 基 準 と し て 総 務

大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ

る こ と 。  

 二  都 道 府 県 等 が 個 別 の 第 一 号 寄 附 金 の

受 領 に 伴 い 提 供 す る 返 礼 品 等 の 調 達 に

要 す る 費 用 の 額 と し て 総 務 大 臣 が 定 め

る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 が 、 い ず れ も

当 該 都 道 府 県 等 が 受 領 す る 当 該 第 一 号

寄 附 金 の 額 の 百 分 の 三 十 に 相 当 す る 金

額 以 下 で あ る こ と 。  

 三  都 道 府 県 等 が 提 供 す る 返 礼 品 等 が 当

該 都 道 府 県 等 の 区 域 内 に お い て 生 産 さ

れ た 物 品 又 は 提 供 さ れ る 役 務 そ の 他 こ

れ ら に 類 す る も の で あ つ て 、 総 務 大 臣 が

定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

 四  都 道 府 県 等 が 法 第 三 十 七 条 の 二 第 二

令和8年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

5



項 の 規 定 に よ り 受 け よ う と す る 指 定 の

効 力 を 生 ず る 日 前 一 年 以 内 （ 当 該 都 道 府

県 等 が 同 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て

い た 期 間 に 限 る 。 次 号 に お い て 「 特 定 期

間 」 と い う 。 ） に お い て 前 三 号 に 掲 げ る

基 準 の う ち 適 合 す べ き こ と と さ れ て い

た も の に 適 合 し て い た こ と 。  

 五  特 定 期 間 に お い て 行 わ れ た 法 第 三 十

七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 求

め に 対 し 、 報 告 を し な か つ た こ と が な

く 、 か つ 、 虚 偽 の 報 告 を し た こ と が な い

こ と 。  

（ 地 方 消 費 税 の 納 税 義 務 者 ）  （ 地 方 消 費 税 の 納 税 義 務 者 ）  

第 五 十 五 条 の 二  地 方 消 費 税 は 、 事 業 者 の 行

つ た 課 税 資 産 の 譲 渡 等 （ 消 費 税 法 （ 昭 和 六

十 三 年 法 律 第 百 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 九 号

に 規 定 す る 課 税 資 産 の 譲 渡 等 の う ち 、 特 定

資 産 の 譲 渡 等 （ 同 項 第 八 号 の 二 に 規 定 す る

特 定 資 産 の 譲 渡 等 を い う 。 ） 並 び に 同 法 そ

の 他 の 法 律 又 は 条 約 の 規 定 に よ り 消 費 税

を 課 さ な い こ と と さ れ る も の 及 び 免 除 さ

れ る も の 以 外 の も の を い う 。 次 条 第 一 項 に

お い て 同 じ 。 ） 及 び 特 定 課 税 仕 入 れ （ 消 費

税 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 課 税 仕

入 れ の う ち 、 同 法 そ の 他 の 法 律 又 は 条 約 の

規 定 に よ り 消 費 税 を 課 さ な い こ と と さ れ

る も の 及 び 免 除 さ れ る も の 以 外 の も の を

い う 。 次 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） に つ い

て は 、 当 該 事 業 者 （ 消 費 税 法 第 九 条 第 一 項

本 文 の 規 定 に よ り 消 費 税 を 納 め る 義 務 が

免 除 さ れ る 事 業 者 （ 同 法 第 十 五 条 第 一 項 に

規 定 す る 法 人 課 税 信 託 の 受 託 者 に あ つ て

は 、 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 受 託 事 業 者 及 び

同 条 第 四 項 に 規 定 す る 固 有 事 業 者 に 係 る

消 費 税 を 納 め る 義 務 が 全 て 免 除 さ れ る 事

業 者 に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） に 対 し 譲 渡 割 に

よ つ て 、 同 法 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 に 規 定

す る 課 税 貨 物 （ 同 法 そ の 他 の 法 律 又 は 条 約

の 規 定 に よ り 消 費 税 を 課 さ な い こ と と さ

第 五 十 五 条 の 二  地 方 消 費 税 は 、 事 業 者 の 行

つ た 課 税 資 産 の 譲 渡 等 （ 消 費 税 法 （ 昭 和 六

十 三 年 法 律 第 百 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 九 号

に 規 定 す る 課 税 資 産 の 譲 渡 等 の う ち 、 特 定

資 産 の 譲 渡 等 （ 同 項 第 八 号 の 二 に 規 定 す る

特 定 資 産 の 譲 渡 等 を い う 。 ） 並 び に 同 法 そ

の 他 の 法 律 又 は 条 約 の 規 定 に よ り 消 費 税

を 課 さ な い こ と と さ れ る も の 及 び 免 除 さ

れ る も の 以 外 の も の を い う 。 次 条 第 一 項 に

お い て 同 じ 。 ） 及 び 特 定 課 税 仕 入 れ （ 消 費

税 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 課 税 仕

入 れ の う ち 、 同 法 そ の 他 の 法 律 又 は 条 約 の

規 定 に よ り 消 費 税 を 課 さ な い こ と と さ れ

る も の 及 び 免 除 さ れ る も の 以 外 の も の を

い う 。 次 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） に つ い

て は 、 当 該 事 業 者 （ 消 費 税 法 第 九 条 第 一 項

本 文 の 規 定 に よ り 消 費 税 を 納 め る 義 務 が

免 除 さ れ る 事 業 者 （ 同 法 第 十 五 条 第 一 項 に

規 定 す る 法 人 課 税 信 託 の 受 託 者 に あ つ て

は 、 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 受 託 事 業 者 及 び

同 条 第 四 項 に 規 定 す る 固 有 事 業 者 に 係 る

消 費 税 を 納 め る 義 務 が 全 て 免 除 さ れ る 事

業 者 に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） に 対 し 譲 渡 割 に

よ つ て 、 同 法 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 に 規 定

す る 課 税 貨 物 （ 輸 入 品 に 対 す る 内 国 消 費 税

の 徴 収 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 年 法 律 第
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れ る も の 及 び 免 除 さ れ る も の を 除 く 。 ） に

つ い て は 、 当 該 課 税 貨 物 を 消 費 税 法 第 二 条

第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 保 税 地 域 か ら 引

き 取 る 者 に 対 し 貨 物 割 に よ つ て 課 す る 。  

三 十 七 号 ） そ の 他 の 法 律 又 は 条 約 の 規 定 に

よ り 消 費 税 を 課 さ な い こ と と さ れ る も の

及 び 免 除 さ れ る も の を 除 く 。 ） に つ い て は 、

当 該 課 税 貨 物 を 消 費 税 法 第 二 条 第 一 項 第

二 号 に 規 定 す る 保 税 地 域 か ら 引 き 取 る 者

に 対 し 貨 物 割 に よ つ て 課 す る 。  

（ 住 宅 の 取 得 に 対 す る 不 動 産 取 得 税 の 課

税 標 準 の 特 例 ）  

（ 住 宅 の 取 得 に 対 す る 不 動 産 取 得 税 の 課

税 標 準 の 特 例 ）  

第 六 十 条  住 宅 の 建 築 （ 新 築 さ れ た 住 宅 で ま

だ 人 の 居 住 の 用 に 供 さ れ た こ と の な い も

の の 購 入 を 含 む も の と し 、 令 で 定 め る も の

に 限 る 。 ） （ 次 に 掲 げ る 住 宅 （ 当 該 住 宅 に

係 る 建 築 確 認 を 受 け た 時 に お い て 、 当 該 住

宅 の 建 築 を す る 土 地 の 全 部 が 第 一 号 イ か

ら ホ ま で に 掲 げ る 区 域 外 又 は 都 市 計 画 法

（ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 七 条 第 一 項

に 規 定 す る 市 街 化 調 整 区 域 （ 第 二 号 に お い

て 「 市 街 化 調 整 区 域 」 と い う 。 ） の う ち 第

二 号 イ 若 し く は ロ に 掲 げ る 区 域 外 に あ つ

た 場 合 に お け る 当 該 住 宅 を 除 く 。 第 六 十 八

条 第 一 項 に お い て 「 特 定 区 域 内 住 宅 」 と い

う 。 ） の 新 築 （ 新 築 さ れ た 住 宅 で ま だ 人 の

居 住 の 用 に 供 さ れ た こ と の な い も の の 購

入 を 含 む 。 ） を 除 く 。 ） を し た 場 合 に お け

る 当 該 住 宅 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産

取 得 税 の 課 税 標 準 の 算 定 に つ い て は 、 一 戸

（ 共 同 住 宅 、 寄 宿 舎 そ の 他 こ れ ら に 類 す る

多 数 の 人 の 居 住 の 用 に 供 す る 住 宅 （ 以 下 不

動 産 取 得 税 に お い て 「 共 同 住 宅 等 」 と い

う 。 ） に あ つ て は 、 居 住 の 用 に 供 す る た め

に 独 立 的 に 区 画 さ れ た 一 の 部 分 で 令 で 定

め る も の ） に つ い て 千 二 百 万 円 を 価 格 か ら

控 除 す る も の と す る 。  

一  次 に 掲 げ る 区 域 内 に あ る 住 宅 （ 当 該 住

宅 の 一 部 が 次 に 掲 げ る 区 域 内 に あ る 場

合 に お け る 当 該 住 宅 を 含 む も の と し 、 所

有 者 、 当 該 所 有 者 の 配 偶 者 又 は 当 該 所 有

者 の 二 親 等 以 内 の 親 族 が 居 住 の 用 に 供

し 、 又 は 供 し て い た 住 宅 で そ の 居 住 の 用

第 六 十 条  住 宅 の 建 築 （ 新 築 さ れ た 住 宅 で ま

だ 人 の 居 住 の 用 に 供 さ れ た こ と の な い も

の の 購 入 を 含 む も の と し 、 法 第 七 十 三 条 の

十 四 第 一 項 に 規 定 す る 令 で 定 め る も の に

限 る 。 ） を し た 場 合 に お け る 当 該 住 宅 の 取

得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標

準 の 算 定 に つ い て は 、 一 戸 （ 共 同 住 宅 、 寄

宿 舎 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 多 数 の 人 の 居

住 の 用 に 供 す る 住 宅 （ 以 下 不 動 産 取 得 税 に

お い て 「 共 同 住 宅 等 」 と い う 。 ） に あ つ て

は 、 居 住 の 用 に 供 す る た め に 独 立 的 に 区 画

さ れ た 一 の 部 分 で 令 で 定 め る も の ） に つ い

て 千 二 百 万 円 を 価 格 か ら 控 除 す る も の と

す る 。  
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に 供 し 、 又 は 供 し て い た 期 間 と し て 令 で

定 め る 期 間 が 五 年 以 上 で あ る も の の う

ち 令 で 定 め る も の の 建 替 え に よ り 新 築

さ れ た 住 宅 を 除 く 。 ）  

イ  建 築 基 準 法 第 三 十 九 条 第 一 項 の 災

害 危 険 区 域 で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

ロ  地 す べ り 等 防 止 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法

律 第 三 十 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 地 す べ り

防 止 区 域  

ハ  急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 五

十 七 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 急 傾 斜 地 崩 壊

危 険 区 域  

ニ  土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂

災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平

成 十 二 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 九 条 第 一

項 の 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域  

ホ  特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 （ 平 成

十 五 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 五 十 六 条 第

一 項 の 浸 水 被 害 防 止 区 域  

二  市 街 化 調 整 区 域 の う ち 次 に 掲 げ る 区

域 内 に あ る 住 宅 （ 当 該 住 宅 の 一 部 が イ に

掲 げ る 区 域 内 に あ る 場 合 に お け る 当 該

住 宅 を 含 む も の と し 、 建 替 え に よ り 新 築

さ れ た 住 宅 及 び 農 業 、 林 業 又 は 漁 業 を 営

む 者 の 居 住 の 用 に 供 す る 住 宅 を 除 く 。 ） 

イ  土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂

災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 第

七 条 第 一 項 の 土 砂 災 害 警 戒 区 域  

ロ  水 防 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 九 十

三 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す

る 浸 水 想 定 区 域 で 施 行 規 則 で 定 め る

も の  

２ ～ ９  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ～ ９  （ 略 ）  

（ 不 動 産 取 得 税 の 免 税 点 ）  （ 不 動 産 取 得 税 の 免 税 点 ）  

第 六 十 一 条 の 二  不 動 産 取 得 税 の 課 税 標 準

と な る べ き 額 が 、 土 地 の 取 得 に あ つ て は 十

六 万 円 、 家 屋 の 取 得 の う ち 建 築 に 係 る も の

に あ つ て は 一 戸 （ 共 同 住 宅 等 に あ つ て は 、
第 六 十 一 条 の 二  不 動 産 取 得 税 の 課 税 標 準

と な る べ き 額 が 、 土 地 の 取 得 に あ つ て は 十

万 円 、 家 屋 の 取 得 の う ち 建 築 に 係 る も の に

あ つ て は 一 戸 （ 共 同 住 宅 等 に あ つ て は 、 居
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居 住 の 用 に 供 す る た め に 独 立 的 に 区 画 さ

れ た 一 の 部 分 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て

同 じ 。 ） に つ き 六 十 六 万 円 、 そ の 他 の も の

に あ つ て は 一 戸 に つ き 三 十 四 万 円 に 満 た

な い 場 合 に お い て は 、 不 動 産 取 得 税 を 課 さ

な い 。  

住 の 用 に 供 す る た め に 独 立 的 に 区 画 さ れ

た 一 の 部 分 を い う 。 以 下 本 条 に お い て 同

じ 。 ） に つ き 二 十 三 万 円 、 そ の 他 の も の に

あ つ て は 一 戸 に つ き 十 二 万 円 に 満 た な い

場 合 に お い て は 、 不 動 産 取 得 税 を 課 さ な

い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 住 宅 の 用 に 供 す る 土 地 の 取 得 に 対 す る

不 動 産 取 得 税 の 減 額 ）  

（ 住 宅 の 用 に 供 す る 土 地 の 取 得 に 対 す る

不 動 産 取 得 税 の 減 額 ）  

第 六 十 八 条  知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 場 合 に は 、 当 該 土 地 の 取 得 に 対 し

て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、 当 該 税

額 か ら 百 五 十 万 円 （ 当 該 土 地 に 係 る 不 動 産

取 得 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 を 当 該

土 地 の 面 積 の 平 方 メ ー ト ル で 表 し た 数 値

で 除 し て 得 た 額 に 当 該 土 地 の 上 に 新 築 し

た 住 宅 （ 特 定 区 域 内 住 宅 を 除 く も の と し 、

令 で 定 め る 住 宅 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い

て 「 特 例 適 用 住 宅 」 と い う 。 ） 一 戸 （ 共 同

住 宅 等 に あ つ て は 、 居 住 の 用 に 供 す る た め

に 独 立 的 に 区 画 さ れ た 一 の 部 分 で 令 で 定

め る も の ） に つ い て そ の 床 面 積 の 二 倍 の 面

積 の 平 方 メ ー ト ル で 表 し た 数 値 （ 当 該 数 値

が 二 百 を 超 え る 場 合 に は 、 二 百 と す る 。 ）

を 乗 じ て 得 た 金 額 が 百 五 十 万 円 を 超 え る

と き は 、 当 該 乗 じ て 得 た 金 額 ） に 税 率 を 乗

じ て 得 た 額 を 減 額 す る も の と す る 。  

第 六 十 八 条  知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 場 合 に は 、 当 該 土 地 の 取 得 に 対 し

て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、 当 該 税

額 か ら 百 五 十 万 円 （ 当 該 土 地 に 係 る 不 動 産

取 得 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 を 当 該

土 地 の 面 積 の 平 方 メ ー ト ル で 表 し た 数 値

で 除 し て 得 た 額 に 当 該 土 地 の 上 に 新 築 し

た 住 宅 （ 令 で 定 め る 住 宅 に 限 る 。 以 下 こ の

条 に お い て 「 特 例 適 用 住 宅 」 と い う 。 ） 一

戸 （ 共 同 住 宅 等 に あ つ て は 、 居 住 の 用 に 供

す る た め に 独 立 的 に 区 画 さ れ た 一 の 部 分

で 令 で 定 め る も の ） に つ い て そ の 床 面 積 の

二 倍 の 面 積 の 平 方 メ ー ト ル で 表 し た 数 値

（ 当 該 数 値 が 二 百 を 超 え る 場 合 に は 、 二 百

と す る 。 ） を 乗 じ て 得 た 金 額 が 百 五 十 万 円

を 超 え る と き は 、 当 該 乗 じ て 得 た 金 額 ） に

税 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 額 す る も の と す

る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

２ ～ ７  （ 略 ）  ２ ～ ７  （ 略 ）  

（ 自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 等 ）  （ 自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 等 ）  

第 百 二 十 四 条  自 動 車 税 は 、 自 動 車 に 対 し 、

そ の 所 有 者 に 課 す る 。  

第 百 二 十 四 条  自 動 車 税 は 、 自 動 車 に 対 し 、

当 該 自 動 車 の 取 得 者 に 環 境 性 能 割 に よ つ

て 、 当 該 自 動 車 の 所 有 者 に 種 別 割 に よ つ

て 、 そ れ ぞ れ 課 す る 。  

 ２  前 項 に 規 定 す る 自 動 車 の 取 得 者 に は 、 製

造 に よ り 自 動 車 を 取 得 し た 自 動 車 製 造 業

者 、 販 売 の た め に 自 動 車 を 取 得 し た 自 動 車

販 売 業 者 そ の 他 運 行 （ 道 路 運 送 車 両 法 第 二

条 第 五 項 に 規 定 す る 運 行 を い う 。 次 条 第 三
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項 及 び 第 四 項 に お い て 同 じ 。 ） 以 外 の 目 的

に 供 す る た め に 自 動 車 を 取 得 し た 者 と し

て 令 で 定 め る も の を 含 ま な い も の と す る 。 

２  自 動 車 の 所 有 者 が 法 第 百 四 十 八 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 自 動 車 税 を 課 す る こ と が

で き な い 者 で あ る 場 合 に は 、 前 項 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 当 該 自 動 車 の 使 用 者 に 自 動 車

税 を 課 す る 。 た だ し 、 公 用 又 は 公 共 の 用 に

供 す る 自 動 車 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。  

３  自 動 車 の 所 有 者 が 法 第 百 四 十 八 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 種 別 割 を 課 す る こ と が で

き な い 者 で あ る 場 合 に は 、 第 一 項 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 当 該 自 動 車 の 使 用 者 に 種 別 割

を 課 す る 。 た だ し 、 公 用 又 は 公 共 の 用 に 供

す る 自 動 車 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

（ 自 動 車 税 の み な す 課 税 ）  （ 自 動 車 税 の み な す 課 税 ）  

第 百 二 十 五 条  自 動 車 の 売 買 契 約 に お い て

売 主 が 当 該 自 動 車 の 所 有 権 を 留 保 し て い

る 場 合 に は 、 買 主 を 自 動 車 の 所 有 者 と み な

し て 、 自 動 車 税 を 課 す る 。  

第 百 二 十 五 条  自 動 車 の 売 買 契 約 に お い て

売 主 が 当 該 自 動 車 の 所 有 権 を 留 保 し て い

る 場 合 に は 、 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に つ い て

は 、 買 主 を 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 自 動 車 の

取 得 者 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 自 動 車 の 取

得 者 」 と い う 。 ） 及 び 自 動 車 の 所 有 者 と み

な し て 、 自 動 車 税 を 課 す る 。  

２  前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 売 買 契 約 に

係 る 自 動 車 に つ い て 、 買 主 の 変 更 が あ つ た

と き は 、 新 た に 買 主 と な る 者 を 自 動 車 の 所

有 者 と み な し て 、 自 動 車 税 を 課 す る 。  

２  前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 売 買 契 約 に

係 る 自 動 車 に つ い て 、 買 主 の 変 更 が あ つ た

と き は 、 新 た に 買 主 と な る 者 を 自 動 車 の 取

得 者 及 び 自 動 車 の 所 有 者 と み な し て 、 自 動

車 税 を 課 す る 。  

 ３  自 動 車 製 造 業 者 、 自 動 車 販 売 業 者 又 は 前

条 第 二 項 の 令 で 定 め る 自 動 車 を 取 得 し た

者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 販 売 業 者 等 」 と

い う 。 ） が 、 そ の 製 造 に よ り 取 得 し た 自 動

車 又 は そ の 販 売 の た め そ の 他 運 行 以 外 の

目 的 に 供 す る た め 取 得 し た 自 動 車 に つ い

て 、 当 該 販 売 業 者 等 が 、 道 路 運 送 車 両 法 第

七 条 第 一 項 に 規 定 す る 新 規 登 録 （ 以 下 こ の

節 に お い て 「 新 規 登 録 」 と い う 。 ） を 受 け

た 場 合 （ 当 該 新 規 登 録 前 に 第 一 項 の 規 定 の

適 用 を 受 け る 売 買 契 約 の 締 結 が 行 わ れ た

場 合 を 除 く 。 ） に は 、 当 該 販 売 業 者 等 を 自

動 車 の 取 得 者 と み な し て 、 環 境 性 能 割 を 課

す る 。  

 ４  法 の 施 行 地 外 で 自 動 車 を 取 得 し た 者 が 、

当 該 自 動 車 を 法 の 施 行 地 内 に 持 ち 込 ん で
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運 行 の 用 に 供 し た 場 合 に は 、 当 該 自 動 車 を

運 行 の 用 に 供 す る 者 を 自 動 車 の 取 得 者 と

み な し て 、 環 境 性 能 割 を 課 す る 。  

 （ 環 境 へ の 負 荷 の 低 減 に 著 し く 資 す る 自

動 車 に 対 す る 環 境 性 能 割 の 非 課 税 ）  

第 百 二 十 六 条  削 除  第 百 二 十 六 条  次 に 掲 げ る 自 動 車 に 対 し て

は 、 環 境 性 能 割 を 課 さ な い 。  

 一  電 気 自 動 車 （ 電 気 を 動 力 源 と す る 自 動

車 で 内 燃 機 関 を 有 し な い も の を い う 。 ） 

 二  次 に 掲 げ る 天 然 ガ ス 自 動 車 （ 専 ら 可 燃

性 天 然 ガ ス を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用

い る 自 動 車 で 施 行 規 則 で 定 め る も の を

い う 。 イ 及 び ロ に お い て 同 じ 。 ）  

 イ  車 両 総 重 量 （ 道 路 運 送 車 両 法 第 四 十

条 第 三 号 に 規 定 す る 車 両 総 重 量 を い

う 。 以 下 こ の 項 及 び 第 百 三 十 一 条 に お

い て 同 じ 。 ） が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の 天 然

ガ ス 自 動 車 の う ち 、 同 法 第 四 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 平 成 三 十 年 十 月 一

日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し て

定 め ら れ た 自 動 車 排 出 ガ ス に 係 る 保

安 上 又 は 公 害 防 止 そ の 他 の 環 境 保 全

上 の 技 術 基 準 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 排 出 ガ ス 保 安 基 準 」 と い う 。 ） で 施

行 規 則 で 定 め る も の に 適 合 す る も の  

 ロ  道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 平 成 二 十 一 年 十 月 一 日

（ 車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン を 超 え 十 二

ト ン 以 下 の 天 然 ガ ス 自 動 車 に あ つ て

は 、 平 成 二 十 二 年 十 月 一 日 ） 以 降 に 適

用 さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た

排 出 ガ ス 保 安 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め

る も の （ 以 下 こ の ロ に お い て 「 平 成 二

十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 」 と い う 。 ） に

適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が

平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 に 定 め

る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 十 分 の 九 を 超 え

な い 天 然 ガ ス 自 動 車 で 施 行 規 則 で 定

め る も の  
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 三  充 電 機 能 付 電 力 併 用 自 動 車 （ 電 力 併 用

自 動 車 （ 内 燃 機 関 を 有 す る 自 動 車 で 併 せ

て 電 気 そ の 他 の 施 行 規 則 で 定 め る も の

を 動 力 源 と し て 用 い る も の で あ つ て 、 廃

エ ネ ル ギ ー を 回 収 す る 機 能 を 備 え て い

る こ と に よ り 大 気 汚 染 防 止 法 （ 昭 和 四 十

三 年 法 律 第 九 十 七 号 ） 第 二 条 第 十 七 項 に

規 定 す る 自 動 車 排 出 ガ ス の 排 出 の 抑 制

に 資 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の

を い う 。 ） の う ち 、 動 力 源 と し て 用 い る

電 気 を 外 部 か ら 充 電 す る 機 能 を 備 え て

い る も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の を い

う 。 ）  

 四  次 に 掲 げ る ガ ソ リ ン 自 動 車 （ ガ ソ リ ン

を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る 自 動 車

を い い 、 前 号 に 掲 げ る 自 動 車 に 該 当 す る

も の を 除 く 。 第 百 三 十 一 条 第 一 項 第 一 号

及 び 第 二 項 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ）  

 イ  営 業 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 平 成 三 十 年 十

月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も

の と し て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保

安 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の

（ 以 下 こ の 号 及 び 第 百 三 十 一 条

に お い て 「 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽

中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 適 合 し 、

か つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成

三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 に

定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の

一 を 超 え な い こ と  

 (
)

ⅱ  道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 平 成 十 七 年 十

月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も

の と し て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保

安 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の
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（ 以 下 こ の 号 及 び 第 百 三 十 一 条

に お い て 「 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽

中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 適 合 し 、

か つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成

十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 に

定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の

一 を 超 え な い こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 （ エ ネ ル ギ ー

の 使 用 の 合 理 化 及 び 非 化 石 エ ネ ル

ギ ー へ の 転 換 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

五 十 四 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第 百 五 十

一 条 第 一 号 イ に 規 定 す る エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 を い う 。 以 下 こ の 条 並 び

に 第 百 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項

に お い て 同 じ 。 ） が 同 法 第 百 四 十 九

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る

エ ネ ル ギ ー 消 費 機 器 等 製 造 事 業 者

等 の 判 断 の 基 準 と な る べ き 事 項 を

勘 案 し て 施 行 規 則 で 定 め る エ ネ ル

ギ ー 効 率 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 百 三 十

一 条 に お い て 「 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 」 と い う 。 ） で あ つ て 令 和 十 二

年 度 以 降 の 各 年 度 に お い て 適 用 さ

れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た も

の （ 以 下 こ の 条 及 び 第 百 三 十 一 条 に

お い て 「 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 」 と い う 。 ） に 百 分 の 九

十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ る こ

と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 で あ つ て 令 和 二 年

度 以 降 の 各 年 度 に お い て 適 用 さ れ

る べ き も の と し て 定 め ら れ た も の

（ 以 下 こ の 条 及 び 第 百 三 十 一 条 に

お い て 「 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 」 と い う 。 ） 以 上 で あ る こ

と 。  

 ロ  自 家 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め
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る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 九 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上

で あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ハ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の バ ス

の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分
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の 百 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ

る こ と 。  

 ニ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の バ ス

の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 三 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 百 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ

る こ と 。  

 ホ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の ト ラ

ッ ク の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る

も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 基 準 エ ネ
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ル ギ ー 消 費 効 率 で あ つ て 令 和 四 年

度 以 降 の 各 年 度 に お い て 適 用 さ れ

る べ き も の と し て 定 め ら れ た も の

（ 以 下 こ の 条 及 び 第 百 三 十 一 条 に

お い て 「 令 和 四 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 」 と い う 。 ） 以 上 （ 車 両 総

重 量 が 二 ・ 五 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク に

あ つ て は 、 令 和 四 年 度 基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に 百 分 の 百 五 を 乗 じ て

得 た 数 値 以 上 ） で あ る こ と 。  

 ヘ  車 両 総 重 量 が 二 ・ 五 ト ン を 超 え 三 ・

五 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い

ず れ に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で

定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 三 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化

物 の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ

ン 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸

化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い

こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 四 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ

る こ と 。  

 五  次 に 掲 げ る 石 油 ガ ス 自 動 車 （ 液 化 石 油

ガ ス を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る 自

動 車 を い い 、 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 に 該

当 す る も の を 除 く 。 第 百 三 十 一 条 第 一 項

第 二 号 及 び 第 二 項 第 二 号 に お い て 同

じ 。 ）  

 イ  営 業 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め
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る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 平 成 三 十 年 十

月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も

の と し て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保

安 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の

（ 以 下 こ の 号 及 び 第 百 三 十 一 条

に お い て 「 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽

中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 適 合 し 、

か つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成

三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 に

定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の

一 を 超 え な い こ と 。  

 (
)

ⅱ  道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 平 成 十 七 年 十

月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も

の と し て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保

安 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の

（ 以 下 こ の 号 及 び 第 百 三 十 一 条

に お い て 「 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽

中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 適 合 し 、

か つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成

十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 に

定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の

一 を 超 え な い こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 九 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ロ  自 家 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物
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の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 九 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上

で あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 六  次 に 掲 げ る 軽 油 自 動 車 （ 軽 油 を 内 燃 機

関 の 燃 料 と し て 用 い る 自 動 車 を い い 、 第

三 号 に 掲 げ る 自 動 車 に 該 当 す る も の を

除 く 。 第 百 三 十 一 条 第 一 項 第 三 号 及 び 第

二 項 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ）  

 イ  営 業 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 平 成 三 十 年 十 月 一

日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し

て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保 安 基 準 で

施 行 規 則 で 定 め る も の （ 以 下 こ の 号

及 び 第 百 三 十 一 条 に お い て 「 平 成 三

十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ）

又 は 同 項 の 規 定 に よ り 平 成 二 十 一

年 十 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き

も の と し て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保

安 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の （ 以

下 こ の 号 及 び 第 百 三 十 一 条 に お い

て 「 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基

準 」 と い う 。 ） に 適 合 す る こ と 。  
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 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 九 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ロ  自 家 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 又

は 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 九 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上

で あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ハ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の バ ス

の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基

準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 及

び 粒 子 状 物 質 の 排 出 量 が 平 成 二

十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 に 定 め

る 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質 の

値 の 十 分 の 九 を 超 え な い こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ

る こ と 。  

 ニ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の バ ス

の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

令和8年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

19



 (
)

１  平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 百 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ

る こ と 。  

 ホ  車 両 総 重 量 が 二 ・ 五 ト ン を 超 え 三 ・

五 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い

ず れ に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で

定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ｉ  平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基

準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 及

び 粒 子 状 物 質 の 排 出 量 が 平 成 二

十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 に 定 め

る 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質 の

値 の 十 分 の 九 を 超 え な い こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 四 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ヘ  車 両 総 重 量 が 二 ・ 五 ト ン を 超 え 三 ・

五 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い

ず れ に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で

定 め る も の  

 (
)

１  平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 四 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ

る こ と 。  

 ト  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン を 超 え る バ

ス 又 は ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い ず れ に

も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め る

も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 平 成 二 十 八 年
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十 月 一 日 （ 車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト

ン を 超 え 七 ・ 五 ト ン 以 下 の も の に

あ つ て は 、 平 成 三 十 年 十 月 一 日 ）

以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し

て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保 安 基 準

で 施 行 規 則 で 定 め る も の （ 第 百 三

( (

) )

十 一 条 第 一 項 第 三 号 ト １ ⅰ 及 び

( (

) )

第 二 項 第 三 号 ホ １ ⅰ に お い て

「 平 成 二 十 八 年 軽 油 重 量 車 基 準 」

と い う 。 ） に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

ⅱ  道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 平 成 二 十 一 年

十 月 一 日 （ 車 両 総 重 量 が 十 二 ト ン

以 下 の も の に あ つ て は 、 平 成 二 十

二 年 十 月 一 日 ） 以 降 に 適 用 さ れ る

べ き も の と し て 定 め ら れ た 排 出

ガ ス 保 安 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め

(
)

る も の （ 以 下 ⅱ 及 び 第 百 三 十 一

条 に お い て 「 平 成 二 十 一 年 軽 油 重

量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 適 合 し 、

か つ 、 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質

の 排 出 量 が 平 成 二 十 一 年 軽 油 重

量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 及

び 粒 子 状 物 質 の 値 の 十 分 の 九 を

超 え な い こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 で あ つ て 令 和 七 年

度 以 降 の 各 年 度 に お い て 適 用 さ れ

る べ き も の と し て 定 め ら れ た も の

（ 第 四 項 及 び 第 百 三 十 一 条 に お い

て 「 令 和 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 」 と い う 。 ） に 百 分 の 百 五 を 乗

じ て 得 た 数 値 以 上 で あ る こ と 。  

 ２  前 項 （ 第 四 号 イ 、 ロ 及 び ホ に 係 る 部 分 に

限 る 。 ） の 規 定 は 、 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 を 算 定 す る 方 法 と し て 施

行 規 則 で 定 め る 方 法 並 び に 令 和 四 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 及 び 令 和 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 を 算 定 す る 方 法 と
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し て 施 行 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り エ ネ ル

ギ ー 消 費 効 率 を 算 定 し て い な い 自 動 車 で

あ つ て 、 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 で あ つ て

平 成 二 十 二 年 度 以 降 の 各 年 度 に お い て 適

用 さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た も の

を 算 定 す る 方 法 と し て 施 行 規 則 で 定 め る

方 法 に よ り エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 を 算 定 し

て い る 自 動 車 （ 第 百 三 十 一 条 第 四 項 に お い

て 「 平 成 二 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効

率 算 定 自 動 車 」 と い う 。 ） に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲

げ る 前 項 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字

句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に

読 み 替 え る も の と す る 。  

      第 四 号

(イ ２
)

 
令 和 十 二 年

度 以 降 の 各

年 度 に お い

て 適 用 さ れ

る べ き も の

と し て 定 め

ら れ た も の

（ 以 下 こ の

条 及 び 第 百

三 十 一 条 に

お い て 「 令 和

十 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 」

と い う 。 ） に

百 分 の 九 十  

平 成 二 十 二 年 度 以

降 の 各 年 度 に お い

て 適 用 さ れ る べ き

も の と し て 定 め ら

れ た も の （ 以 下 こ の

号 に お い て 「 平 成 二

十 二 年 度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 」 と

い う 。 ） に 百 分 の 百

九 十 四  

 

      第 四 号

(イ ３
)

 

基 準 エ ネ ル

ギ ー 消 費 効

率 で あ つ て

令 和 二 年 度

以 降 の 各 年

度 に お い て

適 用 さ れ る

べ き も の と

し て 定 め ら  

平 成 二 十 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百 五

十 を 乗 じ て 得 た 数

値  
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       れ た も の （ 以

下 こ の 条 及

び 第 百 三 十

一 条 に お い

て 「 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費

効 率 」 と い

う 。 ）  

  

      第 四 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年

度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分

の 九 十 五  

平 成 二 十 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 二 百

五  

 

      第 四 号

(ロ ３
)

 
令 和 二 年 度

基 準 エ ネ ル

ギ ー 消 費 効

率  

平 成 二 十 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百 五

十 を 乗 じ て 得 た 数

値  

 

      第 四 号

(ホ ２
)

 

令 和 四 年 度

基 準 エ ネ ル

ギ ー 消 費 効

率 に 百 分 の

百 五  

平 成 二 十 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百 六

十 三  

 

 ３  第 一 項 （ 第 四 号 イ 及 び ロ 、 第 五 号 並 び に

第 六 号 イ 及 び ロ に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規

定 は 、 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効

率 を 算 定 す る 方 法 と し て 施 行 規 則 で 定 め

る 方 法 に よ り エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 を 算 定

し て い な い 自 動 車 で あ つ て 、 令 和 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 及 び 基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 で あ つ て 平 成 二 十 七 年 度 以 降

の 各 年 度 に お い て 適 用 さ れ る べ き も の と

し て 定 め ら れ た も の （ 次 項 に お い て 「 平 成

二 十 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 と い

う 。 ） を 算 定 す る 方 法 と し て 施 行 規 則 で 定

め る 方 法 に よ り エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 を 算

定 し て い る 自 動 車 （ 第 百 三 十 一 条 第 五 項 に

お い て 「 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効
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率 等 算 定 自 動 車 」 と い う 。 ） に つ い て 準 用

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に

掲 げ る 第 一 項 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字

句 に 読 み 替 え る も の と す る 。  

      第 四 号

(イ ２
)

 

令 和 十 二 年

度 以 降 の 各

年 度 に お い

て 適 用 さ れ

る べ き も の

と し て 定 め

ら れ た も の

（ 以 下 こ の

条 及 び 第 百

三 十 一 条 に

お い て 「 令 和

十 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 」

と い う 。 ） に

百 分 の 九 十  
令 和 二 年 度 以 降 の

各 年 度 に お い て 適

用 さ れ る べ き も の

と し て 定 め ら れ た

も の に 百 分 の 百 三

十  

 

      第 四 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年

度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分

の 九 十 五  

令 和 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率

に 百 分 の 百 三 十 八  

 

      第 五 号

(イ ２
)

 

令 和 十 二 年

度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分

の 九 十  

令 和 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率

に 百 分 の 百 三 十  

 

      第 五 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年

度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分

の 九 十 五  

令 和 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率

に 百 分 の 百 三 十 八  

 

      第 六 号

(イ ２
)

 

令 和 十 二 年

度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費  

令 和 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率

に 百 分 の 百 三 十  

 

令和8年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

24



       効 率 に 百 分

の 九 十  

  

      第 六 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年

度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分

の 九 十 五  

令 和 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率

に 百 分 の 百 三 十 八  

 

 ４  第 一 項 （ 第 六 号 ト に 係 る 部 分 に 限 る 。 ）

の 規 定 は 、 令 和 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 を 算 定 す る 方 法 と し て 施 行 規 則 で 定

め る 方 法 に よ り エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 を 算

定 し て い な い 自 動 車 で あ つ て 、 平 成 二 十 七

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 を 算 定 す る

方 法 と し て 施 行 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 を 算 定 し て い る 自 動

車 （ 第 百 三 十 一 条 第 六 項 に お い て 「 平 成 二

十 七 年 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 算 定 自 動

車 」 と い う 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場

(
)

合 に お い て 、 同 号 ト ２ 中 「 令 和 七 年 度 以 降

の 各 年 度 に お い て 適 用 さ れ る べ き も の と

し て 定 め ら れ た も の （ 第 四 項 及 び 第 百 三 十

一 条 に お い て 「 令 和 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 」 と い う 。 ） に 百 分 の 百 五 」 と あ

る の は 、 「 平 成 二 十 七 年 度 以 降 の 各 年 度 に

お い て 適 用 さ れ る べ き も の と し て 定 め ら

れ た も の に 百 分 の 百 十 五 」 と 読 み 替 え る も

の と す る 。  

（ 自 動 車 税 の 課 税 免 除 ）  （ 種 別 割 の 課 税 免 除 ）  

第 百 二 十 七 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 自 動 車 に 対 し て は 、 自 動 車 税 を 課 さ な

い 。 た だ し 、 第 三 号 の 自 動 車 に あ つ て は 、

知 事 の 承 認 を 受 け た も の に 限 る 。  

第 百 二 十 七 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 自 動 車 に 対 し て は 、 種 別 割 を 課 さ な

い 。 た だ し 、 第 三 号 の 自 動 車 に あ つ て は 、

知 事 の 承 認 を 受 け た も の に 限 る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

２  日 本 赤 十 字 社 が 所 有 す る 自 動 車 の う ち 、

直 接 そ の 本 来 の 事 業 の 用 に 供 す る も の で 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の に 対

し て は 、 自 動 車 税 を 課 さ な い 。  

２  日 本 赤 十 字 社 が 所 有 す る 自 動 車 の う ち 、

直 接 そ の 本 来 の 事 業 の 用 に 供 す る も の で 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の に 対

し て は 、 種 別 割 を 課 さ な い 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

（ 自 動 車 税 の 納 税 管 理 人 ）  （ 種 別 割 の 納 税 管 理 人 ）  
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第 百 二 十 八 条  自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 は 、 県

内 に 住 所 、 居 所 、 事 務 所 又 は 事 業 所 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 住 所 等 」 と い う 。 ） を 有

し な い 場 合 に は 、 納 税 に 関 す る 一 切 の 事 項

を 処 理 さ せ る た め 、 県 内 に 住 所 等 を 有 す る

者 の う ち か ら 納 税 管 理 人 を 定 め て こ れ を

定 め る 必 要 が 生 じ た 日 か ら 十 日 以 内 に 知

事 に 申 告 し 、 又 は 県 外 に 住 所 等 を 有 す る 者

の う ち 当 該 事 項 の 処 理 に つ き 便 宜 を 有 す

る も の を 納 税 管 理 人 と し て 定 め る こ と に

つ い て こ れ を 定 め る 必 要 が 生 じ た 日 か ら

十 日 以 内 に 知 事 に 申 請 し て そ の 承 認 を 受

け な け れ ば な ら な い 。 納 税 管 理 人 を 変 更

し 、 又 は 変 更 し よ う と す る 場 合 に お い て

も 、 同 様 と す る 。  

第 百 二 十 八 条  種 別 割 の 納 税 義 務 者 は 、 県 内

に 住 所 、 居 所 、 事 務 所 又 は 事 業 所 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 住 所 等 」 と い う 。 ） を 有 し

な い 場 合 に は 、 納 税 に 関 す る 一 切 の 事 項 を

処 理 さ せ る た め 、 県 内 に 住 所 等 を 有 す る 者

の う ち か ら 納 税 管 理 人 を 定 め て こ れ を 定

め る 必 要 が 生 じ た 日 か ら 十 日 以 内 に 知 事

に 申 告 し 、 又 は 県 外 に 住 所 等 を 有 す る 者 の

う ち 当 該 事 項 の 処 理 に つ き 便 宜 を 有 す る

も の を 納 税 管 理 人 と し て 定 め る こ と に つ

い て こ れ を 定 め る 必 要 が 生 じ た 日 か ら 十

日 以 内 に 知 事 に 申 請 し て そ の 承 認 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。 納 税 管 理 人 を 変 更 し 、

又 は 変 更 し よ う と す る 場 合 に お い て も 、 同

様 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 納 税 義 務

者 は 、 当 該 納 税 義 務 者 に 係 る 自 動 車 税 の 徴

収 の 確 保 に 支 障 が な い こ と に つ い て 知 事

に 申 請 し て そ の 認 定 を 受 け た と き は 、 納 税

管 理 人 を 定 め る こ と を 要 し な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 納 税 義 務

者 は 、 当 該 納 税 義 務 者 に 係 る 種 別 割 の 徴 収

の 確 保 に 支 障 が な い こ と に つ い て 知 事 に

申 請 し て そ の 認 定 を 受 け た と き は 、 納 税 管

理 人 を 定 め る こ と を 要 し な い 。  

（ 自 動 車 税 の 納 税 管 理 人 に 係 る 不 申 告 に

関 す る 過 料 ）  

（ 種 別 割 の 納 税 管 理 人 に 係 る 不 申 告 に 関

す る 過 料 ）  

第 百 二 十 九 条  前 条 第 二 項 の 認 定 を 受 け て

い な い 自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 で 同 条 第 一

項 の 承 認 を 受 け て い な い も の が 同 項 の 規

定 に よ つ て 申 告 す べ き 納 税 管 理 人 に つ い

て 正 当 な 事 由 が な く て 申 告 を し な か つ た

場 合 に は 、 そ の 者 に 対 し 、 十 万 円 以 下 の 過

料 を 科 す る 。  

第 百 二 十 九 条  前 条 第 二 項 の 認 定 を 受 け て

い な い 種 別 割 の 納 税 義 務 者 で 同 条 第 一 項

の 承 認 を 受 け て い な い も の が 同 項 の 規 定

に よ つ て 申 告 す べ き 納 税 管 理 人 に つ い て

正 当 な 事 由 が な く て 申 告 を し な か つ た 場

合 に は 、 そ の 者 に 対 し 、 十 万 円 以 下 の 過 料

を 科 す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 （ 環 境 性 能 割 の 課 税 標 準 ）  

第 百 三 十 条 か ら 第 百 三 十 七 条 の 四 ま で  削

除  

第 百 三 十 条  環 境 性 能 割 の 課 税 標 準 は 、 自 動

車 の 取 得 の た め に 通 常 要 す る 価 額 と し て

施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た

金 額 （ 第 百 三 十 二 条 に お い て 「 通 常 の 取 得

価 額 」 と い う 。 ） と す る 。  

 （ 環 境 性 能 割 の 税 率 ）  

 第 百 三 十 一 条  次 に 掲 げ る 自 動 車 （ 第 百 二 十

六 条 第 一 項 （ 同 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で に
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お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 及 び 第 三

項 に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け る

も の を 除 く 。 ） に 対 し て 課 す る 環 境 性 能 割

の 税 率 は 、 百 分 の 一 と す る 。  

 一  次 に 掲 げ る ガ ソ リ ン 自 動 車  

 イ  営 業 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 八 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ロ  自 家 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車
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基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 八 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上

で あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ハ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の バ ス

の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ニ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の バ ス

の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化
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物 の 値 の 四 分 の 三 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ

る こ と 。  

 ホ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の ト ラ

ッ ク の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る

も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基

準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 の

排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽

中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物

の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ と 。 

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 四 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 九 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 （ 車 両 総

重 量 が 二 ・ 五 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク に

あ つ て は 、 令 和 四 年 度 基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 ） 以 上 で あ る こ と 。  

 ヘ  車 両 総 重 量 が 二 ・ 五 ト ン を 超 え 三 ・

五 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い

ず れ に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で

定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車
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基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 三 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 四 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 二  次 に 掲 げ る 石 油 ガ ス 自 動 車  

 イ  営 業 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 八 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ロ  自 家 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ
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に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化

物 の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 石 油 ガ

ス 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸

化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い

こ と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化

物 の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 石 油 ガ

ス 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸

化 物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い

こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 八 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上

で あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 三  次 に 掲 げ る 軽 油 自 動 車  

 イ  営 業 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 又

は 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 八 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ロ  自 家 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  
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 (
)

１  平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 又

は 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 八 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上

で あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ハ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の バ ス

の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ｉ  平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基

準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 及

び 粒 子 状 物 質 の 排 出 量 が 平 成 二

十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 に 定 め

る 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質 の

値 の 十 分 の 九 を 超 え な い こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ニ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の バ ス

の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で あ

る こ と 。  

 ホ  車 両 総 重 量 が 二 ・ 五 ト ン を 超 え 三 ・

五 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い

ず れ に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で

定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  
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 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基

準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

及 び 粒 子 状 物 質 の 排 出 量 が 平 成

二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 に 定

め る 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質

の 値 の 十 分 の 九 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 四 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 九 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 ヘ  車 両 総 重 量 が 二 ・ 五 ト ン を 超 え 三 ・

五 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い

ず れ に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で

定 め る も の  

 (
)

１  平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 四 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ト  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン を 超 え る バ

ス 又 は ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い ず れ に

も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め る

も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 二 十 八 年 軽 油 重 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 二 十 一 年 軽 油 重 量 車 基 準

に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 及 び

粒 子 状 物 質 の 排 出 量 が 平 成 二 十

一 年 軽 油 重 量 車 基 準 に 定 め る 窒

素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質 の 値 の

十 分 の 九 を 超 え な い こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 七 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ２  次 に 掲 げ る 自 動 車 （ 第 百 二 十 六 条 第 一 項
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及 び 前 項 （ 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受

け る も の を 除 く 。 ） に 対 し て 課 す る 環 境 性

能 割 の 税 率 は 、 百 分 の 二 と す る 。  

 一  次 に 掲 げ る ガ ソ リ ン 自 動 車  

 イ  営 業 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ロ  自 家 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車
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基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 七 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上

で あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ハ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の バ ス

の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 三 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ニ  車 両 総 重 量 が 二 ・ 五 ト ン 以 下 の ト ラ

ッ ク の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る

も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ｉ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化
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物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 四 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 九 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 ホ  車 両 総 重 量 が 二 ・ 五 ト ン を 超 え 三 ・

五 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い

ず れ に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で

定 め る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 三 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 四 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 九 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 二  次 に 掲 げ る 石 油 ガ ス 自 動 車  

 イ  営 業 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ｉ  平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車
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基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物

の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス

軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化

物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い こ

と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ロ  自 家 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ｉ  平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化

物 の 排 出 量 が 平 成 三 十 年 石 油 ガ

ス 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸

化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い

こ と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化

物 の 排 出 量 が 平 成 十 七 年 石 油 ガ

ス 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸

化 物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い

こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 七 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上

で あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年
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度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 三  次 に 掲 げ る 軽 油 自 動 車  

 イ  営 業 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 又

は 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ロ  自 家 用 の 乗 用 車 の う ち 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

 (
)

１  平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 又

は 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百

分 の 七 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上

で あ る こ と 。  

 (
)

３  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ハ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の バ ス

の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 (
)

１  平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 で

あ る こ と 。  

 ニ  車 両 総 重 量 が 二 ・ 五 ト ン を 超 え 三 ・

五 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い
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ず れ に も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で

定 め る も の  

 (
)

１  平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 四 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 九 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 ホ  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン を 超 え る バ

ス 又 は ト ラ ッ ク の う ち 、 次 の い ず れ に

も 該 当 す る も の で 施 行 規 則 で 定 め る

も の  

 (
)

１  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (
)

ⅰ  平 成 二 十 八 年 軽 油 重 量 車 基 準

に 適 合 す る こ と 。  

 (
)

ⅱ  平 成 二 十 一 年 軽 油 重 量 車 基 準

に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 及

び 粒 子 状 物 質 の 排 出 量 が 平 成 二

十 一 年 軽 油 重 量 車 基 準 に 定 め る

窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質 の 値

の 十 分 の 九 を 超 え な い こ と 。  

 (
)

２  エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 七 年

度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 九 十 五 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で

あ る こ と 。  

 ３  第 百 二 十 六 条 第 一 項 及 び 前 二 項 （ こ れ ら

の 規 定 を 次 項 か ら 第 六 項 ま で に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け

る 自 動 車 以 外 の 自 動 車 に 対 し て 課 す る 環

境 性 能 割 の 税 率 は 、 百 分 の 三 と す る 。  

 ４  第 一 項 （ 第 一 号 イ 、 ロ 及 び ホ に 係 る 部 分

に 限 る 。 ） 及 び 第 二 項 （ 第 一 号 イ 、 ロ 及 び

ニ に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 平 成 二

十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 算 定 自

動 車 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中

欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。  

      第 一 項  令 和 十 二 年 度  第 百 二 十 六 条 第   
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      第 一 号

(イ ２
)

 

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 八 十  

二 項 に 規 定 す る

基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 で あ つ

て 平 成 二 十 二 年

度 以 降 の 各 年 度

に お い て 適 用 さ

れ る べ き も の と

し て 定 め ら れ た

も の （ 以 下 こ の 号

及 び 次 項 第 一 号

に お い て 「 平 成 二

十 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効

率 」 と い う 。 ） に

百 分 の 百 七 十 三  

 

      第 一 項

第 一 号

(イ ３
)

 

令 和 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率  

平 成 二 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 十 を 乗 じ

て 得 た 数 値  

 

      第 一 項

第 一 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 八 十 五  

平 成 二 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分

の 百 八 十 四  

 

      第 一 項

第 一 号

(ロ ３
)

 

令 和 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率  

平 成 二 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 十 を 乗 じ

て 得 た 数 値  

 

      第 一 項

第 一 号

(ホ ２
)

 

令 和 四 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 ）  

平 成 二 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 十 五 を 乗

じ て 得 た 数 値 ）  

 

      第 二 項

第 一 号

(イ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 七 十  

平 成 二 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 十 一  

 

      第 二 項  令 和 二 年 度 基  平 成 二 十 二 年 度   
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      第 一 号

(イ ３
)

 

準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率  

基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 十 を 乗 じ

て 得 た 数 値  

 

      第 二 項

第 一 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 七 十 五  

平 成 二 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分

の 百 六 十 二  

 

      第 二 項

第 一 号

(ロ ３
)

 

令 和 二 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率  

平 成 二 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 十 を 乗 じ

て 得 た 数 値  

 

      第 二 項

第 一 号

(ニ ２
)

 

令 和 四 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百

分 の 九 十 五  

平 成 二 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分

の 百 四 十 七  

 

 ５  第 一 項 （ 第 一 号 イ 及 び ロ 、 第 二 号 並 び に

第 三 号 イ 及 び ロ に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び

第 二 項 （ 第 一 号 イ 及 び ロ 、 第 二 号 並 び に 第

三 号 イ 及 び ロ に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定

は 、 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 等

算 定 自 動 車 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表

の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下

欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。 

      第 一 項

第 一 号

(イ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 八 十  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

十 六  

 

      第 一 項

第 一 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 八 十 五  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

二 十 三  

 

      第 一 項

第 二 号

(イ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 八 十  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

十 六  

 

      第 一 項  令 和 十 二 年 度  令 和 二 年 度 基 準   
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      第 二 号

(ロ ２
)

 

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 八 十 五  

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

二 十 三  

 

      第 一 項

第 三 号

(イ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 八 十  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

十 六  

 

      第 一 項

第 三 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 八 十 五  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

二 十 三  

 

      第 二 項

第 一 号

(イ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 七 十  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

二  

 

      第 二 項

第 一 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 七 十 五  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

九  

 

      第 二 項

第 二 号

(イ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 七 十  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

二  

 

      第 二 項

第 二 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 七 十 五  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

九  

 

      第 二 項

第 三 号

(イ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 七 十  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

二  

 

      第 二 項

第 三 号

(ロ ２
)

 

令 和 十 二 年 度

基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に

百 分 の 七 十 五  

令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 百

九  

 

 ６  第 一 項 （ 第 三 号 ト に 係 る 部 分 に 限 る 。 ）

及 び 第 二 項 （ 第 三 号 ホ に 係 る 部 分 に 限 る 。 ）

の 規 定 は 、 平 成 二 十 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 算 定 自 動 車 に つ い て 準 用 す る 。 こ
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(
)

の 場 合 に お い て 、 第 一 項 第 三 号 ト ２ 中 「 令

和 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 と あ る

の は 「 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 で あ つ て 平

成 二 十 七 年 度 以 降 の 各 年 度 に お い て 適 用

さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た も の （ 次

(
)

項 第 三 号 ホ ２ に お い て 「 平 成 二 十 七 年 度 基

準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 と い う 。 ） に 百 分

の 百 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 」 と 、 第 二 項 第 三

(
)

号 ホ ２ 中 「 令 和 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 九 十 五 」 と あ る の は 「 平 成 二

十 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 百 五 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 （ 環 境 性 能 割 の 免 税 点 ）  

 第 百 三 十 二 条  通 常 の 取 得 価 額 が 五 十 万 円

以 下 で あ る 自 動 車 に 対 し て は 、 環 境 性 能 割

を 課 さ な い 。  

 （ 環 境 性 能 割 の 徴 収 の 方 法 ）  

 第 百 三 十 三 条  環 境 性 能 割 の 徴 収 に つ い て

は 、 申 告 納 付 の 方 法 に よ る 。  

 （ 環 境 性 能 割 の 申 告 納 付 ）  

 第 百 三 十 四 条  環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 時 又 は 日 ま で に 、 施 行 規 則

で 定 め る 様 式 に よ り 、 環 境 性 能 割 の 課 税 標

準 額 、 環 境 性 能 割 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記

載 し た 申 告 書 を 知 事 に 提 出 す る と と も に 、

そ の 申 告 に 係 る 環 境 性 能 割 額 を 納 付 し な

け れ ば な ら な い 。  

 一  新 規 登 録 を 受 け る 自 動 車  当 該 新 規

登 録 の 時  

 二  道 路 運 送 車 両 法 第 十 三 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 移 転 登 録 （ 以 下 こ の 号 並 び に 第

百 三 十 七 条 の 九 第 一 項 及 び 第 二 項 に お

い て 「 移 転 登 録 」 と い う 。 ） を 受 け る べ

き 自 動 車  当 該 移 転 登 録 を 受 け る べ き

事 由 が あ つ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 す る

日 （ そ の 日 前 に 当 該 移 転 登 録 を 受 け た と

き は 、 当 該 移 転 登 録 の 時 ）  

 三  前 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 以 外 の 自 動 車
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で 、 道 路 運 送 車 両 法 第 六 十 七 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 自 動 車 検 査 証 の 変 更 記 録 を

受 け る べ き 自 動 車  当 該 変 更 記 録 を 受

け る べ き 事 由 が あ つ た 日 か ら 十 五 日 を

経 過 す る 日 （ そ の 日 前 に 当 該 変 更 記 録 を

受 け た と き は 、 当 該 変 更 記 録 の 時 ）  

 四  前 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 以 外 の 自 動 車  

 当 該 自 動 車 の 取 得 の 日 か ら 十 五 日 を 経

過 す る 日  

 ２  自 動 車 の 取 得 者 （ 環 境 性 能 割 の 納 税 義 務

者 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） は 、

前 項 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に

定 め る 時 又 は 日 ま で に 、 施 行 規 則 で 定 め る

様 式 に よ り 、 当 該 自 動 車 の 取 得 者 が 取 得 し

た 自 動 車 に つ い て 必 要 な 事 項 を 記 載 し た

報 告 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 環 境 性 能 割 の 納 付 の 方 法 ）  

 第 百 三 十 五 条  環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 は 、

前 条 第 一 項 又 は 法 第 百 六 十 一 条 の 規 定 に

よ り 環 境 性 能 割 額 を 納 付 す る 場 合 （ 法 第 百

七 十 条 の 規 定 に よ り 当 該 環 境 性 能 割 額 に

係 る 延 滞 金 額 を 納 付 す る 場 合 を 含 む 。 ） に

は 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 申 告 書 又 は 法 第

百 六 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 修 正 申 告 書

に 証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ り 当 該 環 境 性 能

割 額 （ 当 該 環 境 性 能 割 額 に 係 る 延 滞 金 額 を

含 む 。 ） に 相 当 す る 金 額 の 表 示 を 受 け 、 又

は 納 付 す べ き 税 額 に 相 当 す る 現 金 を 納 付

し て 規 則 に 定 め る 納 税 済 印 の 押 印 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。  

 ２  環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 が 次 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 前 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 環 境 性 能 割 額 （ 当 該

環 境 性 能 割 額 に 係 る 延 滞 金 額 を 含 む 。 ） に

相 当 す る 現 金 を 納 付 す る こ と が で き る 。  

 一  情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五

十 一 号 ） 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項

に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し
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て 新 規 登 録 の 申 請 を 行 う 場 合 に お い て 、

同 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 、 又 は 法 第 七 百

四 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 第 七

百 六 十 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 手 続 用 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し 、 か

つ 、 地 方 税 共 同 機 構 を 経 由 し て 、 前 条 第

一 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 の 提 出 を 行 う

場 合  

 二  法 第 百 六 十 一 条 の 規 定 に よ り 納 付 す

る 場 合  

 三  特 別 の 事 情 に よ り 知 事 が 必 要 と 認 め

る 場 合  

 ３  第 一 項 に 規 定 す る 証 紙 代 金 収 納 計 器 に

よ り 表 示 さ れ る 印 影 の 形 式 そ の 他 証 紙 代

金 収 納 計 器 の 取 扱 い 等 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 規 則 で 定 め る 。  

 （ 環 境 性 能 割 に 係 る 不 申 告 等 に 関 す る 過

料 ）  

 第 百 三 十 六 条  環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 が

正 当 な 事 由 が な く て 第 百 三 十 四 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 申 告 書 を 同 項 各 号 に 規 定 す

る 申 告 書 の 提 出 期 限 ま で に 提 出 し な か つ

た 場 合 に は 、 そ の 者 に 対 し 、 十 万 円 以 下 の

過 料 を 科 す る 。  

 ２  前 項 の 過 料 を 徴 収 す る 場 合 に お い て 発

す る 納 入 通 知 書 に 指 定 す べ き 納 期 限 は 、 そ

の 発 付 の 日 か ら 十 日 以 内 と す る 。  

 （ 譲 渡 担 保 財 産 に 対 し て 課 す る 環 境 性 能

割 の 納 税 義 務 の 免 除 等 ）  

 第 百 三 十 七 条  譲 渡 担 保 権 者 （ 譲 渡 に よ り 担

保 の 目 的 と な つ て い る 財 産 （ 以 下 こ の 項 に

お い て 「 譲 渡 担 保 財 産 」 と い う 。 ） の 権 利

者 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 第 五 項 に お い て

同 じ 。 ） が 譲 渡 担 保 財 産 と し て 自 動 車 の 取

得 を し た 場 合 に お い て 、 当 該 譲 渡 担 保 財 産

に よ り 担 保 さ れ る 債 権 の 消 滅 に よ り 当 該

取 得 の 日 か ら 六 月 以 内 に 譲 渡 担 保 権 者 か

ら 譲 渡 担 保 財 産 の 設 定 者 （ 設 定 者 が 交 代 し
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た 場 合 に 新 た に 設 定 者 と な る 者 を 除 く 。 ）

に 当 該 譲 渡 担 保 財 産 を 移 転 し た と き は 、 譲

渡 担 保 権 者 が 取 得 し た 当 該 譲 渡 担 保 財 産

に 対 す る 環 境 性 能 割 に 係 る 徴 収 金 に 係 る

納 税 義 務 を 免 除 す る 。  

 ２  知 事 は 、 自 動 車 の 取 得 者 か ら 環 境 性 能 割

に つ い て 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る べ き 旨

の 申 告 が あ り 、 当 該 申 告 が 真 実 で あ る と 認

め る と き は 、 当 該 取 得 の 日 か ら 六 月 以 内 の

期 間 を 限 つ て 、 当 該 自 動 車 に 対 す る 環 境 性

能 割 に 係 る 徴 収 金 の 徴 収 を 猶 予 す る 。  

 ３  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 徴 収 の 猶 予 を

し た 場 合 に は 、 当 該 徴 収 の 猶 予 が さ れ た 環

境 性 能 割 額 に 係 る 延 滞 金 額 の う ち 当 該 徴

収 を 猶 予 し た 期 間 に 対 応 す る 部 分 の 金 額

を 免 除 す る 。  

 ４  知 事 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 徴 収 の 猶 予

を し た 場 合 に お い て 、 当 該 徴 収 の 猶 予 に 係

る 環 境 性 能 割 に つ い て 第 一 項 の 規 定 の 適

用 が な い こ と が 明 ら か と な つ た と き は 、 当

該 徴 収 の 猶 予 を 取 り 消 す 。 こ の 場 合 に お い

て 、 徴 収 の 猶 予 を 取 り 消 さ れ た 者 は 、 直 ち

に 当 該 徴 収 の 猶 予 が さ れ た 環 境 性 能 割 に

係 る 徴 収 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 ５  環 境 性 能 割 に 係 る 徴 収 金 を 徴 収 し た 場

合 に お い て 、 当 該 環 境 性 能 割 に つ い て 第 一

項 の 規 定 の 適 用 が あ る こ と と な つ た と き

は 、 知 事 は 、 同 項 の 譲 渡 担 保 権 者 の 申 請 に

基 づ い て 、 当 該 徴 収 金 を 還 付 す る 。  

 ６  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 環 境 性 能 割 に

係 る 徴 収 金 を 還 付 す る 場 合 に お い て 、 還 付

を 受 け る べ き 者 の 未 納 に 係 る 徴 収 金 が あ

る と き は 、 当 該 還 付 す べ き 額 を こ れ に 充 当

す る 。  

 ７  前 二 項 の 規 定 に よ り 環 境 性 能 割 に 係 る

徴 収 金 を 還 付 し 、 又 は 充 当 す る 場 合 に は 、

第 五 項 の 規 定 に よ る 還 付 の 申 請 が あ つ た

日 か ら 起 算 し て 十 日 を 経 過 し た 日 を 法 第

十 七 条 の 四 第 一 項 各 号 に 定 め る 日 と み な
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し て 、 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 ８  第 二 項 の 申 告 又 は 第 五 項 の 申 請 を す る

者 は 、 施 行 規 則 に 定 め る 様 式 に よ る 申 告 書

又 は 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

 （ 自 動 車 の 返 還 が あ つ た 場 合 の 環 境 性 能

割 の 納 税 義 務 の 免 除 等 ）  

 第 百 三 十 七 条 の 二  自 動 車 販 売 業 者 か ら 自

動 車 の 取 得 を し た 者 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項

に お い て 「 自 動 車 の 取 得 を し た 者 」 と い

う 。 ） が 、 当 該 自 動 車 の 性 能 が 良 好 で な い

こ と そ の 他 こ れ に 類 す る 理 由 で 施 行 規 則

で 定 め る も の に よ り 、 当 該 自 動 車 の 取 得 の

日 か ら 一 月 以 内 に 当 該 自 動 車 を 当 該 自 動

車 販 売 業 者 に 返 還 し た 場 合 に は 、 当 該 自 動

車 の 取 得 を し た 者 が 取 得 し た 自 動 車 に 対

す る 環 境 性 能 割 に 係 る 納 税 義 務 を 免 除 す

る も の と す る 。  

 ２  環 境 性 能 割 を 徴 収 し た 場 合 に お い て 、 当

該 環 境 性 能 割 に つ い て 前 項 の 規 定 の 適 用

が あ る こ と と な つ た と き は 、 知 事 は 、 自 動

車 の 取 得 を し た 者 の 申 請 に 基 づ い て 、 当 該

環 境 性 能 割 額 に 相 当 す る 額 を 還 付 す る も

の と す る 。  

 ３  前 項 の 申 請 を す る 者 は 、 施 行 規 則 に 定 め

る 様 式 に よ る 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

 ４  前 条 第 六 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り

環 境 性 能 割 額 を 還 付 す る 場 合 に つ い て 準

用 す る 。  

 （ 環 境 性 能 割 の 課 税 免 除 ）  

 第 百 三 十 七 条 の 二 の 二  日 本 赤 十 字 社 が 取

得 す る 自 動 車 の う ち 、 直 接 そ の 本 来 の 事 業

の 用 に 供 す る も の で 、 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る も の に 対 し て は 、 環 境 性 能 割 を

課 さ な い 。  

 一  救 急 自 動 車  

 二  巡 回 診 療 又 は 患 者 の 輸 送 の 用 に 供 す

る 自 動 車  
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 三  血 液 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車  

 四  救 護 資 材 の 運 搬 の 用 に 供 す る 自 動 車  

 五  前 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 に 類 す る 自 動

車 で 知 事 の 認 め る も の  

 （ 環 境 性 能 割 の 減 免 ）  

 第 百 三 十 七 条 の 三  知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る 自 動 車 の 取 得 に 対 し て は 、

当 該 自 動 車 を 取 得 し た 者 の 申 請 に よ り 環

境 性 能 割 を 減 免 す る こ と が で き る 。  

 一  医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五

号 ） 第 三 十 一 条 に 規 定 す る 公 的 医 療 機 関

（ 日 本 赤 十 字 社 を 除 く 。 ） の 救 急 自 動 車

又 は へ き 地 巡 回 診 療 の た め に 使 用 す る

自 動 車 に 係 る 自 動 車 の 取 得  

 二  次 に 掲 げ る 自 動 車 の 取 得 の う ち 、 知 事

が 必 要 と 認 め る も の  

 イ  身 体 障 害 者 等 （ 身 体 障 害 者 、 戦 傷 病

者 、 知 的 障 害 者 及 び 精 神 障 害 者 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） が 運 転 す る 自 動 車 に

係 る 当 該 身 体 障 害 者 等 の 自 動 車 の 取

得 （ 当 該 身 体 障 害 者 等 が 知 的 障 害 者 又

は 精 神 障 害 者 で あ る 場 合 に は 、 当 該 身

体 障 害 者 等 と 生 計 を 一 に す る 者 の 自

動 車 の 取 得 を 含 む 。 ）  

 ロ  身 体 障 害 者 等 と 生 計 を 一 に す る 者

が 当 該 身 体 障 害 者 等 の た め に 運 転 す

る 自 動 車 に 係 る 当 該 身 体 障 害 者 等 の

自 動 車 の 取 得 （ 当 該 身 体 障 害 者 等 が 年

齢 十 八 歳 未 満 の 身 体 障 害 者 で あ る 場

合 又 は 知 的 障 害 者 若 し く は 精 神 障 害

者 で あ る 場 合 に は 、 当 該 身 体 障 害 者 等

と 生 計 を 一 に す る 者 の 自 動 車 の 取 得

を 含 む 。 ハ に お い て 同 じ 。 ）  

 ハ  身 体 障 害 者 等 （ 身 体 障 害 者 等 の み で

構 成 さ れ る 世 帯 の 者 に 限 る 。 ） を 常 時

介 護 す る 者 が 当 該 身 体 障 害 者 等 の た

め に 運 転 す る 自 動 車 に 係 る 当 該 身 体

障 害 者 等 の 自 動 車 の 取 得  

 三  前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 天 災 そ の
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他 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 自 動 車 の

取 得  

 ２  前 項 の 規 定 に よ つ て 環 境 性 能 割 の 減 免

を 受 け よ う と す る 者 は 、 第 百 三 十 四 条 第 一

項 に 規 定 す る 申 告 書 を 提 出 す る と き ま で

に 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 前 項 第 一 号 及 び 第 三

号 に 該 当 す る も の に あ つ て は 、 第 二 号 か ら

第 五 号 ま で を 除 く 。 ） を 記 載 し た 申 請 書 に

減 免 を 必 要 と す る 理 由 を 証 明 す る 書 類 を

添 付 し て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

こ の 場 合 に お い て 、 前 項 第 二 号 に 該 当 す る

自 動 車 を 取 得 し た 者 は 、 規 則 で 定 め る 書 類

及 び 運 転 免 許 証 そ の 他 の 第 五 号 に 掲 げ る

事 項 を 証 す る に 足 り る 資 料 を 提 示 し な け

れ ば な ら な い 。  

 一  減 免 を 受 け る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び

住 所  

 二  減 免 を 受 け る 者 が 身 体 障 害 者 等 と 生

計 を 一 に す る 者 で あ る 場 合 に は 、 当 該 身

体 障 害 者 等 と の 関 係  

 三  身 体 障 害 者 等 の 氏 名 、 住 所 及 び 年 齢  

 四  自 動 車 を 運 転 す る 者 の 氏 名 及 び 住 所

並 び に 身 体 障 害 者 等 と の 関 係  

 五  運 転 免 許 証 の 番 号 、 交 付 年 月 日 及 び 有

効 期 限 又 は 免 許 情 報 記 録 （ 道 路 交 通 法 第

九 十 五 条 の 二 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る

免 許 情 報 記 録 を い う 。 第 百 三 十 七 条 の 十

三 第 二 項 第 四 号 に お い て 同 じ 。 ） の 番 号

及 び 有 効 期 限 並 び に 運 転 免 許 の 種 類 及

び 条 件 が 付 け ら れ て い る 場 合 に は そ の

条 件  

 六  自 動 車 の 登 録 番 号 、 主 た る 定 置 場 、 種

別 、 用 途 及 び 使 用 目 的  

 七  自 動 車 の 取 得 年 月 日 及 び 取 得 価 額  

 八  減 免 を 受 け よ う と す る 事 由  

 九  そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 （ 環 境 性 能 割 の 市 町 に 対 す る 交 付 ）  

 第 百 三 十 七 条 の 四  知 事 は 、 県 に 納 付 さ れ た

環 境 性 能 割 額 に 相 当 す る 額 に 令 で 定 め る
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率 を 乗 じ て 得 た 額 の 百 分 の 四 十 三 に 相 当

す る 額 を 、 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 県 内

の 市 町 に 対 し 、 当 該 市 町 が 管 理 す る 市 町 道

（ 当 該 市 町 が そ の 管 理 に つ い て 経 費 を 負

担 し な い も の そ の 他 施 行 規 則 で 定 め る も

の を 除 く 。 ） の 延 長 及 び 面 積 に あ ん 分 し て

交 付 す る 。  

（ 自 動 車 税 の 税 率 ）  （ 種 別 割 の 税 率 ）  

第 百 三 十 七 条 の 五  次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動

車 に 対 し て 課 す る 自 動 車 税 の 税 率 は 、 一 台

に つ い て 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と

す る 。  

第 百 三 十 七 条 の 五  次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動

車 に 対 し て 課 す る 種 別 割 の 税 率 は 、 一 台 に

つ い て 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

２  前 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 の う ち 最 大

乗 車 定 員 が 四 人 以 上 で あ る も の の 自 動 車

税 の 税 率 は 、 同 項 （ 同 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 号 に 定 め る

額 に 、 次 の 各 号 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定

め る 額 を そ れ ぞ れ 加 算 し た 額 と す る 。  

２  前 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 の う ち 最 大

乗 車 定 員 が 四 人 以 上 で あ る も の の 種 別 割

の 税 率 は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 号

に 定 め る 額 に 、 次 の 各 号 の 区 分 に 応 じ 当 該

各 号 に 定 め る 額 を そ れ ぞ れ 加 算 し た 額 と

す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

４  第 一 項 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 に 該 当 し な

い 自 動 車 に 対 し て 課 す る 自 動 車 税 の 税 率

は 、 当 該 自 動 車 が そ の 種 類 、 用 途 、 構 造 、

装 置 等 に よ り 最 も 類 似 す る 同 項 各 号 に 掲

げ る 自 動 車 に つ い て 当 該 各 号 に 定 め る 額

と す る 。 た だ し 、 類 似 す る 自 動 車 の 区 分 が

困 難 な 自 動 車 に あ つ て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 区 分 に 応 じ 、 一 台 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

４  第 一 項 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 に 該 当 し な

い 自 動 車 に 対 し て 課 す る 種 別 割 の 税 率 は 、

当 該 自 動 車 が そ の 種 類 、 用 途 、 構 造 、 装 置

等 に よ り 最 も 類 似 す る 同 項 各 号 に 掲 げ る

自 動 車 に つ い て 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る 。 た だ し 、 類 似 す る 自 動 車 の 区 分 が 困 難

な 自 動 車 に あ つ て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区

分 に 応 じ 、 一 台 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る 額 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

５  学 校 教 育 法 第 一 条 の 学 校 が 所 有 し 、 か

つ 、 専 ら そ の 学 生 、 生 徒 、 児 童 又 は 幼 児 の

通 学 の 用 に 供 す る バ ス に 対 し て 課 す る 自

動 車 税 の 税 率 は 、 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 同 号 の 一 般 乗 合 用 バ ス に つ い て

定 め る 額 と す る 。  

５  学 校 教 育 法 第 一 条 の 学 校 が 所 有 し 、 か

つ 、 専 ら そ の 学 生 、 生 徒 、 児 童 又 は 幼 児 の

通 学 の 用 に 供 す る バ ス に 対 し て 課 す る 種

別 割 の 税 率 は 、 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 同 号 の 一 般 乗 合 用 バ ス に つ い て 定

め る 額 と す る 。  

（ 自 動 車 税 の 賦 課 期 日 ）  （ 種 別 割 の 賦 課 期 日 ）  

第 百 三 十 七 条 の 六  自 動 車 税 の 賦 課 期 日 は 、 第 百 三 十 七 条 の 六  種 別 割 の 賦 課 期 日 は 、 四
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四 月 一 日 と す る 。  月 一 日 と す る 。  
（ 自 動 車 税 の 納 期 等 ）  （ 種 別 割 の 納 期 等 ）  

第 百 三 十 七 条 の 七  自 動 車 税 の 納 期 は 、 五 月

一 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で と す る 。  

第 百 三 十 七 条 の 七  種 別 割 の 納 期 は 、 五 月 一

日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 条 に 規 定 す る 賦 課 期 日 後 に 納 税 義 務

が 発 生 し た 自 動 車 税 で 、 普 通 徴 収 の 方 法 に

よ り 徴 収 す る も の そ の 他 特 別 の 事 情 が あ

る 場 合 の 自 動 車 税 の 納 期 は 、 第 一 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 納 税 通 知 書 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

３  前 条 に 規 定 す る 賦 課 期 日 後 に 納 税 義 務

が 発 生 し た 種 別 割 で 、 普 通 徴 収 の 方 法 に よ

り 徴 収 す る も の そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る

場 合 の 種 別 割 の 納 期 は 、 第 一 項 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 納 税 通 知 書 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

（ 自 動 車 税 の 徴 収 の 方 法 ）  （ 種 別 割 の 徴 収 の 方 法 ）  

第 百 三 十 七 条 の 八  自 動 車 税 の 徴 収 は 、 普 通

徴 収 の 方 法 に よ る 。  
第 百 三 十 七 条 の 八  種 別 割 の 徴 収 は 、 普 通 徴

収 の 方 法 に よ る 。  

２  自 動 車 税 を 普 通 徴 収 の 方 法 に よ つ て 徴

収 す る 場 合 に は 、 納 税 通 知 書 を そ の 納 期 限

前 十 日 ま で に 納 税 者 に 交 付 す る も の と す

る 。  

２  種 別 割 を 普 通 徴 収 の 方 法 に よ つ て 徴 収

す る 場 合 に は 、 納 税 通 知 書 を そ の 納 期 限 前

十 日 ま で に 納 税 者 に 交 付 す る も の と す る 。 

３  道 路 運 送 車 両 法 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す

る 新 規 登 録 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 新 規 登

録 」 と い う 。 ） の 申 請 が あ つ た 自 動 車 に つ

い て 、 法 第 百 五 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

課 す る 自 動 車 税 の 徴 収 に つ い て は 、 同 項 の

賦 課 期 日 後 翌 年 二 月 末 日 ま で の 間 に 納 税

義 務 が 発 生 し た 場 合 に 限 り 、 第 一 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 証 紙 徴 収 の 方 法 に よ る 。  

３  新 規 登 録 の 申 請 が あ つ た 自 動 車 に つ い

て 、 法 第 百 七 十 七 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ

り 課 す る 種 別 割 の 徴 収 に つ い て は 、 同 項 の

賦 課 期 日 後 翌 年 二 月 末 日 ま で の 間 に 納 税

義 務 が 発 生 し た 場 合 に 限 り 、 第 一 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 証 紙 徴 収 の 方 法 に よ る 。  

４  自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 は 、 前 項 に 規 定 す

る 自 動 車 に つ い て 自 動 車 税 を 払 い 込 む と

き は 、 当 該 自 動 車 に つ い て 新 規 登 録 の 申 請

を す る と き に 、 第 百 三 十 七 条 の 九 に 規 定 す

る 申 告 書 に 証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ り 納 付

す べ き 税 額 に 相 当 す る 金 額 の 表 示 を 受 け 、

又 は 納 付 す べ き 税 額 に 相 当 す る 現 金 を 納

付 し て 規 則 に 定 め る 納 税 済 印 の 押 印 を 受

け な け れ ば な ら な い 。  

４  種 別 割 の 納 税 義 務 者 は 、 前 項 に 規 定 す る

自 動 車 に つ い て 種 別 割 を 払 い 込 む と き は 、

当 該 自 動 車 に つ い て 新 規 登 録 の 申 請 を す

る と き に 、 第 百 三 十 七 条 の 九 に 規 定 す る 申

告 書 に 証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ り 納 付 す べ

き 税 額 に 相 当 す る 金 額 の 表 示 を 受 け 、 又 は

納 付 す べ き 税 額 に 相 当 す る 現 金 を 納 付 し

て 規 則 に 定 め る 納 税 済 印 の 押 印 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。  

５  前 項 の 申 告 書 の 提 出 が な か つ た こ と に

よ り 、 第 三 項 の 規 定 に よ り 自 動 車 税 を 証 紙

徴 収 の 方 法 に よ つ て 徴 収 す る こ と が で き

な い 場 合 に は 、 当 該 自 動 車 税 の 徴 収 に つ い

５  前 項 の 申 告 書 の 提 出 が な か つ た こ と に

よ り 、 第 三 項 の 規 定 に よ り 種 別 割 を 証 紙 徴

収 の 方 法 に よ つ て 徴 収 す る こ と が で き な

い 場 合 に は 、 当 該 種 別 割 の 徴 収 に つ い て
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て は 、 普 通 徴 収 の 方 法 に よ る 。  は 、 普 通 徴 収 の 方 法 に よ る 。  
６  （ 略 ）  ６  （ 略 ）  

（ 自 動 車 税 の 徴 収 の 方 法 の 特 例 ）  （ 種 別 割 の 徴 収 の 方 法 の 特 例 ）  

第 百 三 十 七 条 の 八 の 二  知 事 は 、 納 税 者 が 情

報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関

す る 法 律 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項

に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て

新 規 登 録 の 申 請 を 行 う 場 合 に お い て 、 同 項

の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処

理 組 織 を 使 用 し て 、 又 は 法 第 七 百 四 十 七 条

の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 第 七 百 六 十 二 条

第 一 号 に 規 定 す る 地 方 税 関 係 手 続 用 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 し 、 か つ 、 地 方 税 共 同

機 構 を 経 由 し て 、 次 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の

規 定 に よ る 申 告 書 の 提 出 を 行 う 場 合 に は 、

前 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る ほ か 、

当 該 納 税 者 が 当 該 新 規 登 録 の 申 請 を し た

際 に 、 当 該 新 規 登 録 の 申 請 に 係 る 自 動 車 に

係 る 自 動 車 税 を 施 行 規 則 で 定 め る 方 法 に

よ り 徴 収 す る こ と が で き る 。  

第 百 三 十 七 条 の 八 の 二  知 事 は 、 納 税 者 が 情

報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関

す る 法 律 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項

に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て

新 規 登 録 の 申 請 を 行 う 場 合 に お い て 、 同 項

の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処

理 組 織 を 使 用 し て 、 又 は 法 第 七 百 四 十 七 条

の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 第 七 百 六 十 二 条

第 一 号 に 規 定 す る 地 方 税 関 係 手 続 用 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 し 、 か つ 、 地 方 税 共 同

機 構 を 経 由 し て 、 次 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の

規 定 に よ る 申 告 書 の 提 出 を 行 う 場 合 に は 、

前 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る ほ か 、

当 該 納 税 者 が 当 該 登 録 の 申 請 を し た 際 に 、

当 該 登 録 の 申 請 に 係 る 自 動 車 に 係 る 種 別

割 を 施 行 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 徴 収 す

る こ と が で き る 。  

（ 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 申 告 又 は

報 告 ）  

（ 種 別 割 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 申 告 又 は 報

告 ）  

第 百 三 十 七 条 の 九  自 動 車 税 の 納 税 義 務 者

は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 そ の

該 当 す る 事 実 が 発 生 し た 日 か ら 十 五 日 を

経 過 す る 日 ま で （ 十 五 日 を 経 過 す る 日 ま で

の 間 に 新 規 登 録 、 道 路 運 送 車 両 法 第 十 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 変 更 登 録 又 は 同 法 第 十

三 条 第 一 項 に 規 定 す る 移 転 登 録 の 申 請 を

す る と き は 、 そ の 申 請 を し た と き ） に 申 告

書 を 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 百 三 十 七 条 の 九  種 別 割 の 納 税 義 務 者 は 、

次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 そ の 該 当

す る 事 実 が 発 生 し た 日 か ら 十 五 日 を 経 過

す る 日 ま で （ 十 五 日 を 経 過 す る 日 ま で の 間

に 新 規 登 録 、 道 路 運 送 車 両 法 第 十 二 条 第 一

項 に 規 定 す る 変 更 登 録 又 は 移 転 登 録 の 申

請 を す る と き は 、 そ の 申 請 を し た と き ） に

申 告 書 を 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 知 事

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  法 第 百 四 十 六 条 第 二 項 の 使 用 者 と な

つ た と き 又 は 使 用 者 で な く な つ た と き 。 

五  法 第 百 四 十 六 条 第 三 項 の 使 用 者 と な

つ た と き 又 は 使 用 者 で な く な つ た と き 。 

六  （ 略 ）  六  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 に よ り 申 告 書 を 提 出 し た 者

が 、 そ の 申 告 書 を 提 出 し た 後 に 新 規 登 録 、

道 路 運 送 車 両 法 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す

２  前 項 の 規 定 に よ り 申 告 書 を 提 出 し た 者

が 、 そ の 申 告 書 を 提 出 し た 後 に 新 規 登 録 、

道 路 運 送 車 両 法 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す
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る 変 更 登 録 又 は 同 法 第 十 三 条 第 一 項 に 規

定 す る 移 転 登 録 の 申 請 を す る と き は 、 そ の

申 請 を し た と き に 申 告 書 を 規 則 の 定 め る

と こ ろ に よ り 改 め て 知 事 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

る 変 更 登 録 又 は 移 転 登 録 の 申 請 を す る と

き は 、 そ の 申 請 を し た と き に 申 告 書 を 規 則

の 定 め る と こ ろ に よ り 改 め て 知 事 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

４  自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 が 第 一 項 又 は 第

二 項 の 規 定 に よ り 申 告 書 を 提 出 し た 後 に

お い て 、 そ の 申 告 し た 事 項 に 異 動 を 生 じ た

と き は 、 前 三 項 の 例 に よ り 申 告 書 を 知 事 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  種 別 割 の 納 税 義 務 者 が 第 一 項 又 は 第 二

項 の 規 定 に よ り 申 告 書 を 提 出 し た 後 に お

い て 、 そ の 申 告 し た 事 項 に 異 動 を 生 じ た と

き は 、 前 三 項 の 例 に よ り 申 告 書 を 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

５  第 百 二 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 自 動 車

の 売 主 は 、 知 事 か ら 当 該 自 動 車 の 買 主 の 住

所 又 は 居 所 が 不 明 で あ る こ と を 理 由 と し

て 請 求 が あ つ た 場 合 に は 、 そ の 請 求 を 受 け

た 日 か ら 五 十 日 以 内 に 当 該 自 動 車 の 買 主

の 住 所 又 は 居 所 そ の 他 当 該 自 動 車 に 対 し

て 課 す る 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に 関 し 必 要

な 事 項 を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

５  第 百 二 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 自 動 車

の 売 主 は 、 知 事 か ら 当 該 自 動 車 の 買 主 の 住

所 又 は 居 所 が 不 明 で あ る こ と を 理 由 と し

て 請 求 が あ つ た 場 合 に は 、 そ の 請 求 を 受 け

た 日 か ら 五 十 日 以 内 に 当 該 自 動 車 の 買 主

の 住 所 又 は 居 所 そ の 他 当 該 自 動 車 に 対 し

て 課 す る 種 別 割 の 賦 課 徴 収 に 関 し 必 要 な

事 項 を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 自 動 車 税 に 係 る 不 申 告 等 に 関 す る 過 料 ） （ 種 別 割 に 係 る 不 申 告 等 に 関 す る 過 料 ）  

第 百 三 十 七 条 の 十  自 動 車 税 の 納 税 義 務 者

又 は 第 百 二 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 自 動

車 の 売 主 が 、 前 条 の 規 定 に よ つ て 申 告 又 は

報 告 す べ き 事 項 に つ い て 正 当 な 事 由 が な

く て 申 告 又 は 報 告 を し な か つ た 場 合 に は 、

そ の 者 に 対 し 、 十 万 円 以 下 の 過 料 を 科 す

る 。  

第 百 三 十 七 条 の 十  種 別 割 の 納 税 義 務 者 又

は 第 百 二 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 自 動 車

の 売 主 が 、 前 条 の 規 定 に よ つ て 申 告 又 は 報

告 す べ き 事 項 に つ い て 正 当 な 事 由 が な く

て 申 告 又 は 報 告 を し な か つ た 場 合 に は 、 そ

の 者 に 対 し 、 十 万 円 以 下 の 過 料 を 科 す る 。 

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 自 動 車 税 の 減 免 ）  （ 種 別 割 の 減 免 ）  

第 百 三 十 七 条 の 十 一  知 事 は 、 天 災 そ の 他 特

別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 自 動 車 税 の

減 免 を 必 要 と 認 め る 者 に 限 り 、 自 動 車 税 を

減 免 す る こ と が で き る 。  

第 百 三 十 七 条 の 十 一  知 事 は 、 天 災 そ の 他 特

別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 種 別 割 の 減

免 を 必 要 と 認 め る 者 に 限 り 、 種 別 割 を 減 免

す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ つ て 、 自 動 車 税 の 減 免 を

受 け よ う と す る 者 は 、 規 則 で 定 め る 期 限 ま

で に 、 年 度 、 税 額 等 を 記 載 し た 申 請 書 に 、

減 免 を 受 け よ う と す る 事 由 を 証 明 す る 書

類 を 添 え て 、 こ れ を 知 事 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ つ て 、 種 別 割 の 減 免 を 受

け よ う と す る 者 は 、 規 則 で 定 め る 期 限 ま で

に 、 年 度 、 税 額 等 を 記 載 し た 申 請 書 に 、 減

免 を 受 け よ う と す る 事 由 を 証 明 す る 書 類

を 添 え て 、 こ れ を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  
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第 百 三 十 七 条 の 十 二  知 事 は 、 公 益 の た め 直

接 専 用 す る も の と 認 め る 自 動 車 に 対 し て

は 、 当 該 納 税 者 の 申 請 に よ つ て 自 動 車 税 を

減 免 す る こ と が で き る 。  

第 百 三 十 七 条 の 十 二  知 事 は 、 公 益 の た め 直

接 専 用 す る も の と 認 め る 自 動 車 に 対 し て

は 、 当 該 納 税 者 の 申 請 に よ つ て 種 別 割 を 減

免 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ つ て 、 自 動 車 税 の 減 免 を

受 け よ う と す る 者 は 、 納 期 限 ま で （ 第 百 三

十 七 条 の 八 第 三 項 の 規 定 に よ る 証 紙 徴 収

に 係 る も の に あ つ て は 、 第 百 三 十 七 条 の 九

に 規 定 す る 申 告 書 を 提 出 す る と き ま で ）

に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 、

減 免 を 受 け よ う と す る 事 由 を 証 明 す る 書

類 を 添 え て 、 こ れ を 知 事 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ つ て 、 種 別 割 の 減 免 を 受

け よ う と す る 者 は 、 納 期 限 ま で （ 第 百 三 十

七 条 の 八 第 三 項 の 規 定 に よ る 証 紙 徴 収 に

係 る も の に あ つ て は 、 第 百 三 十 七 条 の 九 に

規 定 す る 申 告 書 を 提 出 す る と き ま で ） に 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 、 減 免

を 受 け よ う と す る 事 由 を 証 明 す る 書 類 を

添 え て 、 こ れ を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

一 ・ 二  （ 略 ）   一 ・ 二  （ 略 ）  

３  第 一 項 の 規 定 に よ つ て 自 動 車 税 の 減 免

を 受 け た 者 は 、 そ の 事 由 が や ん だ 場 合 に

は 、 直 ち に そ の 旨 を 知 事 に 申 告 し な け れ ば

な ら な い 。  

３  第 一 項 の 規 定 に よ つ て 種 別 割 の 減 免 を

受 け た 者 は 、 そ の 事 由 が や ん だ 場 合 に は 、

直 ち に そ の 旨 を 知 事 に 申 告 し な け れ ば な

ら な い 。  

第 百 三 十 七 条 の 十 三  知 事 は 、 次 に 掲 げ る 自

動 車 の う ち 、 必 要 と 認 め る も の （ 一 人 の 身

体 障 害 者 等 に 係 る 自 動 車 に つ き 一 台 に 限

る 。 ） に 対 し て は 、 自 動 車 税 を 減 免 す る こ

と が で き る 。  

第 百 三 十 七 条 の 十 三  知 事 は 、 次 に 掲 げ る 自

動 車 の う ち 、 必 要 と 認 め る も の （ 一 人 の 身

体 障 害 者 等 に 係 る 自 動 車 に つ き 一 台 に 限

る 。 ） に 対 し て は 、 種 別 割 を 減 免 す る こ と

が で き る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 に よ つ て 自 動 車 税 の 減 免 を

受 け よ う と す る 者 は 、 普 通 徴 収 の 方 法 に よ

つ て 徴 収 さ れ る も の に あ つ て は 納 期 限 ま

で に 、 証 紙 徴 収 の 方 法 に よ つ て 徴 収 さ れ る

も の に あ つ て は 県 が 発 行 す る 証 紙 を も つ

て そ の 税 金 を 払 い 込 む こ と と さ れ て い る

と き に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書

に 減 免 を 必 要 と す る 理 由 を 証 明 す る 書 類

を 添 付 し て 、 知 事 に 提 出 す る と と も に 、 規

則 で 定 め る 書 類 及 び 運 転 免 許 証 そ の 他 の

第 四 号 に 掲 げ る 事 項 を 証 す る に 足 り る 資

料 を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ つ て 種 別 割 の 減 免 を 受

け よ う と す る 者 は 、 普 通 徴 収 の 方 法 に よ つ

て 徴 収 さ れ る も の に あ つ て は 納 期 限 ま で

に 、 証 紙 徴 収 の 方 法 に よ つ て 徴 収 さ れ る も

の に あ つ て は 県 が 発 行 す る 証 紙 を も つ て

そ の 税 金 を 払 い 込 む こ と と さ れ て い る と

き に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に

減 免 を 必 要 と す る 理 由 を 証 明 す る 書 類 を

添 付 し て 、 知 事 に 提 出 す る と と も に 、 規 則

で 定 め る 書 類 及 び 運 転 免 許 証 そ の 他 の 第

四 号 に 掲 げ る 事 項 を 証 す る に 足 り る 資 料

を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  運 転 免 許 証 の 番 号 及 び 有 効 期 限 又 は

免 許 情 報 記 録 の 番 号 及 び 有 効 期 限 並 び

四  運 転 免 許 証 の 番 号 、 交 付 年 月 日 及 び 有

効 期 限 又 は 免 許 情 報 記 録 の 番 号 及 び 有
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に 運 転 免 許 の 種 類 及 び 条 件 が 付 け ら れ

て い る 場 合 に は そ の 条 件  

効 期 限 並 び に 運 転 免 許 の 種 類 及 び 条 件

が 付 け ら れ て い る 場 合 に は そ の 条 件  
五 ・ 六  （ 略 ）  五 ・ 六  （ 略 ）  

３  前 条 第 三 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ

つ て 自 動 車 税 の 減 免 を 受 け て い る 者 に つ

い て 準 用 す る 。  

３  前 条 第 三 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ

つ て 種 別 割 の 減 免 を 受 け て い る 者 に つ い

て 準 用 す る 。  

第 百 三 十 七 条 の 十 四  知 事 は 、 自 動 車 税 の 賦

課 期 日 に お い て 、 中 古 自 動 車 販 売 業 者 （ 中

古 自 動 車 を 販 売 す る こ と を 業 と す る 者 で

古 物 営 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 号 ）

第 三 条 の 規 定 に よ る 古 物 商 の 許 可 を 受 け 、

古 物 営 業 法 施 行 規 則 （ 平 成 七 年 国 家 公 安 委

員 会 規 則 第 十 号 ） 第 二 条 第 四 号 に 掲 げ る 自

動 車 を 取 り 扱 う も の を い う 。 以 下 本 条 に お

い て 同 じ 。 ） が 商 品 と し て 所 有 し 、 か つ 、

展 示 し （ 修 理 等 の た め に 展 示 で き な い 場 合

を 除 く 。 ） 、 及 び 道 路 運 送 車 両 法 第 四 条 の

規 定 に よ る 登 録 を 受 け て い る 中 古 自 動 車

で あ つ て 、 そ の 登 録 事 項 の 所 有 者 の 氏 名 又

は 名 称 及 び 使 用 者 の 氏 名 又 は 名 称 が 当 該

中 古 自 動 車 販 売 業 者 で あ る も の （ 以 下 本 条

に お い て 「 商 品 中 古 自 動 車 」 と い う 。 ） に

対 し て は 、 当 該 中 古 自 動 車 販 売 業 者 が 次 の

各 号 に 掲 げ る 要 件 を い ず れ も 満 た し て い

る 場 合 に 限 り 、 当 該 中 古 自 動 車 販 売 業 者 の

申 請 に よ つ て 、 当 該 商 品 中 古 自 動 車 に 係 る

自 動 車 税 の 年 税 額 の 十 二 分 の 三 に 相 当 す

る 額 を 減 額 す る こ と が で き る 。  

第 百 三 十 七 条 の 十 四  知 事 は 、 種 別 割 の 賦 課

期 日 に お い て 、 中 古 自 動 車 販 売 業 者 （ 中 古

自 動 車 を 販 売 す る こ と を 業 と す る 者 で 古

物 営 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 号 ） 第

三 条 の 規 定 に よ る 古 物 商 の 許 可 を 受 け 、 古

物 営 業 法 施 行 規 則 （ 平 成 七 年 国 家 公 安 委 員

会 規 則 第 十 号 ） 第 二 条 第 四 号 に 掲 げ る 自 動

車 を 取 り 扱 う も の を い う 。 以 下 本 条 に お い

て 同 じ 。 ） が 商 品 と し て 所 有 し 、 か つ 、 展

示 し （ 修 理 等 の た め に 展 示 で き な い 場 合 を

除 く 。 ） 、 及 び 道 路 運 送 車 両 法 第 四 条 の 規

定 に よ る 登 録 を 受 け て い る 中 古 自 動 車 で

あ つ て 、 そ の 登 録 事 項 の 所 有 者 の 氏 名 又 は

名 称 及 び 使 用 者 の 氏 名 又 は 名 称 が 当 該 中

古 自 動 車 販 売 業 者 で あ る も の （ 以 下 本 条 に

お い て 「 商 品 中 古 自 動 車 」 と い う 。 ） に 対

し て は 、 当 該 中 古 自 動 車 販 売 業 者 が 次 の 各

号 に 掲 げ る 要 件 を い ず れ も 満 た し て い る

場 合 に 限 り 、 当 該 中 古 自 動 車 販 売 業 者 の 申

請 に よ つ て 、 当 該 商 品 中 古 自 動 車 に 係 る 種

別 割 の 年 税 額 の 十 二 分 の 三 に 相 当 す る 額

を 減 額 す る こ と が で き る 。  

一  当 該 中 古 自 動 車 販 売 業 者 に 係 る 自 動

車 税 に つ い て 滞 納 が な い こ と 及 び 当 該

年 度 に 係 る 自 動 車 税 に つ い て 納 期 内 に

納 付 し て い る こ と 。  

一  当 該 中 古 自 動 車 販 売 業 者 に 係 る 種 別

割 に つ い て 滞 納 が な い こ と 及 び 当 該 年

度 に 係 る 種 別 割 に つ い て 納 期 内 に 納 付

し て い る こ と 。  

二 ・ 三  （ 略 ）  二 ・ 三  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 に よ つ て 、 自 動 車 税 の 減 額 を

受 け よ う と す る 者 は 、 納 期 限 ま で に 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 、 商 品 中 古

自 動 車 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 そ の 他

の 規 則 で 定 め る 書 類 を 添 付 し て 、 こ れ を 知

事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ つ て 、 種 別 割 の 減 額 を 受

け よ う と す る 者 は 、 納 期 限 ま で に 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 、 商 品 中 古 自

動 車 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 そ の 他 の

規 則 で 定 め る 書 類 を 添 付 し て 、 こ れ を 知 事

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
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一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  
（ 自 動 車 税 に 係 る 督 促 ）  （ 種 別 割 に 係 る 督 促 ）  

第 百 三 十 七 条 の 十 五  納 税 者 が 納 期 限 ま で

に 自 動 車 税 に 係 る 徴 収 金 を 完 納 し な い 場

合 に お い て は 、 法 第 百 六 十 六 条 第 一 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 徴 税 吏 員 は 、 納 期 限 後 五

十 日 以 内 に 、 督 促 状 を 発 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 法 第 十 三 条 の 二 の 規 定 に よ る

繰 上 徴 収 を す る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な

い 。  

第 百 三 十 七 条 の 十 五  納 税 者 が 納 期 限 ま で

に 種 別 割 に 係 る 徴 収 金 を 完 納 し な い 場 合

に お い て は 、 法 第 百 七 十 七 条 の 十 九 第 一 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 徴 税 吏 員 は 、 納 期 限

後 五 十 日 以 内 に 、 督 促 状 を 発 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 法 第 十 三 条 の 二 の 規 定 に

よ る 繰 上 徴 収 を す る 場 合 に は 、 こ の 限 り で

な い 。  

（ 自 動 車 税 に 係 る 証 明 書 の 交 付 ）  （ 種 別 割 に 係 る 証 明 書 の 交 付 ）  

第 百 三 十 七 条 の 十 六  知 事 は 、 道 路 運 送 車 両

法 第 六 十 二 条 第 二 項 （ 同 法 第 六 十 七 条 第 四

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

に よ り 自 動 車 検 査 証 の 返 付 を 受 け よ う と

す る 自 動 車 に 係 る 所 有 者 が 、 同 法 第 九 十 七

条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 書 面 の 交 付 を 申

請 す る 場 合 に お い て 、 当 該 自 動 車 に つ い て

現 に 自 動 車 税 を 滞 納 し て い な い と き 、 又 は

そ の 滞 納 し て い る こ と が 災 害 そ の 他 や む

を 得 な い 事 由 に 因 る も の で あ る と き は 、 規

則 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 、 そ の 旨 を 証 す

る 証 明 書 を 当 該 申 請 者 に 交 付 す る も の と

す る 。  

第 百 三 十 七 条 の 十 六  知 事 は 、 道 路 運 送 車 両

法 第 六 十 二 条 第 二 項 （ 同 法 第 六 十 七 条 第 四

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

に よ り 自 動 車 検 査 証 の 返 付 を 受 け よ う と

す る 自 動 車 に 係 る 所 有 者 が 、 同 法 第 九 十 七

条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 書 面 の 交 付 を 申

請 す る 場 合 に お い て 、 当 該 自 動 車 に つ い て

現 に 種 別 割 を 滞 納 し て い な い と き 、 又 は そ

の 滞 納 し て い る こ と が 災 害 そ の 他 や む を

得 な い 事 由 に 因 る も の で あ る と き は 、 規 則

の 定 め る と こ ろ に よ つ て 、 そ の 旨 を 証 す る

証 明 書 を 当 該 申 請 者 に 交 付 す る も の と す

る 。  

附  則  附  則  

 （ 個 人 の 県 民 税 の 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額

控 除 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 五 条 の 二  平 成 二 十 年 度 か ら 平 成 二 十 八

年 度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に 限

り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 分 の 所 得 税

に つ き 租 税 特 別 措 置 法 第 四 十 一 条 又 は 第

四 十 一 条 の 二 の 二 の 規 定 の 適 用 を 受 け た

場 合 （ 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 居

住 年 が 平 成 十 一 年 か ら 平 成 十 八 年 ま で の

各 年 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） に は 、 法 附 則 第

五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 金 額 を 当 該

納 税 義 務 者 の 第 二 十 四 条 及 び 第 二 十 五 条

の 規 定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割 の 額 か ら

控 除 す る 。  
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（ 個 人 の 県 民 税 の 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額

控 除 ）  

 
第 六 条  平 成 二 十 二 年 度 か ら 令 和 二 十 五 年

度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に 限 り 、

所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 分 の 所 得 税 に

つ き 租 税 特 別 措 置 法 第 四 十 一 条 又 は 第 四

十 一 条 の 二 の 二 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 場

合 （ 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 居 住

年 が 平 成 二 十 一 年 か ら 令 和 十 二 年 ま で の

各 年 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） に は 、 法 附 則 第

五 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 控 除 額 を 当 該

納 税 義 務 者 の 第 二 十 四 条 及 び 第 二 十 五 条

の 規 定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割 の 額 か ら

控 除 す る 。  
第 六 条  平 成 二 十 二 年 度 か ら 令 和 二 十 年 度

ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に 限 り 、 所

得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 分 の 所 得 税 に つ

き 租 税 特 別 措 置 法 第 四 十 一 条 又 は 第 四 十

一 条 の 二 の 二 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 場 合

（ 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 居 住

年 が 平 成 十 一 年 か ら 平 成 十 八 年 ま で 又 は

平 成 二 十 一 年 か ら 令 和 七 年 ま で の 各 年 で

あ る 場 合 に 限 る 。 ） に お い て 、 前 条 の 規 定

の 適 用 を 受 け な い と き は 、 法 附 則 第 五 条 の

四 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 金 額 を 当 該 納

税 義 務 者 の 第 二 十 四 条 及 び 第 二 十 五 条 の

規 定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割 の 額 か ら 控

除 す る 。  

（ 土 地 の 譲 渡 等 に 係 る 事 業 所 得 等 に 係 る

県 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  

（ 土 地 の 譲 渡 等 に 係 る 事 業 所 得 等 に 係 る

県 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  

第 八 条  （ 略 ）  第 八 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 は 、 同 項 に 規 定 す る 事 業 所 得

又 は 雑 所 得 で 、 そ の 基 因 と な る 土 地 の 譲 渡

等 が 平 成 十 年 一 月 一 日 か ら 令 和 十 一 年 三

月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た も の に つ

い て は 、 適 用 し な い 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 同 項 に 規 定 す る 事 業 所 得

又 は 雑 所 得 で 、 そ の 基 因 と な る 土 地 の 譲 渡

等 が 平 成 十 年 一 月 一 日 か ら 令 和 八 年 三 月

三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た も の に つ い

て は 、 適 用 し な い 。  

（ 優 良 住 宅 地 の 造 成 等 の た め に 土 地 等 を

譲 渡 し た 場 合 の 長 期 譲 渡 所 得 に 係 る 県 民

税 の 課 税 の 特 例 ）  

（ 優 良 住 宅 地 の 造 成 等 の た め に 土 地 等 を

譲 渡 し た 場 合 の 長 期 譲 渡 所 得 に 係 る 県 民

税 の 課 税 の 特 例 ）  

第 十 条  昭 和 六 十 三 年 度 か ら 令 和 十 一 年 度

ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に 限 り 、 所

得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 前 条 に 規 定

す る 譲 渡 所 得 の 基 因 と な る 土 地 等 （ 租 税 特

別 措 置 法 第 三 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 土

地 等 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 十 二 条

に お い て 同 じ 。 ） の 譲 渡 （ 同 法 第 三 十 一 条

第 一 項 に 規 定 す る 譲 渡 を い う 。 以 下 こ の 条

及 び 附 則 第 十 二 条 に お い て 同 じ 。 ） を し た

場 合 に お い て 、 当 該 譲 渡 が 優 良 住 宅 地 等 の

た め の 譲 渡 （ 同 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 各

号 に 掲 げ る 譲 渡 に 該 当 す る こ と に つ き 施

第 十 条  昭 和 六 十 三 年 度 か ら 令 和 八 年 度 ま

で の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に 限 り 、 所 得

割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 前 条 に 規 定 す

る 譲 渡 所 得 の 基 因 と な る 土 地 等 （ 租 税 特 別

措 置 法 第 三 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 土 地

等 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 十 二 条 に

お い て 同 じ 。 ） の 譲 渡 （ 同 法 第 三 十 一 条 第

一 項 に 規 定 す る 譲 渡 を い う 。 以 下 こ の 条 及

び 附 則 第 十 二 条 に お い て 同 じ 。 ） を し た 場

合 に お い て 、 当 該 譲 渡 が 優 良 住 宅 地 等 の た

め の 譲 渡 （ 同 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 各 号

に 掲 げ る 譲 渡 に 該 当 す る こ と に つ き 施 行
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行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 証 明 が さ れ

た も の を い う 。 ） に 該 当 す る と き に お け る

前 条 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 （ 次 条 の 規 定 の 適

用 を 受 け る 譲 渡 所 得 を 除 く 。 ） に 係 る 課 税

長 期 譲 渡 所 得 金 額 に 対 し て 課 す る 県 民 税

の 所 得 割 の 額 は 、 前 条 前 段 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 金 額 に 相 当 す る 額 と

す る 。  

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 証 明 が さ れ た

も の を い う 。 ） に 該 当 す る と き に お け る 前

条 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 （ 次 条 の 規 定 の 適 用

を 受 け る 譲 渡 所 得 を 除 く 。 ） に 係 る 課 税 長

期 譲 渡 所 得 金 額 に 対 し て 課 す る 県 民 税 の

所 得 割 の 額 は 、 前 条 前 段 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 金 額 に 相 当 す る 額 と す

る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

（ 不 動 産 取 得 税 の 新 築 家 屋 の 取 得 の 日 等

に 係 る 特 例 ）  

（ 不 動 産 取 得 税 の 新 築 家 屋 の 取 得 の 日 等

に 係 る 特 例 ）  

第 十 五 条  独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 、 地 方

住 宅 供 給 公 社 又 は 家 屋 を 新 築 し て 譲 渡 す

る こ と を 業 と す る 者 で 令 で 定 め る も の が

売 り 渡 す 新 築 の 住 宅 に 係 る 第 五 十 六 条 第

二 項 た だ し 書 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当

該 住 宅 の 新 築 が 平 成 十 年 十 月 一 日 か ら 令

和 十 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ

た と き に 限 り 、 同 項 た だ し 書 中 「 六 月 」 と

あ る の は 、 「 一 年 」 と す る 。  

第 十 五 条  独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 、 地 方

住 宅 供 給 公 社 又 は 家 屋 を 新 築 し て 譲 渡 す

る こ と を 業 と す る 者 で 令 で 定 め る も の が

売 り 渡 す 新 築 の 住 宅 に 係 る 第 五 十 六 条 第

二 項 た だ し 書 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当

該 住 宅 の 新 築 が 平 成 十 年 十 月 一 日 か ら 令

和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た

と き に 限 り 、 同 項 た だ し 書 中 「 六 月 」 と あ

る の は 、 「 一 年 」 と す る 。  

２  土 地 が 取 得 さ れ 、 か つ 、 当 該 土 地 の 上 に

第 六 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 例 適 用 住

宅 が 新 築 さ れ た 場 合 に お け る 同 項 及 び 第

六 十 九 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

当 該 土 地 の 取 得 が 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か

ら 令 和 十 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行

わ れ た と き に 限 り 、 第 六 十 八 条 第 一 項 第 一

号 中 「 二 年 」 と あ る の は 「 三 年 （ 同 日 か ら

三 年 以 内 に 特 例 適 用 住 宅 が 新 築 さ れ る こ

と が 困 難 で あ る 場 合 と し て 令 で 定 め る 場

合 に は 、 四 年 ） 」 と 、 第 六 十 九 条 第 一 項 中

「 二 年 」 と あ る の は 「 三 年 （ 同 号 に 規 定 す

る 令 で 定 め る 場 合 に は 、 四 年 ） 」 と す る 。 

２  土 地 が 取 得 さ れ 、 か つ 、 当 該 土 地 の 上 に

第 六 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 例 適 用 住

宅 が 新 築 さ れ た 場 合 に お け る 同 項 及 び 第

六 十 九 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

当 該 土 地 の 取 得 が 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か

ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ

れ た と き に 限 り 、 第 六 十 八 条 第 一 項 第 一 号

中 「 二 年 」 と あ る の は 「 三 年 （ 同 日 か ら 三

年 以 内 に 特 例 適 用 住 宅 が 新 築 さ れ る こ と

が 困 難 で あ る 場 合 と し て 令 で 定 め る 場 合

に は 、 四 年 ） 」 と 、 第 六 十 九 条 第 一 項 中 「 二

年 」 と あ る の は 「 三 年 （ 同 号 に 規 定 す る 令

で 定 め る 場 合 に は 、 四 年 ） 」 と す る 。  

（ 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ）  （ 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ）  

第 十 五 条 の 二  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進

に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七

号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 長 期 優

良 住 宅 で あ る 住 宅 （ 法 第 七 十 三 条 の 十 四 第

第 十 五 条 の 二  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進

に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七

号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 長 期 優

良 住 宅 で あ る 住 宅 の 新 築 を 令 和 八 年 三 月
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一 項 に 規 定 す る 特 定 区 域 内 住 宅 を 除 く 。 ）

の 新 築 を 令 和 十 一 年 四 月 一 日 か ら 令 和 十

三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に し た 場 合 に

お け る 第 六 十 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 項 中 「 住 宅 の 建 築 」 と あ る の は

「 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法

律 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七 号 ） 第 十 一 条

第 一 項 に 規 定 す る 認 定 長 期 優 良 住 宅 で あ

る 住 宅 の 新 築 」 と 、 「 に つ い て は 」 と あ る

の は 「 に つ い て は 、 当 該 取 得 が 令 和 十 一 年

四 月 一 日 か ら 令 和 十 三 年 三 月 三 十 一 日 ま

で の 間 に 行 わ れ た と き に 限 り 」 と 、 「 千 二

百 万 円 」 と あ る の は 「 千 三 百 万 円 」 と す る 。 

三 十 一 日 ま で に し た 場 合 に お け る 第 六 十

条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 住 宅 の 建 築 」 と あ る の は 「 長 期 優 良 住 宅

の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 年 法

律 第 八 十 七 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る

認 定 長 期 優 良 住 宅 で あ る 住 宅 の 新 築 」 と 、

「 に つ い て は 」 と あ る の は 「 に つ い て は 、

当 該 取 得 が 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で に

行 わ れ た と き に 限 り 」 と 、 「 千 二 百 万 円 」

と あ る の は 「 千 三 百 万 円 」 と す る 。  

第 十 五 条 の 四  都 市 再 生 特 別 措 置 法 （ 平 成 十

四 年 法 律 第 二 十 二 号 ） 第 二 十 三 条 に 規 定 す

る 認 定 事 業 者 が 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に

規 定 す る 認 定 計 画 に 基 づ き 当 該 認 定 計 画

に 係 る 事 業 区 域 の 区 域 内 に お い て 同 法 第

二 十 五 条 に 規 定 す る 認 定 事 業 （ そ の 事 業 区

域 の 全 部 又 は 一 部 が 特 別 区 又 は 同 法 第 二

条 第 五 項 に 規 定 す る 特 定 都 市 再 生 緊 急 整

備 地 域 の 区 域 内 に あ る も の に あ つ て は 、 令

に 定 め る 要 件 を 満 た す も の に 限 る 。 ） の 用

に 供 す る 不 動 産 を 取 得 し た 場 合 に お け る

当 該 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産

取 得 税 の 課 税 標 準 の 算 定 に つ い て は 、 当 該

取 得 が 都 市 再 生 特 別 措 置 法 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 （ 令 和 八 年 法 律 第   号 ） の 施

行 の 日 か ら 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 に 行 わ れ た と き に 限 り 、 当 該 不 動 産 の

価 格 の 五 分 の 一 に 相 当 す る 額 を 価 格 か ら

控 除 す る 。 た だ し 、 当 該 取 得 が 都 市 再 生 特

別 措 置 法 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 特 定 都

市 再 生 緊 急 整 備 地 域 の 区 域 内 に お い て 行

わ れ た 場 合 に は 、 当 該 不 動 産 の 価 格 の 二 分

の 一 に 相 当 す る 額 を 価 格 か ら 控 除 す る 。  

第 十 五 条 の 四  都 市 再 生 特 別 措 置 法 （ 平 成 十

四 年 法 律 第 二 十 二 号 ） 第 二 十 三 条 に 規 定 す

る 認 定 事 業 者 が 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に

規 定 す る 認 定 計 画 に 基 づ き 当 該 認 定 計 画

に 係 る 事 業 区 域 の 区 域 内 に お い て 同 法 第

二 十 五 条 に 規 定 す る 認 定 事 業 （ そ の 事 業 区

域 の 全 部 又 は 一 部 が 特 別 区 の 区 域 内 に あ

る も の に あ つ て は 、 令 に 定 め る 要 件 を 満 た

す も の に 限 る 。 ） の 用 に 供 す る 不 動 産 を 取

得 し た 場 合 に お け る 当 該 不 動 産 の 取 得 に

対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標 準 の

算 定 に つ い て は 、 当 該 取 得 が 令 和 五 年 四 月

一 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

に 行 わ れ た と き に 限 り 、 当 該 不 動 産 の 価 格

の 五 分 の 一 に 相 当 す る 額 を 価 格 か ら 控 除

す る 。 た だ し 、 当 該 取 得 が 同 法 第 二 条 第 五

項 に 規 定 す る 特 定 都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域

の 区 域 内 に お い て 行 わ れ た 場 合 に は 、 当 該

不 動 産 の 価 格 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 を

価 格 か ら 控 除 す る 。  

 （ 軽 油 引 取 税 の 税 率 の 特 例 ）  

 第 十 七 条 の 十  軽 油 引 取 税 の 税 率 は 、 第 百 十

六 条 の 八 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、
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一 キ ロ リ ッ ト ル に つ き 、 三 万 二 千 百 円 と す

る 。  

 （ 揮 発 油 価 格 高 騰 時 に お け る 軽 油 引 取 税

の 税 率 の 特 例 規 定 の 適 用 停 止 ）  

 第 十 七 条 の 十 一  前 条 の 規 定 の 適 用 が あ る

場 合 に お い て 、 租 税 特 別 措 置 法 第 八 十 九 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 告 示 の 日 の 属 す る 月

の 翌 月 の 初 日 以 降 に 第 百 十 六 条 第 一 項 若

し く は 第 二 項 に 規 定 す る 軽 油 の 引 取 り 、 同

条 第 三 項 の 燃 料 炭 化 水 素 油 の 販 売 、 同 条 第

四 項 の 軽 油 若 し く は 燃 料 炭 化 水 素 油 の 販

売 、 同 条 第 五 項 の 炭 化 水 素 油 の 消 費 若 し く

は 第 百 十 六 条 の 二 第 一 項 各 号 の 軽 油 の 消

費 、 譲 渡 若 し く は 輸 入 が 行 わ れ た 場 合 又 は

同 日 以 後 に 軽 油 引 取 税 の 特 別 徴 収 義 務 者

が 第 百 十 六 条 第 六 項 の 規 定 に 該 当 す る に

至 つ た 場 合 に お け る 軽 油 引 取 税 に つ い て

は 、 前 条 の 規 定 の 適 用 を 停 止 す る 。  

 ２  前 項 の 規 定 に よ り 前 条 の 規 定 の 適 用 が

停 止 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 租 税 特 別 措

置 法 第 八 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 告 示

の 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 初 日 以 降 に 第 百

十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 に 規 定 す る

軽 油 の 引 取 り 、 同 条 第 三 項 の 燃 料 炭 化 水 素

油 の 販 売 、 同 条 第 四 項 の 軽 油 若 し く は 燃 料

炭 化 水 素 油 の 販 売 、 同 条 第 五 項 の 炭 化 水 素

油 の 消 費 若 し く は 第 百 十 六 条 の 二 第 一 項

各 号 の 軽 油 の 消 費 、 譲 渡 若 し く は 輸 入 が 行

わ れ た 場 合 又 は 同 日 以 後 に 軽 油 引 取 税 の

特 別 徴 収 義 務 者 が 第 百 十 六 条 第 六 項 の 規

定 に 該 当 す る に 至 つ た 場 合 に お け る 軽 油

引 取 税 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 前 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 （ 環 境 性 能 割 の 非 課 税 ）  

 第 十 七 条 の 十 二  法 附 則 第 十 二 条 の 二 の 十

第 一 項 の 地 域 住 民 の 生 活 に 必 要 な 路 線 で

輸 送 人 員 の 減 少 等 に よ り 運 行 の 維 持 が 困

難 に な つ て い る も の と し て 条 例 で 定 め る

も の は 、 国 土 交 通 大 臣 が 地 域 間 の 公 共 交 通
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の 確 保 維 持 の た め に 交 付 す る 補 助 金 の 対

象 と す る 路 線 で あ つ て 、 か つ 、 知 事 が 地 域

住 民 の 交 通 の 利 便 を 確 保 す る た め に 交 付

す る 補 助 金 の 対 象 と す る も の と す る 。  

 （ 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ）  

 第 十 七 条 の 十 三  営 業 用 の 自 動 車 に 対 す る

第 百 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 （ こ れ ら の

規 定 を 同 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 並 び に 同 条 第 三

項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 次

の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表 の

中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄

に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

      第 一 項 （ 第 四 項 か ら 第

六 項 ま で に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ）  

百 分 の

一  

百 分 の

〇 ・ 五  

 

      第 二 項 （ 第 四 項 か ら 第

六 項 ま で に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ）  

百 分 の

二  

百 分 の 一   

      第 三 項  百 分 の

三  

百 分 の 二   

 （ 環 境 性 能 割 の 課 税 標 準 の 特 例 ）  

 第 十 七 条 の 十 四  道 路 運 送 法 第 三 条 第 一 号

イ に 規 定 す る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事

業 を 経 営 す る 者 が 同 法 第 五 条 第 一 項 第 三

号 に 規 定 す る 路 線 定 期 運 行 の 用 に 供 す る

自 動 車 又 は 同 法 第 三 条 第 一 号 ロ に 規 定 す

る 一 般 貸 切 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 経 営 す

る 者 が そ の 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 以 下

こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 路 線 バ ス 等 」 と

い う 。 ） の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該

当 す る も の で あ つ て 乗 降 口 か ら 車 椅 子 を

固 定 す る こ と が で き る 設 備 ま で の 通 路 に

段 が な い も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限

る 。 ） で 最 初 の 第 百 二 十 五 条 第 三 項 に 規 定

す る 新 規 登 録 （ 以 下 こ の 条 か ら 附 則 第 十 八

条 の 二 ま で に お い て 「 初 回 新 規 登 録 」 と い

う 。 ） を 受 け る も の に 対 す る 第 百 三 十 条 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 路 線 バ ス 等 の
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取 得 が 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ

れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い う 。 ） 」 と

あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 千 万 円 を 控 除

し て 得 た 額 」 と す る 。  

 一  高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の

促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 九

十 一 号 ） 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 本 方

針 （ 次 項 第 一 号 及 び 第 三 項 第 一 号 に お い

て 「 基 本 方 針 」 と い う 。 ） に 令 和 七 年 度

ま で に 導 入 す る 台 数 が 目 標 と し て 定 め

ら れ た 自 動 車 に 該 当 す る も の で あ る こ

と 。  

 二  高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の

促 進 に 関 す る 法 律 第 八 条 第 一 項 に 規 定

す る 公 共 交 通 移 動 等 円 滑 化 基 準 （ 次 項 第

二 号 及 び 第 三 項 第 二 号 に お い て 「 公 共 交

通 移 動 等 円 滑 化 基 準 」 と い う 。 ） で 施 行

規 則 で 定 め る も の に 適 合 す る も の で あ

る こ と 。  

 ２  路 線 バ ス 等 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に

も 該 当 す る も の で あ つ て 車 椅 子 を 使 用 し

た ま ま 円 滑 に 乗 降 す る た め の 昇 降 機 を 備

え る も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ）

で 初 回 新 規 登 録 を 受 け る も の に 対 す る 第

百 三 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 路

線 バ ス 等 の 取 得 が 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日

ま で に 行 わ れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い

う 。 ） 」 と あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 六

百 五 十 万 円 （ 乗 車 定 員 三 十 人 以 上 の 附 則 第

十 七 条 の 十 四 第 二 項 に 規 定 す る 路 線 バ ス

等 の う ち 、 道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律

第 百 八 十 三 号 ） 第 三 条 第 一 号 イ に 規 定 す る

一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 経 営 す る

者 が 同 法 第 五 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る

路 線 定 期 運 行 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 空 港 法

（ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 八 十 号 ） 第 二 条 に 規

定 す る 空 港 又 は 同 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の

政 令 で 定 め る 飛 行 場 を 起 点 又 は 終 点 と す

る も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ）
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に あ つ て は 八 百 万 円 と し 、 乗 車 定 員 三 十 人

未 満 の 附 則 第 十 七 条 の 十 四 第 二 項 に 規 定

す る 路 線 バ ス 等 に あ つ て は 二 百 万 円 と す

る 。 ） を 控 除 し て 得 た 額 」 と す る 。  

 一  基 本 方 針 に 令 和 七 年 度 ま で に 導 入 す

る 台 数 が 目 標 と し て 定 め ら れ た 自 動 車

に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

 二  公 共 交 通 移 動 等 円 滑 化 基 準 で 施 行 規

則 で 定 め る も の に 適 合 す る も の で あ る

こ と 。  

 ３  道 路 運 送 法 第 三 条 第 一 号 ハ に 規 定 す る

一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 経 営 す る

者 が そ の 事 業 の 用 に 供 す る 乗 用 車 の う ち 、

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ

つ て そ の 構 造 及 び 設 備 が 高 齢 者 、 障 害 者 等

の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 第

二 条 第 一 号 に 規 定 す る 高 齢 者 、 障 害 者 等

（ 第 三 号 に お い て 「 高 齢 者 、 障 害 者 等 」 と

い う 。 ） の 移 動 上 の 利 便 性 を 特 に 向 上 さ せ

る も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ）

で 初 回 新 規 登 録 を 受 け る も の に 対 す る 第

百 三 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 乗

用 車 の 取 得 が 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で

に 行 わ れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い う 。 ） 」

と あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 百 万 円 を 控

除 し て 得 た 額 」 と す る 。  

 一  基 本 方 針 に 令 和 七 年 度 ま で に 導 入 す

る 台 数 が 目 標 と し て 定 め ら れ た 自 動 車

に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

 二  公 共 交 通 移 動 等 円 滑 化 基 準 で 施 行 規

則 で 定 め る も の に 適 合 す る も の で あ る

こ と 。  

 三  高 齢 者 、 障 害 者 等 を 含 む 全 て の 利 用 者

の 移 動 上 の 利 便 性 を 向 上 さ せ る 機 能 を

有 す る 構 造 及 び 設 備 が 特 に 優 れ た も の

と し て 国 土 交 通 大 臣 が 認 め た も の で あ

る こ と 。  

 ４  乗 用 車 （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限

る 。 ） 、 バ ス （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限
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る 。 ） 又 は 車 両 総 重 量 （ 道 路 運 送 車 両 法 第

四 十 条 第 三 号 に 規 定 す る 車 両 総 重 量 を い

う 。 ） が 三 ・ 五 ト ン を 超 え る ト ラ ッ ク （ 施

行 規 則 で 定 め る 被 け ん 引 自 動 車 を 除 く 。 ）

で あ つ て 、 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り 令 和 七 年 九 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る

べ き も の と し て 定 め ら れ た 前 方 障 害 物 と

の 衝 突 に 対 す る 安 全 性 の 向 上 を 図 る た め

の 装 置 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 衝 突 被 害 軽

減 制 動 制 御 装 置 」 と い う 。 ） に 係 る 保 安 上

又 は 公 害 防 止 そ の 他 の 環 境 保 全 上 の 技 術

基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の に 適 合 す る

も の の う ち 、 衝 突 被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置 を

備 え る も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限

る 。 ） で 初 回 新 規 登 録 を 受 け る も の に 対 す

る 第 百 三 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当

該 自 動 車 の 取 得 が 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日

ま で に 行 わ れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い

う 。 ） 」 と あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 百

七 十 五 万 円 を 控 除 し て 得 た 額 」 と す る 。  

 ５  前 各 項 の 規 定 は 、 第 百 三 十 四 条 第 一 項 又

は 法 第 百 六 十 一 条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ

る 申 告 書 又 は 修 正 申 告 書 に 、 当 該 自 動 車 の

取 得 に つ き 前 各 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ

う と す る 旨 そ の 他 の 施 行 規 則 で 定 め る 事

項 の 記 載 が あ る 場 合 に 限 り 、 適 用 す る 。  

（ 自 動 車 税 の 税 率 の 特 例 ）  （ 種 別 割 の 税 率 の 特 例 ）  

第 十 八 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 電 気 自

動 車 （ 電 気 を 動 力 源 と す る 自 動 車 で 内 燃 機

関 を 有 し な い も の を い う 。 第 三 項 第 一 号 及

び 次 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 天 然 ガ ス

自 動 車 （ 専 ら 可 燃 性 天 然 ガ ス を 内 燃 機 関 の

燃 料 と し て 用 い る 自 動 車 で 施 行 規 則 で 定

め る も の を い う 。 第 三 項 第 二 号 及 び 次 条 第

二 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 メ タ ノ ー ル 自 動 車

（ 専 ら メ タ ノ ー ル を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し

て 用 い る 自 動 車 で 施 行 規 則 で 定 め る も の

を い う 。 同 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 混 合 メ タ

ノ ー ル 自 動 車 （ メ タ ノ ー ル と メ タ ノ ー ル 以

第 十 八 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 電 気 自

動 車 （ 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す

る 電 気 自 動 車 を い う 。 第 三 項 第 一 号 及 び 次

条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 天 然 ガ ス 自 動

車 （ 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る

天 然 ガ ス 自 動 車 を い う 。 第 三 項 第 二 号 及 び

次 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 メ タ ノ ー ル

自 動 車 （ 専 ら メ タ ノ ー ル を 内 燃 機 関 の 燃 料

と し て 用 い る 自 動 車 で 施 行 規 則 で 定 め る

も の を い う 。 同 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 混 合

メ タ ノ ー ル 自 動 車 （ メ タ ノ ー ル と メ タ ノ ー

ル 以 外 の も の と の 混 合 物 で 施 行 規 則 で 定
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外 の も の と の 混 合 物 で 施 行 規 則 で 定 め る

も の を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る 自 動

車 で 施 行 規 則 で 定 め る も の を い う 。 同 項 に

お い て 同 じ 。 ） 及 び ガ ソ リ ン を 内 燃 機 関 の

燃 料 と し て 用 い る 電 力 併 用 自 動 車 （ 内 燃 機

関 を 有 す る 自 動 車 で 併 せ て 電 気 そ の 他 の

施 行 規 則 で 定 め る も の を 動 力 源 と し て 用

い る も の で あ つ て 、 廃 エ ネ ル ギ ー を 回 収 す

る 機 能 を 備 え て い る こ と に よ り 大 気 汚 染

防 止 法 第 二 条 第 十 七 項 に 規 定 す る 自 動 車

排 出 ガ ス の 排 出 の 抑 制 に 資 す る も の で 施

行 規 則 で 定 め る も の を い う 。 第 一 号 及 び 次

条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 並 び に 自 家 用 の

乗 用 車 （ 三 輪 の 小 型 自 動 車 で あ る も の を 除

く 。 同 条 に お い て 同 じ 。 ） 、 自 家 用 の 特 殊

用 途 車 （ キ ャ ン ピ ン グ 車 に 限 る 。 ） 、 第 百

(
)

三 十 七 条 の 五 第 一 項 第 三 号 イ １ に 規 定 す

る 一 般 乗 合 用 バ ス 及 び 被 け ん 引 自 動 車 を

除 く 。 ） に 対 す る 当 該 各 号 に 定 め る 年 度 以

後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 に 係 る 同 項 、 同 条 第

二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表

の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下

欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

め る も の を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る

自 動 車 で 施 行 規 則 で 定 め る も の を い う 。 同

項 に お い て 同 じ 。 ） 及 び ガ ソ リ ン を 内 燃 機

関 の 燃 料 と し て 用 い る 電 力 併 用 自 動 車 （ 第

百 二 十 六 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 電 力

併 用 自 動 車 を い う 。 次 条 第 二 項 に お い て 同

じ 。 ） 並 び に 自 家 用 の 乗 用 車 （ 三 輪 の 小 型

自 動 車 で あ る も の を 除 く 。 同 条 に お い て 同

じ 。 ） 、 自 家 用 の 特 殊 用 途 車 （ キ ャ ン ピ ン

グ 車 に 限 る 。 ） 、 第 百 三 十 七 条 の 五 第 一 項

(
)

第 三 号 イ １ に 規 定 す る 一 般 乗 合 用 バ ス 及

び 被 け ん 引 自 動 車 を 除 く 。 ） に 対 す る 当 該

各 号 に 定 め る 年 度 以 後 の 年 度 分 の 種 別 割

に 係 る 同 項 、 同 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る

同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。 

一  ガ ソ リ ン 自 動 車 （ ガ ソ リ ン を 内 燃 機 関

の 燃 料 と し て 用 い る 自 動 車 を い う 。 第 四

項 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 石 油 ガ ス

自 動 車 （ 液 化 石 油 ガ ス を 内 燃 機 関 の 燃 料

と し て 用 い る 自 動 車 を い い 、 充 電 機 能 付

電 力 併 用 自 動 車 （ 電 力 併 用 自 動 車 の う

ち 、 動 力 源 と し て 用 い る 電 気 を 外 部 か ら

充 電 す る 機 能 を 備 え て い る も の で 施 行

規 則 で 定 め る も の を い う 。 次 号 、 第 三 項

第 三 号 及 び 第 四 項 第 一 号 に お い て 同

じ 。 ） に 該 当 す る も の を 除 く 。 同 項 第 二

号 に お い て 同 じ 。 ） で 平 成 二 十 七 年 三 月

三 十 一 日 ま で に 最 初 の 道 路 運 送 車 両 法

第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 新 規 登 録 （ 以 下

こ の 条 及 び 次 条 第 一 項 に お い て 「 初 回 新

一  第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す

る ガ ソ リ ン 自 動 車 （ 第 三 項 第 四 号 及 び 第

四 項 第 一 号 に お い て 「 ガ ソ リ ン 自 動 車 」

と い う 。 ） 又 は 同 条 第 一 項 第 五 号 に 規 定

す る 石 油 ガ ス 自 動 車 （ 第 三 項 第 五 号 及 び

第 四 項 第 二 号 に お い て 「 石 油 ガ ス 自 動

車 」 と い う 。 ） で 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十

一 日 ま で に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た も の  

 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て

十 四 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 年 度  
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規 登 録 」 と い う 。 ） を 受 け た も の  初 回

新 規 登 録 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 十 四

年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 年 度  

二  軽 油 自 動 車 （ 軽 油 を 内 燃 機 関 の 燃 料 と

し て 用 い る 自 動 車 を い い 、 充 電 機 能 付 電

力 併 用 自 動 車 に 該 当 す る も の を 除 く 。 第

四 項 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） そ の 他 の 前

号 に 掲 げ る 自 動 車 以 外 の 自 動 車 で 平 成

二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 初 回 新 規

登 録 を 受 け た も の  初 回 新 規 登 録 を 受

け た 日 か ら 起 算 し て 十 二 年 を 経 過 し た

日 の 属 す る 年 度  

二  第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 六 号 に 規 定 す

る 軽 油 自 動 車 （ 第 三 項 第 六 号 及 び 第 四 項

第 三 号 に お い て 「 軽 油 自 動 車 」 と い う 。 ）

そ の 他 の 前 号 に 掲 げ る 自 動 車 以 外 の 自

動 車 で 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で

に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た も の  初 回 新

規 登 録 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 十 二 年

を 経 過 し た 日 の 属 す る 年 度  

 （ 略 ）    （ 略 ）   

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  次 に 掲 げ る 自 動 車 に 対 す る 第 百 三 十 七

条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 当 該 自 動 車 が 令 和 七 年 四 月 一 日

か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初

回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 初 回 新

規 登 録 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度

分 の 自 動 車 税 に 限 り 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ

る 同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句

は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す

る 。  

３  次 に 掲 げ る 自 動 車 に 対 す る 第 百 三 十 七

条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 当 該 自 動 車 が 令 和 四 年 四 月 一 日

か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初

回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 初 回 新

規 登 録 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度

分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 次 の 表 の 上

欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る

字 句 と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  天 然 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 道 路 運 送 車 両

法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 平 成

三 十 年 十 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き

も の と し て 定 め ら れ た 自 動 車 排 出 ガ ス

に 係 る 保 安 上 又 は 公 害 防 止 そ の 他 の 環

境 保 全 上 の 技 術 基 準 （ 以 下 こ の 号 及 び 次

項 各 号 に お い て 「 排 出 ガ ス 保 安 基 準 」 と

い う 。 ） で 施 行 規 則 で 定 め る も の に 適 合

す る も の 又 は 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

平 成 二 十 一 年 十 月 一 日 （ 同 法 第 四 十 条 第

三 号 に 規 定 す る 車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン

を 超 え 十 二 ト ン 以 下 の 天 然 ガ ス 自 動 車

に あ つ て は 、 平 成 二 十 二 年 十 月 一 日 ） 以

降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し て 定 め ら

二  天 然 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 道 路 運 送 車 両

法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 平 成

三 十 年 十 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き

も の と し て 定 め ら れ た 第 百 二 十 六 条 第

一 項 第 二 号 イ に 規 定 す る 排 出 ガ ス 保 安

基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の に 適 合 す

る も の 又 は 同 号 ロ に 規 定 す る 平 成 二 十

一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 （ 以 下 こ の 号 に お い

て 「 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 」 と い

う 。 ） に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排

出 量 が 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 に

定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 十 分 の 九 を 超

え な い も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  
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れ た 排 出 ガ ス 保 安 基 準 で 施 行 規 則 で 定

め る も の （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 平 成 二

十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 」 と い う 。 ） に 適

合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成

二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 に 定 め る 窒 素

酸 化 物 の 値 の 十 分 の 九 を 超 え な い も の

で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

三  充 電 機 能 付 電 力 併 用 自 動 車  三  第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す

る 充 電 機 能 付 電 力 併 用 自 動 車  

 四  ガ ソ リ ン 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限

る 。 ） の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 第

( (

) )

百 二 十 六 条 第 一 項 第 四 号 イ １ ｉ に 規 定

す る 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準

（ 次 項 第 一 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 ガ ソ

リ ン 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 定 め る

窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い

も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 同 条 第

( (

) )

一 項 第 四 号 イ １ ⅱ に 規 定 す る 平 成 十 七

年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項 第 一 号 に

お い て 「 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基

準 」 と い う 。 ） に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値

の 四 分 の 一 を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 同 条 第 一 項 第 四 号

(
)

イ ２ に 規 定 す る 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に

お い て 「 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消

費 効 率 」 と い う 。 ） に 百 分 の 九 十 を 乗 じ

(
)

て 得 た 数 値 以 上 か つ 同 号 イ ３ に 規 定 す

る 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率

（ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 令 和 二

年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 と い う 。 ）

以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 五  石 油 ガ ス 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限

る 。 ） の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 第

( (

) )

百 二 十 六 条 第 一 項 第 五 号 イ １ ⅰ に 規 定

す る 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準

（ 次 項 第 二 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 石 油

ガ ス 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 定 め る

窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い
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も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 同 条 第

( (

) )

一 項 第 五 号 イ １ ⅱ に 規 定 す る 平 成 十 七

年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項 第 二 号 に

お い て 「 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基

準 」 と い う 。 ） に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値

の 四 分 の 一 を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 九 十 を 乗

じ て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の も の で 施 行

規 則 で 定 め る も の  

 六  軽 油 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限 る 。 ）
(の う ち 、 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 六 号 イ １

)

に 規 定 す る 平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基

準 （ 次 項 第 三 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 軽

油 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） 又 は 同 条 第

(
)

一 項 第 六 号 イ １ に 規 定 す る 平 成 二 十 一

年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項 第 三 号 に お い

て 「 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 」 と

い う 。 ） に 適 合 す る も の で あ つ て 、 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 九 十 を 乗 じ

て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の も の で 施 行 規

則 で 定 め る も の  

 （ 略 ）    （ 略 ）   

４  次 に 掲 げ る 自 動 車 の う ち 、 営 業 用 の 乗 用

車 に 対 す る 第 百 三 十 七 条 の 五 第 一 項 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 営 業 用 の 乗 用 車

が 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三

十 一 日 ま で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た

場 合 に は 、 令 和 八 年 度 分 の 自 動 車 税 に 限

り 、 前 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

４  次 に 掲 げ る 自 動 車 の う ち 、 営 業 用 の 乗 用

車 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除

く 。 ） に 対 す る 第 百 三 十 七 条 の 五 第 一 項 第

一 号 イ 及 び 第 四 号 イ の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 当 該 営 業 用 の 乗 用 車 が 令 和 四 年 四 月

一 日 か ら 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 初

回 新 規 登 録 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌

年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 次 の 表

の 上 欄 に 掲 げ る 同 項 の 規 定 中 同 表 の 中 欄

に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 字 句 と す る 。  

一  ガ ソ リ ン 自 動 車 （ 充 電 機 能 付 電 力 併 用 一  ガ ソ リ ン 自 動 車 の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の
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自 動 車 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） の う ち 、

窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 道 路 運 送 車 両 法

第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 平 成 三

十 年 十 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も

の と し て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保 安 基 準

で 施 行 規 則 で 定 め る も の に 定 め る 窒 素

酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い も の

又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 同 項 の 規 定

に よ り 平 成 十 七 年 十 月 一 日 以 降 に 適 用

さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た 排 出

ガ ス 保 安 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の

に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一 を

超 え な い も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー の 使

用 の 合 理 化 及 び 非 化 石 エ ネ ル ギ ー へ の

転 換 等 に 関 す る 法 律 第 百 五 十 一 条 第 一

号 イ に 規 定 す る エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 （ 以

下 こ の 項 に お い て 「 エ ネ ル ギ ー 消 費 効

率 」 と い う 。 ） が 同 法 第 百 四 十 九 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る エ ネ ル ギ ー

消 費 機 器 等 製 造 事 業 者 等 の 判 断 の 基 準

と な る べ き 事 項 を 勘 案 し て 施 行 規 則 で

定 め る エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 （ 以 下 こ の 号

に お い て 「 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 と

い う 。 ） で あ つ て 令 和 十 二 年 度 以 降 の 各

年 度 に お い て 適 用 さ れ る べ き も の と し

て 定 め ら れ た も の （ 次 号 及 び 第 三 号 に お

い て 「 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 」 と い う 。 ） に 百 分 の 九 十 を 乗 じ て

得 た 数 値 以 上 か つ 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 で あ つ て 令 和 二 年 度 以 降 の 各 年 度

に お い て 適 用 さ れ る べ き も の と し て 定

め ら れ た も の （ 次 号 及 び 第 三 号 に お い て

「 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」

と い う 。 ） 以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の

一 を 超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排

出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基

準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一

を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消

費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 数

値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

二  石 油 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の

排 出 量 が 道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 平 成 三 十 年 十 月 一 日

以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し て 定 め

二  石 油 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の

排 出 量 が 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の

一 を 超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排
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ら れ た 排 出 ガ ス 保 安 基 準 で 施 行 規 則 で

定 め る も の に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の

二 分 の 一 を 超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化

物 の 排 出 量 が 同 項 の 規 定 に よ り 平 成 十

七 年 十 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も

の と し て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保 安 基 準

で 施 行 規 則 で 定 め る も の に 定 め る 窒 素

酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い も の

で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十

二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分

の 九 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和

二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の

も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

出 量 が 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基

準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一

を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消

費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 数

値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め

る も の  

三  軽 油 自 動 車 の う ち 、 道 路 運 送 車 両 法 第

四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 平 成 三 十

年 十 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の

と し て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保 安 基 準 で

施 行 規 則 で 定 め る も の 又 は 同 項 の 規 定

に よ り 平 成 二 十 一 年 十 月 一 日 以 降 に 適

用 さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た 排

出 ガ ス 保 安 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も

の に 適 合 す る も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 に 百 分 の 九 十 を 乗 じ て 得 た

数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ

ー 消 費 効 率 以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定

め る も の  

三  軽 油 自 動 車 の う ち 、 平 成 三 十 年 軽 油 軽

中 量 車 基 準 又 は 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中

量 車 基 準 に 適 合 す る も の で あ つ て 、 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ

て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の も の で 施 行 規

則 で 定 め る も の  

      第 一 号 イ  七 千 五 百 円  四 千 円   

       八 千 五 百 円  四 千 五 百 円   

       九 千 五 百 円  五 千 円   

       一 万 三 千 八
百 円  

七 千 円   

       一 万 五 千 七
百 円  

八 千 円   

       一 万 七 千 九
百 円  

九 千 円   

       二 万 五 百 円  一 万 五 百 円   

       二 万 三 千 六  一 万 二 千 円   

       百 円    
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                 二 万 七 千 二
百 円  

一 万 四 千 円   

       四 万 七 百 円  二 万 五 百 円   

      第 四 号 イ  四 千 五 百 円  二 千 五 百 円   

５  （ 略 ）  ５  （ 略 ）  

第 十 八 条 の 二  地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 平 成 三 十 一 年 法 律 第 二 号 ） 附 則 第

一 条 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 特 定 日 」 と い う 。 ） の 前

日 ま で に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 自 家 用 の

乗 用 車 等 で あ つ て 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改

正 す る 等 の 法 律 （ 平 成 二 十 八 年 法 律 第 十 三

号 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 平 成 二 十 八 年 改 正

前 の 地 方 税 法 」 と い う 。 ） 第 百 四 十 五 条 第

一 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に よ り 平 成 二

十 八 年 改 正 前 の 地 方 税 法 に 規 定 す る 自 動

車 税 を 課 さ れ た も の （ 同 日 ま で に 初 回 新 規

登 録 を 受 け た 自 家 用 の 乗 用 車 等 で あ つ て 、

平 成 二 十 八 年 改 正 前 の 地 方 税 法 第 百 四 十

六 条 そ の 他 の 地 方 税 に 関 す る 法 律 及 び こ

れ ら の 法 律 に 基 づ く 条 例 の 規 定 に よ り 平

成 二 十 八 年 改 正 前 の 地 方 税 法 に 規 定 す る

自 動 車 税 を 課 さ れ な か つ た も の を 含 む 。 ）

又 は 同 日 ま で に 法 の 施 行 地 外 に お い て 道

路 運 送 車 両 法 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 運

行 に 相 当 す る も の と し て 施 行 規 則 で 定 め

る も の の 用 に 供 さ れ た こ と が あ る 自 家 用

の 乗 用 車 等 で あ つ て 特 定 日 以 後 に 初 回 新

規 登 録 を 受 け た も の に 対 し て 課 す る 自 動

車 税 の 標 準 税 率 は 、 第 百 三 十 七 条 の 五 第 一

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 台 に つ い て 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 自 家 用 の 乗 用 車 等 の 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

第 十 八 条 の 二  地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 平 成 三 十 一 年 法 律 第 二 号 ） 附 則 第

一 条 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 特 定 日 」 と い う 。 ） の 前

日 ま で に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 自 家 用 の

乗 用 車 等 で あ つ て 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改

正 す る 等 の 法 律 （ 平 成 二 十 八 年 法 律 第 十 三

号 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 平 成 二 十 八 年 改 正

前 の 地 方 税 法 」 と い う 。 ） 第 百 四 十 五 条 第

一 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に よ り 平 成 二

十 八 年 改 正 前 の 地 方 税 法 に 規 定 す る 自 動

車 税 を 課 さ れ た も の （ 同 日 ま で に 初 回 新 規

登 録 を 受 け た 自 家 用 の 乗 用 車 等 で あ つ て 、

平 成 二 十 八 年 改 正 前 の 地 方 税 法 第 百 四 十

六 条 そ の 他 の 地 方 税 に 関 す る 法 律 及 び こ

れ ら の 法 律 に 基 づ く 条 例 の 規 定 に よ り 平

成 二 十 八 年 改 正 前 の 地 方 税 法 に 規 定 す る

自 動 車 税 を 課 さ れ な か つ た も の を 含 む 。 ）

又 は 同 日 ま で に 法 の 施 行 地 外 に お い て 第

百 二 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 運 行 に 相 当

す る も の と し て 施 行 規 則 で 定 め る も の の

用 に 供 さ れ た こ と が あ る 自 家 用 の 乗 用 車

等 で あ つ て 特 定 日 以 後 に 初 回 新 規 登 録 を

受 け た も の に 対 し て 課 す る 自 動 車 税 の 種

別 割 の 標 準 税 率 は 、 第 百 三 十 七 条 の 五 第 一

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 台 に つ い て 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 自 家 用 の 乗 用 車 等 の 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 自 家 用 の 乗

用 車 （ 電 気 自 動 車 、 天 然 ガ ス 自 動 車 、 メ タ

ノ ー ル 自 動 車 、 混 合 メ タ ノ ー ル 自 動 車 及 び

ガ ソ リ ン を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る

２  前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 自 家 用 の 乗

用 車 （ 電 気 自 動 車 、 天 然 ガ ス 自 動 車 、 メ タ

ノ ー ル 自 動 車 、 混 合 メ タ ノ ー ル 自 動 車 及 び

ガ ソ リ ン を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る
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電 力 併 用 自 動 車 を 除 く 。 ） 及 び 自 家 用 の 特

殊 用 途 車 （ キ ャ ン ピ ン グ 車 に 限 る 。 ） の う

ち 、 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る も の に 対 す る

当 該 各 号 に 定 め る 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自

動 車 税 に 係 る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 項 の 規 定 中 同

表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

電 力 併 用 自 動 車 を 除 く 。 ） 及 び 自 家 用 の 特

殊 用 途 車 （ キ ャ ン ピ ン グ 車 に 限 る 。 ） の う

ち 、 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る も の に 対 す る

当 該 各 号 に 定 め る 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自

動 車 税 の 種 別 割 に 係 る 前 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 項 の

規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

 （ 略 ）    （ 略 ）   

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 狩 猟 税 の 税 率 の 特 例 ）  （ 狩 猟 税 の 税 率 の 特 例 ）  

第 二 十 四 条 の 二  平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か

ら 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 受

け る 狩 猟 者 の 登 録 で あ つ て 、 当 該 狩 猟 者 の

登 録 を 受 け る 者 が 鳥 獣 保 護 管 理 法 第 五 十

六 条 に 規 定 す る 申 請 書 （ 以 下 こ の 項 に お い

て 「 狩 猟 者 登 録 の 申 請 書 」 と い う 。 ） を 提

出 す る 日 前 一 年 以 内 の 期 間 （ 以 下 こ の 条 に

お い て 「 特 定 捕 獲 等 期 間 」 と い う 。 ） に 県

の 区 域 を 対 象 と す る 鳥 獣 保 護 管 理 法 第 九

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け 、 当 該 許

可 に 係 る 鳥 獣 の 捕 獲 等 （ 以 下 こ の 条 に お い

て 「 許 可 捕 獲 等 」 と い う 。 ） を 行 つ た 場 合

に お け る 狩 猟 税 の 税 率 は 、 第 百 九 十 条 第 一

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 税

率 に 二 分 の 一 を 乗 じ た 税 率 （ 以 下 こ の 項 に

お い て 「 軽 減 税 率 」 と い う 。 ） と す る 。 た

だ し 、 軽 減 税 率 が 適 用 さ れ る 狩 猟 者 の 登 録

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 軽 減 税 率 適 用 登

録 」 と い う 。 ） の 要 件 を 満 た す 者 が 、 特 定

捕 獲 等 期 間 に 許 可 捕 獲 等 を 行 つ た 後 、 軽 減

税 率 適 用 登 録 の 対 象 と な る 狩 猟 期 間 （ 鳥 獣

保 護 管 理 法 第 二 条 第 十 項 に 規 定 す る 狩 猟

期 間 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ）

の 直 近 の 狩 猟 期 間 に つ い て 狩 猟 者 登 録 の

申 請 書 を 提 出 し 、 既 に そ の 狩 猟 者 の 登 録 を

受 け た 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。  

第 二 十 四 条 の 二  平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か

ら 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 受

け る 狩 猟 者 の 登 録 で あ つ て 、 当 該 狩 猟 者 の

登 録 を 受 け る 者 が 鳥 獣 保 護 管 理 法 第 五 十

六 条 に 規 定 す る 申 請 書 （ 以 下 こ の 項 に お い

て 「 狩 猟 者 登 録 の 申 請 書 」 と い う 。 ） を 提

出 す る 日 前 一 年 以 内 の 期 間 （ 以 下 こ の 条 に

お い て 「 特 定 捕 獲 等 期 間 」 と い う 。 ） に 県

の 区 域 を 対 象 と す る 鳥 獣 保 護 管 理 法 第 九

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け 、 当 該 許

可 に 係 る 鳥 獣 の 捕 獲 等 （ 以 下 こ の 条 に お い

て 「 許 可 捕 獲 等 」 と い う 。 ） を 行 つ た 場 合

に お け る 狩 猟 税 の 税 率 は 、 第 百 九 十 条 第 一

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 税

率 に 二 分 の 一 を 乗 じ た 税 率 （ 以 下 こ の 項 に

お い て 「 軽 減 税 率 」 と い う 。 ） と す る 。 た

だ し 、 軽 減 税 率 が 適 用 さ れ る 狩 猟 者 の 登 録

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 軽 減 税 率 適 用 登

録 」 と い う 。 ） の 要 件 を 満 た す 者 が 、 特 定

捕 獲 等 期 間 に 許 可 捕 獲 等 を 行 つ た 後 、 軽 減

税 率 適 用 登 録 の 対 象 と な る 狩 猟 期 間 （ 鳥 獣

保 護 管 理 法 第 二 条 第 九 項 に 規 定 す る 狩 猟

期 間 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ）

の 直 近 の 狩 猟 期 間 に つ い て 狩 猟 者 登 録 の

申 請 書 を 提 出 し 、 既 に そ の 狩 猟 者 の 登 録 を

受 け た 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 東 日 本 大 震 災 に よ る 被 災 家 屋 の 代 替 家 （ 東 日 本 大 震 災 に よ る 被 災 家 屋 の 代 替 家
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屋 等 の 取 得 に 係 る 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標

準 の 特 例 ）  

屋 等 の 取 得 に 係 る 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標

準 の 特 例 ）  

第 二 十 六 条  東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三

月 十 一 日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地

震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に

よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 滅 失

し 、 又 は 損 壊 し た 家 屋 （ 福 島 県 の 区 域 内 に

所 在 し 、 又 は 所 在 し て い た も の に 限 る 。 以

下 こ の 項 に お い て 「 被 災 家 屋 」 と い う 。 ）

の 所 有 者 そ の 他 の 令 で 定 め る 者 が 、 当 該 被

災 家 屋 に 代 わ る も の と 知 事 が 認 め る 家 屋

（ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 代 替 家

屋 」 と い う 。 ） の 取 得 を し た 場 合 に お け る

当 該 代 替 家 屋 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動

産 取 得 税 の 課 税 標 準 の 算 定 に つ い て は 、 当

該 取 得 が 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 令 和 十 一

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た と き

に 限 り 、 価 格 に 当 該 代 替 家 屋 の 床 面 積 に 対

す る 当 該 被 災 家 屋 の 床 面 積 の 割 合 （ 当 該 割

合 が 一 を 超 え る 場 合 は 、 一 ） を 乗 じ て 得 た

額 を 価 格 か ら 控 除 す る も の と す る 。  

第 二 十 六 条  東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三

月 十 一 日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地

震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に

よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 滅 失

し 、 又 は 損 壊 し た 家 屋 （ 以 下 こ の 項 及 び 次

項 に お い て 「 被 災 家 屋 」 と い う 。 ） の 所 有

者 そ の 他 の 令 で 定 め る 者 が 、 当 該 被 災 家 屋

に 代 わ る も の と 知 事 が 認 め る 家 屋 （ 以 下 こ

の 項 及 び 次 項 に お い て 「 代 替 家 屋 」 と い

う 。 ） の 取 得 を し た 場 合 に お け る 当 該 代 替

家 屋 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税

の 課 税 標 準 の 算 定 に つ い て は 、 当 該 取 得 が

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ れ た と

き に 限 り 、 価 格 に 当 該 代 替 家 屋 の 床 面 積 に

対 す る 当 該 被 災 家 屋 の 床 面 積 の 割 合 （ 当 該

割 合 が 一 を 超 え る 場 合 は 、 一 ） を 乗 じ て 得

た 額 を 価 格 か ら 控 除 す る も の と す る 。  

２  東 日 本 大 震 災 に よ り 滅 失 し 、 又 は 損 壊 し

た 家 屋 の 敷 地 の 用 に 供 さ れ て い た 土 地 （ 福

島 県 の 区 域 内 に あ る も の に 限 る 。 以 下 こ の

項 に お い て 「 従 前 の 土 地 」 と い う 。 ） の 所

有 者 そ の 他 の 令 で 定 め る 者 が 、 代 替 家 屋 の

敷 地 の 用 に 供 す る 土 地 で 当 該 従 前 の 土 地

に 代 わ る も の と 知 事 が 認 め る 土 地 の 取 得

を し た 場 合 に お け る 当 該 土 地 の 取 得 に 対

し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標 準 の 算

定 に つ い て は 、 当 該 取 得 が 令 和 八 年 四 月 一

日 か ら 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

に 行 わ れ た と き に 限 り 、 価 格 に 当 該 土 地 の

面 積 に 対 す る 当 該 従 前 の 土 地 の 面 積 の 割

合 （ 当 該 割 合 が 一 を 超 え る 場 合 は 、 一 ） を

乗 じ て 得 た 額 を 価 格 か ら 控 除 す る も の と

す る 。  

２  被 災 家 屋 の 敷 地 の 用 に 供 さ れ て い た 土

地 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 従 前 の 土 地 」 と

い う 。 ） の 所 有 者 そ の 他 の 令 で 定 め る 者 が 、

代 替 家 屋 の 敷 地 の 用 に 供 す る 土 地 で 当 該

従 前 の 土 地 に 代 わ る も の と 知 事 が 認 め る

土 地 の 取 得 を し た 場 合 に お け る 当 該 土 地

の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 の 課

税 標 準 の 算 定 に つ い て は 、 当 該 取 得 が 令 和

八 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ れ た と き に

限 り 、 価 格 に 当 該 土 地 の 面 積 に 対 す る 当 該

従 前 の 土 地 の 面 積 の 割 合 （ 当 該 割 合 が 一 を

超 え る 場 合 は 、 一 ） を 乗 じ て 得 た 額 を 価 格

か ら 控 除 す る も の と す る 。  

 ３  東 日 本 大 震 災 に よ り 耕 作 又 は 養 畜 の 用

に 供 す る こ と が 困 難 と な つ た 農 用 地 （ 農 業
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経 営 基 盤 強 化 促 進 法 （ 昭 和 五 十 五 年 法 律 第

六 十 五 号 ） 第 四 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る

農 用 地 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 第 六 項 に お

い て 同 じ 。 ） で あ る と 農 業 委 員 会 （ 農 業 委

員 会 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第

八 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項 た だ し 書 又 は 第 五

項 の 規 定 に よ り 農 業 委 員 会 を 置 か な い 市

町 村 に あ つ て は 、 市 町 村 長 ） が 認 め る も の

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 被 災 農 用 地 」 と い

う 。 ） の 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に お け る

所 有 者 （ 農 業 を 営 む 者 に 限 る 。 ） そ の 他 の

令 で 定 め る 者 が 、 当 該 被 災 農 用 地 に 代 わ る

も の と 知 事 が 認 め る 農 用 地 の 取 得 を し た

場 合 に お け る 当 該 農 用 地 の 取 得 に 対 し て

課 す る 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標 準 の 算 定 に

つ い て は 、 当 該 取 得 が 令 和 八 年 三 月 三 十 一

日 ま で に 行 わ れ た と き に 限 り 、 価 格 に 当 該

農 用 地 の 面 積 に 対 す る 当 該 被 災 農 用 地 の

面 積 の 割 合 （ 当 該 割 合 が 一 を 超 え る 場 合

は 、 一 ） を 乗 じ て 得 た 額 を 価 格 か ら 控 除 す

る も の と す る 。  

３  居 住 困 難 区 域 （ 法 附 則 第 五 十 一 条 第 三 項

に 規 定 す る 居 住 困 難 区 域 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） 内 に 当 該 居 住 困 難 区 域 を 指 定 す る 旨

の 公 示 が あ つ た 日 に お い て 所 在 し て い た

家 屋 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 対 象 区 域 内 家

屋 」 と い う 。 ） の 同 日 に お け る 所 有 者 そ の

他 の 令 で 定 め る 者 が 、 当 該 対 象 区 域 内 家 屋

に 代 わ る も の と 知 事 が 認 め る 家 屋 （ 以 下 こ

の 項 及 び 次 項 に お い て 「 代 替 家 屋 」 と い

う 。 ） の 取 得 を し た 場 合 に お け る 当 該 代 替

家 屋 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税

の 課 税 標 準 の 算 定 に つ い て は 、 当 該 取 得 が

同 日 か ら 当 該 居 住 困 難 区 域 の 指 定 を 解 除

す る 旨 の 公 示 が あ つ た 日 か ら 起 算 し て 三

月 （ 代 替 家 屋 が 同 日 後 に 新 築 さ れ た も の で

あ る と き は 、 一 年 ） を 経 過 す る 日 ま で の 間

に 行 わ れ た と き に 限 り 、 価 格 に 当 該 代 替 家

屋 の 床 面 積 に 対 す る 当 該 対 象 区 域 内 家 屋

４  居 住 困 難 区 域 （ 法 附 則 第 五 十 一 条 第 四 項

に 規 定 す る 居 住 困 難 区 域 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） 内 に 当 該 居 住 困 難 区 域 を 指 定 す る 旨

の 公 示 が あ つ た 日 に お い て 所 在 し て い た

家 屋 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 対 象 区 域 内 家

屋 」 と い う 。 ） の 同 日 に お け る 所 有 者 そ の

他 の 令 で 定 め る 者 が 、 当 該 対 象 区 域 内 家 屋

に 代 わ る も の と 知 事 が 認 め る 家 屋 （ 以 下 こ

の 項 及 び 次 項 に お い て 「 代 替 家 屋 」 と い

う 。 ） の 取 得 を し た 場 合 に お け る 当 該 代 替

家 屋 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税

の 課 税 標 準 の 算 定 に つ い て は 、 当 該 取 得 が

同 日 か ら 当 該 居 住 困 難 区 域 の 指 定 を 解 除

す る 旨 の 公 示 が あ つ た 日 か ら 起 算 し て 三

月 （ 代 替 家 屋 が 同 日 後 に 新 築 さ れ た も の で

あ る と き は 、 一 年 ） を 経 過 す る 日 ま で の 間

に 行 わ れ た と き に 限 り 、 価 格 に 当 該 代 替 家

屋 の 床 面 積 に 対 す る 当 該 対 象 区 域 内 家 屋
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の 床 面 積 の 割 合 （ 当 該 割 合 が 一 を 超 え る 場

合 は 、 一 ） を 乗 じ て 得 た 額 を 価 格 か ら 控 除

す る も の と す る 。  

の 床 面 積 の 割 合 （ 当 該 割 合 が 一 を 超 え る 場

合 は 、 一 ） を 乗 じ て 得 た 額 を 価 格 か ら 控 除

す る も の と す る 。  

４  （ 略 ）  ５  （ 略 ）  

５  居 住 困 難 区 域 を 指 定 す る 旨 の 公 示 が あ

つ た 日 に お い て 当 該 居 住 困 難 区 域 内 に 所

在 し て い た 農 用 地 （ 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進

法 （ 昭 和 五 十 五 年 法 律 第 六 十 五 号 ） 第 四 条

第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 農 用 地 を い う 。 ）

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 対 象 区 域 内 農 用

地 」 と い う 。 ） の 同 日 に お け る 所 有 者 （ 農

業 を 営 む 者 に 限 る 。 ） そ の 他 の 令 で 定 め る

者 が 、 当 該 対 象 区 域 内 農 用 地 に 代 わ る も の

と 知 事 が 認 め る 農 用 地 の 取 得 を し た 場 合

に お け る 当 該 農 用 地 の 取 得 に 対 し て 課 す

る 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標 準 の 算 定 に つ い

て は 、 当 該 取 得 が 同 日 か ら 当 該 居 住 困 難 区

域 の 指 定 を 解 除 す る 旨 の 公 示 が あ つ た 日

か ら 起 算 し て 三 月 を 経 過 す る 日 ま で の 間

に 行 わ れ た と き に 限 り 、 価 格 に 当 該 農 用 地

の 面 積 に 対 す る 当 該 対 象 区 域 内 農 用 地 の

面 積 の 割 合 （ 当 該 割 合 が 一 を 超 え る 場 合

は 、 一 ） を 乗 じ て 得 た 額 を 価 格 か ら 控 除 す

る も の と す る 。  

６  居 住 困 難 区 域 を 指 定 す る 旨 の 公 示 が あ

つ た 日 に お い て 当 該 居 住 困 難 区 域 内 に 所

在 し て い た 農 用 地 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 対 象 区 域 内 農 用 地 」 と い う 。 ） の 同 日 に

お け る 所 有 者 （ 農 業 を 営 む 者 に 限 る 。 ） そ

の 他 の 令 で 定 め る 者 が 、 当 該 対 象 区 域 内 農

用 地 に 代 わ る も の と 知 事 が 認 め る 農 用 地

の 取 得 を し た 場 合 に お け る 当 該 農 用 地 の

取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 の 課 税

標 準 の 算 定 に つ い て は 、 当 該 取 得 が 同 日 か

ら 当 該 居 住 困 難 区 域 の 指 定 を 解 除 す る 旨

の 公 示 が あ つ た 日 か ら 起 算 し て 三 月 を 経

過 す る 日 ま で の 間 に 行 わ れ た と き に 限 り 、

価 格 に 当 該 農 用 地 の 面 積 に 対 す る 当 該 対

象 区 域 内 農 用 地 の 面 積 の 割 合 （ 当 該 割 合 が

一 を 超 え る 場 合 は 、 一 ） を 乗 じ て 得 た 額 を

価 格 か ら 控 除 す る も の と す る 。  

６  （ 略 ）  ７  （ 略 ）  

 （ 揮 発 油 価 格 高 騰 時 に お け る 軽 油 引 取 税

の 税 率 の 特 例 規 定 の 適 用 停 止 措 置 の 停 止 ） 

第 二 十 七 条  削 除  第 二 十 七 条  附 則 第 十 七 条 の 十 一 の 規 定 は 、

東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 等 に 係 る 国 税 関 係

法 律 の 臨 時 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三

年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 四 十 四 条 の 別 に 法 律

で 定 め る 日 ま で の 間 、 そ の 適 用 を 停 止 す

る 。  

 （ 三 重 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  三 重 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 条 例 第 五 十 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  
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附  則  附  則  
１  （ 略 ）  １  （ 略 ）  

（ 信 託 法 の 制 定 に 伴 う 県 民 税 、 事 業 税 及 び

地 方 消 費 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

（ 信 託 法 の 制 定 に 伴 う 県 民 税 、 事 業 税 及 び

地 方 消 費 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 （ 次 項 に お い て

「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 九 条 、 第 三 十 三

条 、 第 三 十 八 条 、 第 三 十 八 条 の 二 、 第 四 十

一 条 、 第 四 十 三 条 、 第 四 十 三 条 の 三 、 第 四

十 六 条 、 第 五 十 五 条 の 二 及 び 第 五 十 五 条 の

三 の 規 定 は 、 信 託 法 の 施 行 の 日 以 後 に 効 力

が 生 ず る 信 託 （ 遺 言 に よ っ て さ れ た 信 託 に

あ っ て は 同 日 以 後 に 遺 言 が さ れ た も の に

限 り 、 信 託 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 百 九

号 ） 第 三 条 第 一 項 、 第 六 条 第 一 項 、 第 十 一

条 第 二 項 、 第 十 五 条 第 二 項 、 第 二 十 六 条 第

一 項 、 第 三 十 条 第 二 項 又 は 第 五 十 六 条 第 二

項 の 規 定 に よ り 同 法 第 三 条 第 一 項 に 規 定

す る 新 法 信 託 と さ れ た 信 託 （ 以 下 こ の 項 及

び 次 項 に お い て 「 新 法 信 託 」 と い う 。 ） を

含 む 。 ） に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 効 力 が

生 じ た 信 託 （ 遺 言 に よ っ て さ れ た 信 託 に あ

っ て は 同 日 前 に 遺 言 が さ れ た も の を 含 み 、

新 法 信 託 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  

２  改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 （ 次 項 に お い て

「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 九 条 、 第 三 十 三

条 、 第 三 十 八 条 、 第 三 十 八 条 の 二 、 第 四 十

一 条 、 第 四 十 三 条 、 第 四 十 三 条 の 三 、 第 四

十 六 条 、 第 五 十 五 条 の 三 及 び 第 五 十 五 条 の

三 の 二 の 規 定 は 、 信 託 法 の 施 行 の 日 以 後 に

効 力 が 生 ず る 信 託 （ 遺 言 に よ っ て さ れ た 信

託 に あ っ て は 同 日 以 後 に 遺 言 が さ れ た も

の に 限 り 、 信 託 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の

整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 百

九 号 ） 第 三 条 第 一 項 、 第 六 条 第 一 項 、 第 十

一 条 第 二 項 、 第 十 五 条 第 二 項 、 第 二 十 六 条

第 一 項 、 第 三 十 条 第 二 項 又 は 第 五 十 六 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 同 法 第 三 条 第 一 項 に 規

定 す る 新 法 信 託 と さ れ た 信 託 （ 以 下 こ の 項

及 び 次 項 に お い て 「 新 法 信 託 」 と い う 。 ）

を 含 む 。 ） に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 効 力

が 生 じ た 信 託 （ 遺 言 に よ っ て さ れ た 信 託 に

あ っ て は 同 日 前 に 遺 言 が さ れ た も の を 含

み 、 新 法 信 託 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所 有 す る 自 動 車 に 対 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 の 特 例

に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所 有 す る 自 動 車 に 対 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 の 特

例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 三 重 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所

有 す る 自 動 車 に 対 す る 自 動 車 税 の 特

例 に 関 す る 条 例  

ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所

有 す る 自 動 車 に 対 す る 自 動 車 税 の 種

別 割 の 特 例 に 関 す る 条 例  

（ こ の 条 例 の 目 的 ）  （ こ の 条 例 の 目 的 ）  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆

国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第

第 一 条  こ の 条 例 は 、 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆

国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第
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六 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国

に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す る 協 定

の 実 施 に 伴 う 地 方 税 法 の 臨 時 特 例 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 十 九 号 。 以

下 「 特 例 法 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 特 例 法

第 二 条 第 三 項 、 第 五 項 及 び 第 六 項 に 規 定 す

る 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 、 軍 属 、 家 族 、 契 約

者 又 は 軍 人 用 販 売 機 関 等 の 所 有 に 係 る 自

動 車 に 対 す る 自 動 車 税 の 税 率 、 納 期 、 証 紙

徴 収 の 方 法 等 に つ い て 三 重 県 県 税 条 例 （ 昭

和 二 十 五 年 三 重 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の 特 例

を 設 け る こ と を 目 的 と す る 。  

六 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国

に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す る 協 定

の 実 施 に 伴 う 地 方 税 法 の 臨 時 特 例 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 十 九 号 。 以

下 「 特 例 法 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 特 例 法

第 二 条 第 三 項 、 第 五 項 及 び 第 六 項 に 規 定 す

る 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 、 軍 属 、 家 族 、 契 約

者 又 は 軍 人 用 販 売 機 関 等 の 所 有 に 係 る 自

動 車 に 対 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 （ 地 方 税 法

（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 百

四 十 五 条 第 二 号 に 規 定 す る 種 別 割 を い う 。

以 下 「 種 別 割 」 と い う 。 ） の 税 率 、 納 期 、

証 紙 徴 収 の 方 法 等 に つ い て 三 重 県 県 税 条

例 （ 昭 和 二 十 五 年 三 重 県 条 例 第 三 十 七 号 ）

の 特 例 を 設 け る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 自 動 車 税 の 税 率 ）  （ 種 別 割 の 税 率 ）  

第 二 条  自 動 車 税 の 税 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 自 動 車 に 対 し 、 一 台 に つ い て 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

第 二 条  種 別 割 の 税 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

自 動 車 に 対 し 、 一 台 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 自 動 車 税 の 納 期 ）  （ 種 別 割 の 納 期 ）  

第 三 条  自 動 車 税 の 納 期 は 、 毎 年 四 月 一 日 か

ら 同 月 三 十 日 ま で と す る 。  

第 三 条  種 別 割 の 納 期 は 、 毎 年 四 月 一 日 か ら

同 月 三 十 日 ま で と す る 。  

２  賦 課 期 日 後 に 納 税 義 務 が 発 生 し た 自 動

車 税 の 納 期 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 納

税 義 務 が 発 生 し た 日 か ら 翌 月 末 日 ま で と

す る 。  

２  賦 課 期 日 後 に 納 税 義 務 が 発 生 し た 種 別

割 の 納 期 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 納 税

義 務 が 発 生 し た 日 か ら 翌 月 末 日 ま で と す

る 。  

（ 証 紙 徴 収 の 手 続 等 ）  （ 証 紙 徴 収 の 手 続 等 ）  

第 四 条  自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 は 、 県 の 発 行

す る 第 一 号 様 式 に よ る 証 紙 を 購 入 し て 、 当

該 税 額 を 払 い 込 ま な け れ ば な ら な い 。  

第 四 条  種 別 割 の 納 税 義 務 者 は 、 県 の 発 行 す

る 第 一 号 様 式 に よ る 証 紙 を 購 入 し て 、 当 該

税 額 を 払 い 込 ま な け れ ば な ら な い 。  

２  自 動 車 税 の 納 税 義 務 は 、 前 項 の 規 定 に よ

る 証 紙 に 第 二 号 様 式 の 検 印 を 受 け た 時 に

完 了 す る も の と す る 。  

２  種 別 割 の 納 税 義 務 は 、 前 項 の 規 定 に よ る

証 紙 に 第 二 号 様 式 の 検 印 を 受 け た 時 に 完

了 す る も の と す る 。  

第 一 号 様 式 中 「 自 動 車 税 （ 種 別 割 ） 証 紙 」 を 「 自 動 車 税 証 紙 」 に 、 「 Automobile Tax

（ Category Base ） Stamp 」 を 「 Automobile Tax Stamp 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当

自動車税（種別割）証紙 自動車税証紙 
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該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  
一  第 一 条 中 三 重 県 県 税 条 例 第 二 十 五 条 の 二 の 改 正 規 定  令 和 八 年 十 月 一 日  

二  第 一 条 中 三 重 県 県 税 条 例 附 則 第 六 条 の 改 正 規 定 （ 「 令 和 二 十 年 度 」 を 「 令 和 二 十 五

年 度 」 に 改 め る 部 分 及 び 「 令 和 七 年 」 を 「 令 和 十 二 年 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び

附 則 第 三 項 の 規 定  令 和 九 年 一 月 一 日  

三  第 一 条 中 三 重 県 県 税 条 例 第 五 十 五 条 の 二 の 改 正 規 定  令 和 十 年 四 月 一 日  

四  第 一 条 中 三 重 県 県 税 条 例 第 六 十 条 第 一 項 及 び 第 六 十 八 条 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に

同 条 例 附 則 第 十 五 条 の 二 の 改 正 規 定 （ 「 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 十 三 年 三 月

三 十 一 日 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 並 び に 附 則 第 五 項 か ら 第 七 項 ま で の 規 定  令 和 十

一 年 四 月 一 日  

五  第 一 条 中 三 重 県 県 税 条 例 附 則 第 十 五 条 の 四 の 改 正 規 定 （ 「 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 」

を 「 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 及 び 附 則 第 八 項 の 規 定  都 市

再 生 特 別 措 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 八 年 法 律 第   号 ） の 施 行 の 日                                                                                                                                                                                                             

（ 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 中 個 人

の 県 民 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 八 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 し 、 令

和 七 年 度 分 ま で の 個 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  附 則 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 附 則 第 六 条 の 規 定 は 、

県 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 令 和 八 年 一 月 一 日 以 後 に 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （ 令 和 八 年 法 律 第   号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 所 得 税 法 等 改 正 法 」 と い う 。 ） 第

七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 四 十 一 条

第 一 項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 （ 同 条 第 十 六 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 居 住 用

家 屋 と み な さ れ る 同 条 第 十 六 項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含 む 。 ） 若 し く は 既 存 住 宅

（ 同 条 第 十 七 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 既 存 住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 十 七

項 に 規 定 す る 特 例 既 存 住 宅 及 び 同 条 第 三 十 五 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 既

存 住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 三 十 五 項 に 規 定 す る 要 耐 震 改 修 住 宅 を 含 む 。 ） 若 し く は 増 改

築 等 を し た 家 屋 （ 同 条 第 十 七 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 増 改 築 等 を し た 家 屋

と み な さ れ る 同 条 第 十 七 項 に 規 定 す る 特 例 増 改 築 等 を し た 家 屋 を 含 み 、 当 該 増 改 築 等 又

は 当 該 特 例 増 改 築 等 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 又 は 同 条 第 六 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 （ 同 条

第 十 八 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 六 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 と み な さ れ る 同 条 第 十 八 項 に

規 定 す る 特 例 認 定 住 宅 等 を 含 む 。 ） を 同 条 第 一 項 の 定 め る と こ ろ に よ り そ の 者 の 居 住 の

用 に 供 す る 場 合 に つ い て 適 用 し 、 県 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 同 日 前 に 所 得 税 法 等 改

正 法 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 租 税 特 別 措 置 法 第 四 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 居 住 用

家 屋 （ 同 条 第 二 十 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 と み な さ れ る 同 条 第

二 十 項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含 む 。 ） 若 し く は 既 存 住 宅 （ 同 条 第 三 十 五 項 の 規 定

に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 既 存 住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 三 十 五 項 に 規 定 す る 要 耐 震

改 修 住 宅 を 含 む 。 ） 若 し く は 増 改 築 等 を し た 家 屋 （ 当 該 増 改 築 等 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 又

は 同 条 第 十 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 （ 同 条 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 十 項 に 規 定 す

る 認 定 住 宅 等 と み な さ れ る 同 条 第 二 十 一 項 に 規 定 す る 特 例 認 定 住 宅 等 を 含 む 。 ） を 同 条

第 一 項 の 定 め る と こ ろ に よ り そ の 者 の 居 住 の 用 に 供 し た 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例
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に よ る 。  
（ 不 動 産 取 得 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

４  別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 新 条 例 の 規 定 中 不 動 産 取 得 税 に 関 す る 部 分 は 、 こ の 条

例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す べ き 不 動 産

取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

５  新 条 例 第 六 十 条 第 一 項 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 の 不

動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す べ き 不 動 産 取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に 対

し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

６  新 条 例 第 六 十 八 条 第 一 項 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 の

不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す べ き 不 動 産 取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に

対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

７  新 条 例 附 則 第 十 五 条 の 二 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 の

不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す べ き 不 動 産 取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に

対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

８  新 条 例 附 則 第 十 五 条 の 四 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 の

不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す べ き 不 動 産 取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に

対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

９  新 条 例 附 則 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 代 替 家 屋 の 取 得 が 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 令 和

九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ る 場 合 に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項

中 「 家 屋 （ 福 島 県 の 区 域 内 に 所 在 し 、 又 は 所 在 し て い た も の に 限 る 。 」 と あ る の は 、 「 家

屋 （ 」 と す る 。  

1
0  新 条 例 附 則 第 二 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 土 地 の 取 得 が 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 令 和 九

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ る 場 合 に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 土 地 （ 福 島 県 の 区 域 内 に あ る も の に 限 る 。 」 と あ る の は 、 「 土 地 （ 」 と す る 。  

（ 軽 油 引 取 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

1
1  施 行 日 前 に 三 重 県 県 税 条 例 第 百 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 に 規 定 す る 軽 油 の 引 取

り 、 同 条 第 三 項 の 燃 料 炭 化 水 素 油 の 販 売 、 同 条 第 四 項 の 軽 油 若 し く は 燃 料 炭 化 水 素 油 の

販 売 、 同 条 第 五 項 の 炭 化 水 素 油 の 消 費 若 し く は 同 条 例 第 百 十 六 条 の 二 第 一 項 各 号 の 軽 油

の 消 費 、 譲 渡 若 し く は 輸 入 が 行 わ れ た 場 合 又 は 施 行 日 前 に 軽 油 引 取 税 の 特 別 徴 収 義 務 者

が 同 条 例 第 百 十 六 条 第 六 項 の 規 定 に 該 当 す る に 至 っ た 場 合 に お い て 課 す る 軽 油 引 取 税

の 税 率 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

1
2  新 条 例 の 規 定 中 自 動 車 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 八 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 に つ い

て 適 用 す る 。  

1
3  施 行 日 前 の 自 動 車 の 取 得 に 対 し て 課 す る 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  

1
4  前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ た 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 三

重 県 県 税 条 例 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 百 三 十 七 条 第 一 項 又 は 第 百

三 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 税 義 務 を 免 除 さ れ る 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に 係 る
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地 方 団 体 の 徴 収 金 に 係 る 旧 条 例 第 百 三 十 七 条 第 五 項 若 し く は 第 百 三 十 七 条 の 二 第 二 項

の 規 定 に よ る 還 付 又 は 旧 条 例 第 百 三 十 七 条 第 六 項 （ 旧 条 例 第 百 三 十 七 条 の 二 第 四 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 充 当 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

1
5  令 和 七 年 度 以 前 の 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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規 則 

 

三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 三 十 六 号  

   三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事

務 ）  

（ 条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事

務 ）  

第 二 条  （ 略 ）  第 二 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 の 表 第 三 号 の 項 に 規 定 す る 規

則 で 定 め る 事 務 は 、 自 動 車 税 に 係 る 徴 収 金 の 賦 課 徴 収

に 関 す る 事 務 （ 証 紙 徴 収 に 係 る も の を 除 く 。 ） の う ち 、

調 査 に 関 す る も の （ 県 税 事 務 所 長 が 行 う も の に 限

る 。 ） 、 納 税 の 猶 予 に 関 す る も の 、 納 税 通 知 書 発 付 後

の 県 税 事 務 所 長 が 行 う 交 付 要 求 、 繰 上 徴 収 及 び 繰 上 差

押 え に 関 す る も の （ 県 税 事 務 所 長 が 行 う 督 促 状 発 付 を

含 む 。 ） 、 繰 上 徴 収 を し た 当 該 徴 収 金 の 徴 収 及 び 滞 納

処 分 に 関 す る も の 並 び に 督 促 状 発 付 後 の 当 該 徴 収 金

の 徴 収 及 び 滞 納 処 分 に 関 す る も の と す る 。  

２  条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 の 表 第 三 号 の 項 に 規 定 す る 規

則 で 定 め る 事 務 は 、 自 動 車 税 種 別 割 に 係 る 徴 収 金 の 賦

課 徴 収 に 関 す る 事 務 （ 証 紙 徴 収 に 係 る も の を 除 く 。 ）

の う ち 、 調 査 に 関 す る も の （ 県 税 事 務 所 長 が 行 う も の

に 限 る 。 ） 、 納 税 の 猶 予 に 関 す る も の 、 納 税 通 知 書 発

付 後 の 県 税 事 務 所 長 が 行 う 交 付 要 求 、 繰 上 徴 収 及 び 繰

上 差 押 え に 関 す る も の （ 県 税 事 務 所 長 が 行 う 督 促 状 発

付 を 含 む 。 ） 、 繰 上 徴 収 を し た 当 該 徴 収 金 の 徴 収 及 び

滞 納 処 分 に 関 す る も の 並 び に 督 促 状 発 付 後 の 当 該 徴

収 金 の 徴 収 及 び 滞 納 処 分 に 関 す る も の と す る 。  

（ 納 付 （ 納 入 ） 計 画 変 更 通 知 ）  （ 納 付 （ 納 入 ） 計 画 変 更 通 知 ）  

第 十 二 条  条 例 第 十 六 条 第 五 項 （ 条 例 第 十 六 条 の 三 第 二

項 及 び 条 例 第 十 六 条 の 四 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 通 知 は 、 第 七 号 様 式 の 十 一

に よ る 。  

第 十 二 条  条 例 第 第 十 六 条 第 五 項 （ 条 例 第 十 六 条 の 三 第

二 項 及 び 条 例 第 十 六 条 の 四 第 三 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 通 知 は 、 第 七 号 様 式 の 十 一

に よ る 。  

（ 徴 収 金 の 納 付 又 は 納 入 の 方 法 等 ）  （ 徴 収 金 の 納 付 又 は 納 入 の 方 法 等 ）  

第 十 六 条  条 例 第 十 四 条 の 三 の 規 定 に よ り 県 の 徴 収 金 を

指 定 金 融 機 関 に 納 付 若 し く は 納 入 又 は 郵 便 局 （ 簡 易 郵

便 局 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 十 三 号 ） 第 二 条 に 規

定 す る 郵 便 窓 口 業 務 を 行 う 日 本 郵 便 株 式 会 社 の 営 業

所 で あ つ て 郵 政 民 営 化 法 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 九 十 七

号 ） 第 九 十 四 条 に 規 定 す る 郵 便 貯 金 銀 行 を 銀 行 法 （ 昭

和 五 十 六 年 法 律 第 五 十 九 号 ） 第 二 条 第 十 六 項 に 規 定 す

る 所 属 銀 行 と す る 同 条 第 十 四 項 に 規 定 す る 銀 行 代 理

業 の 業 務 を 行 う も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 払 込 み を

す る 場 合 に お い て は 、 第 十 六 号 様 式 （ 当 該 書 類 （ 個 人

の 事 業 税 （ 以 下 「 個 人 事 業 税 」 と い う 。 ） 、 不 動 産 取

得 税 及 び 自 動 車 税 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 記 載 す べ き

事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式

そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い

方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報

処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） を 含 む 。 ） 又 は 法

施 行 規 則 第 十 二 号 の 二 様 式 、 第 十 二 号 の 六 様 式 、 第 十

二 号 の 九 様 式 、 第 十 二 号 の 十 二 様 式 若 し く は 第 十 六 号
第 十 六 条  条 例 第 十 四 条 の 三 の 規 定 に よ り 県 の 徴 収 金 を

指 定 金 融 機 関 に 納 付 若 し く は 納 入 又 は 郵 便 局 （ 簡 易 郵

便 局 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 十 三 号 ） 第 二 条 に 規

定 す る 郵 便 窓 口 業 務 を 行 う 日 本 郵 便 株 式 会 社 の 営 業

所 で あ つ て 郵 政 民 営 化 法 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 九 十 七

号 ） 第 九 十 四 条 に 規 定 す る 郵 便 貯 金 銀 行 を 銀 行 法 （ 昭

和 五 十 六 年 法 律 第 五 十 九 号 ） 第 二 条 第 十 六 項 に 規 定 す

る 所 属 銀 行 と す る 同 条 第 十 四 項 に 規 定 す る 銀 行 代 理

業 の 業 務 を 行 う も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 払 込 み を

す る 場 合 に お い て は 、 第 十 六 号 様 式 （ 当 該 書 類 （ 個 人

の 事 業 税 （ 以 下 「 個 人 事 業 税 」 と い う 。 ） 、 不 動 産 取

得 税 及 び 自 動 車 税 種 別 割 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 記 載

す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気

的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で

き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ

る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） を 含 む 。 ） 又

は 法 施 行 規 則 第 十 二 号 の 二 様 式 、 第 十 二 号 の 六 様 式 、

第 十 二 号 の 九 様 式 、 第 十 二 号 の 十 二 様 式 若 し く は 第 十
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の 四 様 式 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 郵 便 局 に

払 込 み を す る 場 合 に お い て は 、 第 十 七 号 様 式 の 二 に よ

る 払 込 票 に よ る こ と が で き る 。  

六 号 の 四 様 式 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 郵 便

局 に 払 込 み を す る 場 合 に お い て は 、 第 十 七 号 様 式 の 二

に よ る 払 込 票 に よ る こ と が で き る 。  
（ 税 額 の 増 減 額 等 変 更 に 係 る 手 続 ）  （ 税 額 の 増 減 額 等 変 更 に 係 る 手 続 ）  

第 二 十 条 の 三  個 人 事 業 税 、 不 動 産 取 得 税 、 自 動 車 税 、

鉱 区 税 及 び 狩 猟 税 の 税 額 を 変 更 し た 場 合 は 、 そ の 旨 を

第 二 十 三 号 様 式 の 三 に よ る 増 （ 減 ） 額 通 知 書 に よ つ て 、

納 税 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

第 二 十 条 の 三  個 人 事 業 税 、 不 動 産 取 得 税 、 自 動 車 税 種

別 割 、 鉱 区 税 及 び 狩 猟 税 の 税 額 を 変 更 し た 場 合 は 、 そ

の 旨 を 第 二 十 三 号 様 式 の 三 に よ る 増 （ 減 ） 額 通 知 書 に

よ つ て 、 納 税 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 課 税 標 準 額 等 の 通 知 ）  （ 課 税 標 準 額 等 の 通 知 ）  

第 三 十 二 条  法 第 七 十 二 条 の 四 十 八 の 二 第 十 二 項 の 規 定

に よ る 法 人 事 業 税 の 課 税 標 準 額 等 の 分 割 に 関 す る 関

係 都 道 府 県 へ の 通 知 は 、 第 三 十 八 号 様 式 の 通 知 書 に よ

る 。  

第 三 十 二 条  法 第 七 十 二 条 の 四 十 八 の 二 第 十 一 項 の 規 定

に よ る 法 人 事 業 税 の 課 税 標 準 額 等 の 分 割 に 関 す る 関

係 都 道 府 県 へ の 通 知 は 、 第 三 十 八 号 様 式 の 通 知 書 に よ

る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 申 告 書 等 ）  （ 申 告 書 等 ）  

第 六 十 九 条   第 六 十 九 条  条 例 第 百 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 税

義 務 者 が 提 出 す べ き 申 告 書 又 は 条 例 第 百 三 十 四 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 自 動 車 の 取 得 者 が 提 出 す べ き 報 告

書 は 、 法 施 行 規 則 で 定 め る 様 式 に よ る 。  

 ２  法 第 百 六 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 税 義 務 者 が 提

出 す べ き 修 正 申 告 書 は 、 第 五 十 三 号 様 式 に よ る 。  

  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

（ 証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ る 表 示 ）  （ 証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ る 表 示 ）  

第 六 十 九 条 の 二  条 例 第 百 三 十 七 条 の 八 第 六 項 の 規 定 に

よ り 、 証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ る 表 示 を 受 け よ う と す る

自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 は 、 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 設 置 場

所 に お い て 、 納 付 す べ き 税 額 に 相 当 す る 現 金 を 払 込 み

の 上 、 法 施 行 規 則 で 定 め る 申 告 書 に 当 該 表 示 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。  

第 六 十 九 条 の 二  条 例 第 百 三 十 五 条 第 三 項 又 は 第 百 三 十

七 条 の 八 第 六 項 の 規 定 に よ り 、 証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ

る 表 示 を 受 け よ う と す る 自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 は 、 証

紙 代 金 収 納 計 器 の 設 置 場 所 に お い て 、 納 付 す べ き 税 額

に 相 当 す る 現 金 を 払 込 み の 上 、 法 施 行 規 則 で 定 め る 申

告 書 に 当 該 表 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 納 税 済 印 ）  （ 納 税 済 印 ）  

第 六 十 九 条 の 三  条 例 第 百 三 十 七 条 の 八 第 四 項 に 規 定 す

る 納 税 済 印 は 、 第 八 十 四 号 様 式 に よ る 。  

第 六 十 九 条 の 三  条 例 第 百 三 十 五 条 第 一 項 又 は 第 百 三 十

七 条 の 八 第 四 項 に 規 定 す る 納 税 済 印 は 、 第 八 十 四 号 様

式 に よ る 。  

 （ 免 除 申 告 書 等 ）  

第 六 十 九 条 の 三 の 三  削 除  第 六 十 九 条 の 三 の 三  条 例 第 百 三 十 七 条 第 八 項 の 規 定 に

よ り 提 出 す る 免 除 申 告 書 若 し く は 徴 収 金 の 還 付 申 請

書 又 は 条 例 第 百 三 十 七 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 提

出 す る 免 除 申 請 書 若 し く は 徴 収 金 の 還 付 申 請 書 は 、 第

六 十 号 様 式 に よ る 。  

 ２  条 例 第 百 三 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 徴 収 を 猶 予

し 、 又 は 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 徴 収 猶 予 を 取 り 消 す

場 合 は 、 第 七 号 様 式 の 二 に よ る 徴 収 猶 予 承 認 通 知 書 又

は 第 七 号 様 式 の 七 に よ る 徴 収 猶 予 取 消 通 知 書 に よ つ

て 、 申 告 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 条 例 第 百 三 十 七 条 の 十 三 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で

定 め る 書 類 ）  

（ 条 例 第 百 三 十 七 条 の 三 第 二 項 又 は 第 百 三 十 七 条 の

十 三 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 書 類 ）  

第 六 十 九 条 の 三 の 四  条 例 第 百 三 十 七 条 の 十 三 第 二 項 に

定 め る 書 類 は 、 身 体 障 害 者 に あ つ て は 身 体 障 害 者 福 祉

法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ） 第 十 五 条 の 規
第 六 十 九 条 の 三 の 四  条 例 第 百 三 十 七 条 の 三 第 二 項 又 は

第 百 三 十 七 条 の 十 三 第 二 項 に 定 め る 書 類 は 、 身 体 障 害

者 に あ つ て は 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第
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定 に よ り 交 付 さ れ た 身 体 障 害 者 手 帳 、 戦 傷 病 者 に あ つ

て は 戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 六 十

八 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 戦 傷 病 者 手 帳 、

知 的 障 害 者 に あ つ て は 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る と こ ろ

に よ り 交 付 さ れ た 療 育 手 帳 、 精 神 障 害 者 に あ つ て は 精

神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五

年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 四 十 五 条 の 規 定 に よ り 交 付 さ

れ た 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 と す る 。  

二 百 八 十 三 号 ） 第 十 五 条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 身 体

障 害 者 手 帳 、 戦 傷 病 者 に あ つ て は 戦 傷 病 者 特 別 援 護 法

（ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 六 十 八 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ

り 交 付 さ れ た 戦 傷 病 者 手 帳 、 知 的 障 害 者 に あ つ て は 厚

生 労 働 大 臣 の 定 め る と こ ろ に よ り 交 付 さ れ た 療 育 手

帳 、 精 神 障 害 者 に あ つ て は 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福

祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第

四 十 五 条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 精 神 障 害 者 保 健 福

祉 手 帳 と す る 。  

（ 納 税 証 明 書 等 ）  （ 納 税 証 明 書 等 ）  

第 七 十 条  道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十

五 号 ） 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 税 納

税 証 明 書 の 様 式 は 、 第 八 十 五 号 様 式 又 は 第 八 十 五 号 様

式 の 四 に よ る 。  

第 七 十 条  道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十

五 号 ） 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 税 種

別 割 納 税 証 明 書 の 様 式 は 、 第 八 十 五 号 様 式 又 は 第 八 十

五 号 様 式 の 四 に よ る 。  

２  県 税 事 務 所 長 又 は 自 動 車 税 事 務 所 長 は 、 納 税 者 か ら

自 動 車 税 納 税 証 明 書 の 交 付 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お

い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 第 八 十 五 号 様 式 の 六 に よ る 自 動 車 税 納 税 証 明

書 を 交 付 す る も の と す る 。  

２  県 税 事 務 所 長 又 は 自 動 車 税 事 務 所 長 は 、 納 税 者 か ら

自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 の 交 付 の 申 請 が あ つ た 場

合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 第 八 十 五 号 様 式 の 六 に よ る 自 動 車 税 種

別 割 納 税 証 明 書 を 交 付 す る も の と す る 。  

様 式 目 次 中  

「 七 の 二       第 十 条 、 第 十 一 条 の 二 、  徴 収 猶 予 、 換 価 の 猶 予 承 認 通 知 書  

第 六 十 九 条 の 三 の 三                          」 を     

「 七 の 二       第 十 条 、 第 十 一 条 の 二   徴 収 猶 予 、 換 価 の 猶 予 承 認 通 知 書        」 に 、    

「 七 の 七       第 十 条 、 第 十 一 条 、 第 十  徴 収 猶 予 、 換 価 の 猶 予 取 消 通 知 書  

一 条 の 二 、 第 六 十 九 条 の   

三 の 三                                」 を     

「 七 の 七       第 十 条 、 第 十 一 条 、 第 十  徴 収 猶 予 、 換 価 の 猶 予 取 消 通 知 書  

一 条 の 二                               」 に 、    

 

「 十 四        第 十 五 条         還 付 金 等 還 付 （ 充 当 ・ 納 付 委 託 ） 通 知 書 （ 兼 自 動  

車 税 種 別 割 減 額 通 知 書 ）            」 を     

「 十 四        第 十 五 条         還 付 金 等 還 付 （ 充 当 ・ 納 付 委 託 ） 通 知 書 （ 兼 自 動  

車 税 減 額 通 知 書 ）               」 に 、    

「 五 十 三       第 六 十 九 条        自 動 車 税 環 境 性 能 割 ・ 軽 自 動 車 税 環 境 性 能 割 修 正  

申 告 書                    」 を     

「 五 十 三       削 除                                 」 に 、    

「 五 十 九       削 除  

六 十        第 六 十 九 条 の 三 の 三    自 動 車 税 環 境 性 能 割 ・ 軽 自 動 車 税 環 境 性 能 割 免 除 、  

還 付 申 告 （ 申 請 ） 書              」 を     

「 五 十 九 ・ 六 十    削 除                                 」 に 、    

「 八 十 五       第 七 十 条         自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変  

更 検 査 用 ）                  」 を  

「 八 十 五       第 七 十 条         自 動 車 税 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検 査  

用 ）                     」 に 、  

「 八 十 五 の 四     第 七 十 条         自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変  

更 検 査 用 ）                  」 を  

「 八 十 五 の 四     第 七 十 条         自 動 車 税 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検 査  

用 ）                     」 に 、  

「 八 十 五 の 六     第 七 十 条         自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変  

更 検 査 用 ）                  」 を  
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「 八 十 五 の 六     第 七 十 条         自 動 車 税 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検 査  

用 ）                     」 に 改 め る 。  
第 七 号 様 式 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第７号様式の２（第10条、第11条の２関係） 

 

 （納税者又は特別徴収義務者宛て）            年  月  日 

 住（居）所 

 氏   名        様 

三 重 県 知 事                   

県 税 事 務 所 長                □印   

自動車税事務所長           

徴 収 猶 予
換価の猶予

  承認通知書 

     年  月  日付で申請のあつた 
徴 収 猶 予
換価の猶予

 については、下記のと

おり承認しましたので、
地方税法第15条の２の２第１項
地方税法第15条の６の２第３項において準用する同法第15

 

 
条の２の２第１項

 の規定により通知します。 

猶 

予 

税 

額 

年度 期別 税 目 納期限 税 額 延滞金 加算金 
滞納 
処分費 

計 

   ・・ 円 円 円 円 円 

   ・・      

   ・・      

合        計      

猶 予 期 間 年  月  日から   年  月  日まで  間 

納
付
（
納
入
）
計
画 

期 限 金 額 期 限 金 額 期 限 金 額 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

該当条項 地方税法第15条   第  項第  号 

担  保  

備  考  

 
  

令和8年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

85



注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して２通提 

出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつたこと 

を知つた日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過した後であつ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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第 七 号 様 式 の 七 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第７号様式の７（第 10条、第 11条、第 11条の２関係） 

 

 （滞納者宛て）                     年  月  日 

 住（居）所 

 氏   名        様 

三 重 県 知 事                   

県 税 事 務 所 長                □印   

自動車税事務所長           

徴 収 猶 予
換価の猶予

  取消通知書 

     年  月  日付で 
徴 収 猶 予
換価の猶予

 をした地方税については、下記の理

地方税法第15条の３第３項
由により猶予を取り消しましたから、地方税法第15条の５の３第２項で準用する同

地方税法第15条の６の３第２項で準用する同
 

 

法第15条の３第３項
法第15条の３第３項 の規定により通知します。 

 ついては、速やかに下記の滞納金額を納付してください。 

滞
納
金
額 

年度 期別 税 目 納期限 税 額 延滞金 加算金 
滞納 
処分費 

計 

   ・・ 円 円 円 円 円 

   ・・      

   ・・      

合        計      

取消理由  

備  考  
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 注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して２通提 

出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

  れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつたこと 

を知つた日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

  の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１年 

  を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過した後であつ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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第 十 四 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 第14号様式（第15条関係） 

（表） 
 住 所 
 氏 名        様 

 支出決議番号 №  

    年  月分 還付金等還付（充当・納付委託）
通知書（兼自動車税減額通知書）   

 

還付金等還付（充当・納付委託）額          円 

 

税 目 

登録番号 

期別／事業年度 

申告／調定事由 

税 区 分 

発 生 原 因 

発 生年月 日 

納付すべき額 

納 付 済 額 

超 過 額 

未納税目 所管する県税事務所
又は自動車税事務所 

期 別 ／ 事 業 年 度 
申 告 ／ 調 定 事 由 
充 当 ・ 納 付 委 託 額 

還付額 

自 動 車 税 

減 額 通 知 

減 額 内 容 

     

減額理由 
当初税額 
減  額 
確定税額 

     

減額理由 
当初税額 
減  額 
確定税額 

     

減額理由 
当初税額 
減  額 
確定税額 

     

減額理由 
当初税額 
減  額 
確定税額 

     

減額理由 
当初税額 
減  額 
確定税額 

     

減額理由 
当初税額 
減  額 
確定税額 

     

減額理由 
当初税額 
減  額 
確定税額 

     

減額理由 
当初税額 
減  額 
確定税額 

     

減額理由 
当初税額 
減  額 
確定税額 

      年  月  日 

三 重 県 知 事                   

県 税 事 務 所 長                □印   

自動車税事務所長           
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 注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して２通提 

出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつたこと 

を知つた日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過した後であつ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 

（裏） 

 ○充当に係る根拠規定 

   未納の徴収金がある場合は、地方税法17条の２第１項の規定により、過誤納金（還 

付加算金を含みます。）が当該徴収金に充当されることとなります。 

   なお、過誤納金以外の還付すべき徴収金があり、未納の徴収金がある場合は、次の 

いずれかの規定により、当該徴収金等に充当されることとなります。 

税  目 根  拠  規  定 
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第 十 五 号 様 式 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第
15
号
様
式
の
２
（

第
15

条
の

２
関

係
）
 

備
考
 
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

上
記

の
記

載
事

項
に

つ
い

て
所

要
の

補
正

を
加

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 
注

１
 
代

理
人

に
よ

る
申

請
の

場
合

は
、

委
任

状
等

を
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。
 

 
 
 

２
 
県

税
事

務
所

の
窓

口
に

来
所

し
た

際
に

は
、

運
転

免
許

証
等
（

公
的

機
関

が
交

付
し

た
写

真
付

き
の

も
の

）
で
来

所
者

本
人
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

も
の

を
提

示
し

て
く

だ
さ

い
。
 

 
 
 

３
 
最

近
納

付
（

納
入

）
し

た
場

合
は

、
領

収
証

書
（

原
本

）
を

持
参

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 
 

４
 
こ

の
申

請
書

は
、

地
方

税
法

第
20
条

の
10
の

規
定

に
よ

る
納

税
証

明
書

の
交

付
申

請
に

つ
い

て
使

用
し

て
く

だ
さ

い
。
 

納
税

証
明

書
交

付
申

請
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年

 
 
月
 
 
日
 

 

 
 
県

税
事

務
所

長
自

動
車

税
事

務
所

長
 
宛

て
 

代
理

人
に

よ
る

申
請

の
場

合
は

下
欄

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
 
  

 
特 別 徴 収 義 務 者 

納 税 者 又 は   

住
所

又
は

所
在

地
 

 
 

代 理 人 

住
所

 
 

 

 
氏

名
又

は
名

称
 

及
び

代
表

者
職

氏
名
 

連
絡

先
電

話
番

号
 

 
 

氏
名

 
 

 

 
 
 

連
絡

先
電

話
番

号
 

 
 

 
 
 

自
動

車
販

売
店

名
等

 
 

 

 
 

 
 

 
 

使
用

の
目

的
 

 
証

明
書

の
申

請
枚

数
 

 
 

 
上

記
目

的
に

使
用

す
る

た
め

下
記

事
項

に
つ

き
証

明
を

申
請

し
ま

す
。
 

 
年

度
 

税
 
 
 
 
目

 
期

別
／

事
業

年
度

 
徴

収
金

区
分

 
納
付
（
納
入
）
す
べ
き
額
 

納
付

（
納

入
）

額
 

未
 
納
 

額
 

法
定

納
期

限
等

 
 

 
 

 
─

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

─
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
─

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

─
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
─

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

─
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
─

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

─
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
─

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

─
 

 
 

 
 

 
 

 
そ

の
他

 
 

  
第
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 
証

紙
貼

り
 付

け
欄

 
証

紙
貼

り
 付

け
欄

 
 

証
紙

貼
り

付
け

額
 

円
 
 

 
 

本
人
(代

理
人
)確

認
方

法
 

確
認

･
発

行
者
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第 十 六 号 様 式 （ そ の 四 ） か ら （ そ の 六 ） ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第

16
号
様
式

（
第

８
条

、
第
16

条
関

係
）
 

  
（

そ
の

４
）
 

 
 

 
 

 
 

 

三
 重

 県
 納

 付
 書

 
○公

 

 
 

三
重

県
領

収
証

書
 

○公
 

 

 
 

三
重

県
納

入
済

通
知

書
 
○公

 
県

税
  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
加
入

者
名
 
 

 
 
 

 
 

加
入

者
名
 

 
口
座

番
号
 

 
 

十
 

万
 

千
 

百
 

十
 

円
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

口
座

番
号
 
 

 
 

 
収
納

機
関

番
号
 

 
納
付

番
号
 

 
確
認

番
号

 

 
納
付

区
分
 

 
 

 
年
度
 

年
度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
納
付

番
号
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
税
目
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度
 
税
 

額
 

十
 

万
 

千
 

百
 

十
 

円
 

 
 

税 目
 

 
年 度
 

 
登
録

番
号
 

 
納 期 限
 

年
 
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

納
付

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

延
滞
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

税 額 

十
 

万
 

千
 

百
 

十
 

円
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
延 滞 金  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
登
録

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合 計 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

切 り 取 ら な い で 金 融 機 関 等 に お 出 し く だ さ い 。 

納 税 者 の 氏 名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

登
録

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 
下
記
の
書
体
に

沿
っ
て
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

 
 
 延

滞
金

 
 

 
 

 
 

 

円
 

納 税 者 住 所 氏 名 

 
領
 収

 日
 付

 印
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
納
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
￥
を
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
01
23
4
 

56
78
9
 

合
 計

 
 

 
 

 
 

 

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
納 期 限  

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
計
 

領
 収

 日
 付

 印
 

領
収
日
付
印
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
口 数 

 
 

 
 

 
 

 
上

記
の

金
額

を
領

収
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す
。
 

三
重

県
自
動

車
税
事

務
所
出

納
員
 

あ
て
 

 
指

定
金
融

機
関
 

 
取

り
ま
と

め
店
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金 額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
三
重
県
保
管
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

（
取
扱
金
融
機
関
等
控
）
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
納
税
者
保
管
）
 

 

 備
考

 
こ

の
様

式
は

、
必

要
な

調
整
を

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で
き

る
。
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（
そ

の
５

）
 

 
 

 
 

 
 

 
三
重
県
領

収
証
書

 

 
77

 
三

重
県
 

自
動
車
税
納
入
済
通

知
書

 
公

 
 

通
常

払
込

料
金
 

加
入

者
負

担
 
 

三
重

県
納
付

書
 

原
符

兼
払
込

金
受
領

書
 

 

公
 

 
通
常
払
込
料
金
 

加
入

者
負

担
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
加
 入

 

者
 名

 
三
  
  
重
  
  
県
 

口
座
番
号
 
 

金
 

 額
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
口 座 番 号  

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
加
入
者
名
 

三
 
重
 
県
 

 
 

登
録
番
号
 

 

 

収
納
機
関
 

番
 
 
号
 

 
納
付
 

番
号
 

 
確
認

番
号

 
 

納
付

区
分
 
  

 

 
税
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

車
台
番
号
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

年
 
 
度
 

 

 
税 目
 

 
年 度
 

年
度

 
登
録

番
号
 
 

納
期
 

限
 
 

  
年

  
 月

  
 日

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
延
滞
金
 

円
 
 
 

税
 
 
目
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

納
付
番
号
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
合
 
計
 

円
 
 
 

 
 

3
4

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

0 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
税 額
 

十
 

 

万
 

千
 

百
 

十
 
円
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
  

 
登
録
番
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

切 り 取 ら な い で 金 融 機 関 等 に お 出 し く だ さ い 。 

年
 
度
 

年
度
 
税
目
 

 
 
 

延 滞 金
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

納
期
限
 

年
 
 月

 
 
日
  

 
 
合 計

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

下
記

の
書

体
に

沿
っ

て
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

延
滞

金
 

 
 

 
 

 
 

円
 

納
税

者
の
氏

名
 

領
収
日
付
印
 

 
 

 
 

 

 
 

 
納 税 者 の 氏 名 

 
 
 

納
期

限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

￥
を

入
れ

な
い

で
く

だ
さ

い
 

 
 

 
 

 
 
 
 

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し

た
。
 

 

 
0
12

3
4 

5
67

8
9 

 合
 
計
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

金
融
機
関
使
用
欄
 

領
収
日
付
印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

領
収
日
付
印
 

 
 

 
 

 
 

 
日

 
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
上

記
の

金
額

を
領

収
し

ま
し

の
で
通
知
し
ま
す
。

 
三

重
県

自
動

車
税

事
務

所
出

員
あ
て

 

指
定
金
融
機
関

 

 
 

 
口

 
数

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金
 

額
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
備

 

考
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
三

重
県
保

菅
）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

（
取
扱
金
融
機
関
等
控
）
 

 
 

（
納
税
者
保
管
）
 

 

備
考
 
こ
の
様
式
を
第

2
3
号
様
式
に
よ
る
納
税
通
知
書
と
一
連
に
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
領
収
証
書
の
部
分
を
省
略
す
る
こ
と
。

 
 
こ
の
様
式
は
、
必
要
な
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
そ
の
６
）
 

 
 

 
 

 
 

 
  

三
重
県
領
収
証
書
 
○公

 
 

 
 

三
重
県
納
入
済
通
知
書
 
○公
 

県
税
  

 
三

 重
 県

 納
 付

 書
 
○公

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

加
入

者
名

 
 

 
  

 
 

 
加

入
者

名
 

 
口

座
番

号
 

 

税
額

 

十
 

億
 

千
 

百
 

十
 
万

 
千

 
百

 
十

 
円

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
口

座
番

号
 
 

 
 

 

 
収

納
機

関
番

号
 

 
納

付
番

号
 

 
確

認
番

号
 

 
納

付
区

分
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

納
付

番
号

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
度

 
年

度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

税
 

額
 

十
 

億
 

千
 
百

 
十

 
万

 
千

 
百

 
十

 
円

 
 

 
税 目

 

 
年 度

 
年

度
 
登

録
番

号
 

 
納 期 限

 
年

 
 月

 
 日

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
税

目
 

 
 

 
 

 
 

 
延

滞
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
納

付
番

号
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
税

額
 

円
 
 

 
 

 
 

 
年

度
 

登
 録

 番
 号

 
延

滞
金

 

円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

切 り 取 ら な い で 金 融 機 関 等 に お 出 し く だ さ い 。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合

計
 

円
 

 

 
 

 
 

納 税 者 住 所 氏 名 

 
 

 
納 税 者 住 所 ・ 氏 名 

 
 

上
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

三
重

県
自
動

車
税
事

務
所
出

納
員
 

あ
て
 

指
定

金
融
機

関
 

取
り

ま
と
め

店
 

領
 収

 日
 付

 印
 

 
 

登
録

番
号
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
納

期
限

 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

 
 

 
 

 
上

記
の

金
額

を
領

収
し
ま

し
た

。
  

 
 

 
 

納 期 限  
年

 
 

月
 

 
日
 

 

 
 

 
 

日
 

 
 

計
 

領
 収

 日
 付

 印
 

領
収

日
付

印
 

 

 
 

 
 

口 数
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金 額
 

 
 

 

 
 

 
 

（
三

重
県

保
管

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
（

取
扱

金
融

機
関

等
控
）
 

 
 

（
納

税
者

保
管

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 備
考

 
こ

の
様

式
は

、
必

要
な

調
整
を

し
て

使
用

す
る

こ
と
が

で
き

る
。
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第 二 十 三 号 様 式 （ そ の 九 ） か ら （ そ の 十 一 ） ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 第23号様式（第20条関係） 
 
 （その９） 

（表） 

自動車税納税通知書兼領収証書 

  登録番号       

 住所 車台番号       

 氏名        様 年 度 年度  

  税 目 自動車税  

  納付番号       

   十 万 千 百 十 円  

  税 額        

  延滞金        

  合 計        

  納期限 年 月 日  

 

 
上記の金額を領収しまし
た。 

 

  右上記の金額を地方
税法第146条又は第147
条及び三重県県税条例
第124条又は第125条の

規定によって賦課しま
したから、納期限までに
取扱金融機関、郵便局等
（裏面参照）へ納めてく
ださい。 

年  月  日 

自動車税事務所長 □印  

領収日付印  
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（裏） 

納付していただく場所 

〇全国の銀行、信用金庫、労働金庫、ゆうちょ銀行・郵便局 

〇県内に本支店のある三重県指定金融機関及び収納代理金融機関 

〇各県税事務所 

○三重県が指定したコンビニエンスストア 

延滞金について 

 法律及び条例に定める延滞金の計算方法を記載する。 

納付されないときは 

 納期限までに完納されないときは、地方税法の規定により督促状を送付することにな

りますのでご注意ください。 

この課税に不服がある場合は 

 この課税について不服がある場合は、この納税通知書を受け取つた日の翌日から起算

して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審査請求書につ

いては、なるべく自動車税事務所長を経由して２通提出してください。 

 処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけれ

ば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつたことを知

つた日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代

表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

 なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の

執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③そ

の他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を提起す

ることができます。 

 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１年を

経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決の

あつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査

請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過した後であつても審査請

求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。  

                                 

 
 備考 必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。 
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 （その10） 

（表） 

 住所 

 氏名        様 

自 動 車 税 納 税 通 知 書 

 登 録 番 号    

     

  税 額             円  

 年度 延 滞 金             円  

 自動車税 合 計             円  

  納 期 限      年     月     日  

 上記の金額を地方税法第146条又は第147条及び三重県県税条例第124条又は第125

条の規定によって賦課しましたから、納期限までに取扱金融機関、郵便局等（裏面

参照）へ納めてください。 

      年  月  日 

自動車税事務所長 □印   
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（裏） 

納付していただく場所 

〇全国の銀行、信用金庫、労働金庫、ゆうちょ銀行・郵便局 

〇県内に本支店のある三重県指定金融機関及び収納代理金融機関 

〇各県税事務所 

延滞金について 

 法律及び条例に定める延滞金の計算方法を記載する。 

納付されないときは 

 納期限までに完納されないときは、地方税法の規定により督促状を送付することに

なりますのでご注意ください。 

この課税に不服がある場合は 

 この課税について不服がある場合は、この納税通知書を受け取つた日の翌日から

起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審査請

求書については、なるべく自動車税事務所長を経由して２通提出してください。 

 処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でな

ければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつた

ことを知つた日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟におい

て三重県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

 なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処

分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに

訴訟を提起することができます。 

 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１

年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対す

る裁決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間

やこの処分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過し

た後であつても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら

れる場合があります。 

 
 備考 必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。 
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 （その11） 

（表） 

 住所 

 氏名        様 

自 動 車 税 納 税 通 知 書 

 下記の自動車税は、あなたの指定された預金口座から、自動的に振替納税させて

いただきます。 

 納 期 限 
（振    替    日）       年   月   日  

    

 
指 定 預 金 口 座 口座番号  

    

 税 額 合 計 円   

 上記の金額を地方税法第146条又は第147条及び三重県県税条例第124条又は第125

条の規定によって賦課しましたから通知します。 

      年  月  日 

自動車税事務所長   □印   

 登録番号 税  額 車台番号 グリーン化税制 車  名  

       

       

       

 合  計 円     

注１ ４月中に廃車等で税額が変更された場合は変更後の金額で振替納税されま
す。 

 ２ 口座残高が不足の場合は口座振替ができませんので、振替日の前日までに口
座残高をご確認ください。 

 ３ 裏面をよくお読みください。 
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（裏） 

延滞金について 

 法律及び条例に定める延滞金の計算方法を記載する。 

この課税に不服がある場合は 

 この課税について不服がある場合は、この納税通知書を受け取つた日の翌日から

起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審査請

求書については、なるべく自動車税事務所長を経由して２通提出してください。 

 処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でな

ければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつた

ことを知つた日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟におい

て三重県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

 なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処

分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに

訴訟を提起することができます。 

 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１

年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対す

る裁決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間

やこの処分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過し

た後であつても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら

れる場合があります。 

 
備考 必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。 
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第 二 十 三 号 様 式 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第23号様式の２（第20条の２関係） 

（その１） 

第     号  

年  月  日  

 住所 

 氏名        様 

県税事務所長 □印   

税更正決定・加算金決定通知書 

     税の課税標準及び税額を下記のとおり    したので通知します。 

 この通知書による不足税額等は、別紙納付（納入）書により   年  月  日までに納め

てください。 

なお、不足税額に対する延滞金も併せて納めてください。 

 

納 税 者 又 は

特 別 徴 収 義 務 者 

住所又は所在地   

 氏 名 又 は 名 称   

 番 号   

 年     度 期   別 申告年月日 指定納期限  

 年度 年  月分 年  月  日 年  月  日  

 更正決定の理由   

 摘     要 課 税 標 準 額 税 率 税   額  

 イ 円  円  

 ロ 円  円  

 差引過不足額（イ－ロ）  ハ 円  円  

 延  滞  金      ニ 法律による金額  

 

過少申告加算金 

ホ 

対象税目 
通 常 分 円  

 加 重 分 円  

 通 常 分 ％ 円  

 加 重 分 ％ 円  
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不 申 告 加 算 金 

へ 

対象税額 円  

 ％ 円  

 
重 加 算 金 

ト 

対象税額 円  

 ％ 円  

 合    計        （ハ＋ホ＋ヘ＋ト）  円  

注１ 法律及び条例に定める延滞金の計算方法を記載する。 

    なお、延滞金については、不足税額納付後に送付される延滞金納付書により納めてくださ

い。 

 ２ この通知について不服がある場合は、この通知を受け取つた日の翌日から起算して３月以

内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審査請求書については、なるべ

く県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して２通提出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提

起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつたことを知つた日の

翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三

重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行

又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決

を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を提起することができ

ます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１年を経過

した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあつた日

の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなく

なります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）

があつた日の翌日から起算して１年を経過した後であつても審査請求をすることや処分の取

消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 備考 この様式は、税目により必要な調整をして使用することができる。 
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第23号様式の２ 

（その２） 

第     号 

年  月  日 

所在地 

法人名         様 

県税事務所長 □印  

法人県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の 

更正・決定・加算金決定通知書                

     年  月  日から    年  月  日までの事業年度分に対する法人県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法

人特別税の課税標準額、税額及び加算金を更正・決定しましたので通知します。 

 この通知書による不足税額等は別紙納付書により    年  月  日までに納めてください。 
 納 税 者 番 号  

区 分 （円） （円） 差引過不足分
（円） 

申 告 期 限 年  月  日 

申 告 年 月 日 年  月  日  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法

人

事

業

税 

所

得

割 

課税標準額の総額 ,000 ,000 ,000 修 正 申 告 年 月 日 年  月  日 

三
重
県
分
の

課
税
標
準
額 

税率  ％ 該当額 （あ） ,000 ,000 ,000 

分
割
基
準 

事
業
税 

 

税率  ％ 該当額 （い） ,000 ,000 ,000  

税率  ％ 該当額 （う） ,000 ,000 ,000  

計  ,000 ,000 ,000  

税額 

(あ)× ％    県
民
税 

 

(い)× ％     

(う)× ％    仮装経理に基づき繰越控除となる税額 

計 （え）    事業税 円 

付
加
価
値
割 

課税標準額の総額  ,000 ,000 ,000 県民税 円 

三重県分の課税標準額 （お） ,000 ,000 ,000 租税条約に基づき繰越控除となる税額 

税額 (お)× ％ （か）    事業税 円 

資
本
割 

課税標準額の総額  ,000 ,000 ,000 県民税 円 

三重県分の課税標準額 （き） ,000 ,000 ,000 延滞金額計算の基礎となる期間から控除され
る期間 税額 (き)× ％ （く）    

収
入
割 

課税標準額の総額  ,000 ,000 ,000 

事

業 

所
得
割 

～ 

三重県分の課税標準額 （け） ,000 ,000 ,000 控除不適用額 

税額 (け)× ％ （こ）    円 

法人事業税の合計税額（え＋か＋く＋こ） （さ）    付
加
価
値
割 

～ 

平成28年改正法附則第５条の控除額 （し）    控除不適用額 

事業税の特定寄附金税額控除額 （す）    円 

 

仮装経理に基づく事業税額の控除額 （せ）    

 
 

税 

資
本
割 

～ 

差引事業税額 （さ－し－す－せ） （そ）    控除不適用額 

租税条約の実施に係る事業税額の控除額 （た）    円 

算出税額（そ－た）     収
入
割 

～ 

法

人

県

民

税 

課税標準額の総額  ,000 ,000 ,000 控除不適用額 

三重県分の課税標準額 （ち） ,000 ,000 ,000 円 

税額(ち)×  ％ （つ）    

県民税 

～ 

道府県民税の特定寄附金税額控除額 （て）    控除不適用額 

税額控除超過額相当額の加算額 （と）     

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当
額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 

（な）    
円 

外国の法人税等の額の控除額 （に）    

仮装経理に基づく法人税額の控除額 （ぬ）    更正・決定の理由 

利子割額の控除額 （ね）    

１ 法人税   の更正等による 

２      本店所在 

 都道府県知事からの通知による 

３ 税率適用誤りによる 

４ 分割基準の修正による 

５ 県の自主決定調査による 

６      更正請求による 

７ その他（          ） 

 ※理由の詳細は裏面参照 

算出法人税割額（つ－て＋と－な－に－ぬ－ね） （の）    

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 （は）    

既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 （ひ）    

法人税割額計（の－は＋ひ） （ふ）    

均等割額 （へ）   月数  額  

法人県民税合計（ふ＋へ）     

利
子
割
額
に 

 

対
す
る
計
算 

利子割額 （ほ）   

 

控除した金額 （ま）   

控除しきれなかった金額 （み）   

既に還付を請求した利子割額 （む）   

既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（む－み）   

控除しきれなかった金額（還付額）    

         
特
別
法
人
事
業
税
又
は 

 
 

 
 

 

地
方
法
人
特
別
税 

基準法人所得割額(え) （め）    仮装経理に基づき繰越控除となる税額 

税額(め)×  ％ （も）    円 

基準法人収入割額(こ) （や）    租税条約に基づき繰越控除となる税額 

税額(や)×  ％ （ゆ）    円 

特別税の合計税額（も＋ゆ） （よ）    延滞金額計算の基礎となる期間から控除さ
れる期間 仮装経理に基づく特別税額の控除額 （ら）    

差引特別法人事業税又は地方法人特別税額（よ－ら） （り）    ～ 

租税条約の実施に係る特別税額の控除額 （る）    延滞金控除不適用額 

算出税額 （り－る） （れ）    円 

加
算
金 

過少申告加算金       

不申告加算金       

重加算金       
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注１ 法律及び条例に定める延滞金の計算方法を記載する。 
２ この通知について不服がある場合は、この通知を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。 
審査請求書については、なるべく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して２通提出してください。 
処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、こ

の裁決があつたことを知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、
提起することができます。 
なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 
ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、

審査請求に対する裁決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査

請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 
 
 
＜更正・決定・加算金決定の理由附記＞ 

 

更正・決定の理由 理由の詳細（根拠法令） 

１ 法人税      更正等による 
地方税法第 55条、同法第 72条の 39、同法第 72条の 41、 
同法第 72条の 41の２、同法第 72条の 46、 
同法第 72条の 47 ２       本店所在都道府県知事から

の通知による 

３ 税率適用誤りによる 

地方税法第 51条、同法第 52条、同法第 72条の 24の７、 
同法本法附則９条の２、 
旧地方法人特別税等に関する暫定措置法第２条、 
三重県県税条例第 31条、同条例第 32条、 
同条例第 43条、同条例附則第 13条、 
同条例附則第 14条、 
同条例附則第 14条の２の３、 
みえ森と緑の県民税条例第３条 

４ 分割基準の修正による 地方税法第 58条、同法第 72条の 48の２ 

５ 県の自主決定調査による 地方税法第 72条の 41、同法第 72条の 41の２、 
同法第 72条の 46、同法第 72条の 47 

７ その他（        ）  

※「６      更正請求による」は不利益処分ではない。 
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（その３） 

所在地 
法人名         様 

第       号 

年   月   日 
 

県税事務所長   印 
 

法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の                  
更正・決定・加算金決定通知書                        

 年  月  日から    年  月  日までの事業年度分に対する法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の課税標準額、 
税額及び加算金を更正・決定しましたので通知します。 
   この通知書による不足税額等は別紙納付書により  年  月  日までに納めてください。 

  納税者番号  

区 分 
（円） （円） 

差引過不足分
 （円） 

申告期限  

申告年月日  

法

人

事

業

税 

七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号 

所
得
割 

課 税 標 準 額 の 総 額 ,000 ,000 ,000 修正申告年月日  

三
重
県
分
の

課
税
標
準
額 

税率    ％ 該当額 （あ） ,000 ,000 ,000 分割基準 

税率    ％ 該当額 （い） ,000 ,000 ,000 
事
業
税 

 

税率    ％ 該当額 （う） ,000 ,000 ,000  

（あ＋い＋う)計 又は 軽減税率不適用額 （え） ,000 ,000 ,000  

 税額 （お）     

付
加
価
値
割 

課 税 標 準 額 の 総 額   ,000 ,000 ,000 県
民
税 

 

三重県分の課税標準額 （か） ,000 ,000 ,000  

税額 （か） ×    ％ （き）     

資
本
割 

課 税 標 準 額 の 総 額   ,000 ,000 ,000 仮装経理に基づき繰越控除となる税額 

三重県分の課税標準額 （く） ,000 ,000 ,000 事業税 円 

税額 （く） ×    ％ （け）    県民税 円 

同
法
第

二
号 

収
入
割 

課 税 標 準 額 の 総 額   ,000 ,000 ,000 特別税 円 

三重県分の課税標準額 （こ） ,000 ,000 ,000 租税条約に基づき繰越控除となる税額 

税額 （こ） ×    ％ （さ）    事業税 円 

七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号 

所
得
割 

課 税 標 準 額 の 総 額   ,000 ,000 ,000 県民税 円 

三重県分の課税標準額 （し） ,000 ,000 ,000 特別税 円 

税額 （し） ×    ％ （す）     

付
加
価
値
割 

課 税 標 準 額 の 総 額   ,000 ,000 ,000 更正・決定の理由 

三重県分の課税標準額 （せ） ,000 ,000 ,000 1 法人税   更正等による 

税額 （せ） ×    ％ （そ）    2     本店所在 

資
本
割 

課 税 標 準 額 の 総 額   ,000 ,000 ,000 都道府県知事からの通知による 

三重県分の課税標準額 （た） ,000 ,000 ,000 3 税率適用誤りによる 

税額 （た） ×    ％ （ち）    4 分割基準の修正による 

収
入
割 

課 税 標 準 額 の 総 額   ,000 ,000 ,000 5 県の自主決定調査による 

三重県分の課税標準額 （つ） ,000 ,000 ,000 6       更正請求による 

税額 （つ） ×    ％ （て）    7 その他（         ） 

七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号 

付
加
価
値
割 

課 税 標 準 額 の 総 額   ,000 ,000 ,000 ※理由の詳細は裏面参照 

三重県分の課税標準額 （と） ,000 ,000 ,000  

税額 （と） ×     ％    （な）    延滞金額計算基礎期間から 

（上）控除される期間 

（下）控除不適用額（円） 
資
本
割 

課 税 標 準 額 の 総 額   ,000 ,000 ,000 

三重県分の課税標準額 （に） ,000 ,000 ,000 

税額 （に） ×    ％ （ぬ）    法人事業税 

収
入
割 

課 税 標 準 額 の 総 額   ,000 ,000 ,000 
所

得
割 

       ～ 

  円  三重県分の課税標準額 （ね） ,000 ,000 ,000 

税額 （ね） ×    ％ （の）    

事業税の合計税額 （お＋き＋け＋さ＋す＋そ＋ち＋て＋な＋ぬ＋の） (は)    

令和6年改正法附則第8条第2項の控除額  （ひ）    
付
加
価
値
割 

       ～ 

円  特定寄附金税額控除額 (ふ)    

仮装経理に基づく控除額 (へ)    

租税条約の実施に係る控除額 (ほ)    

法人事業税 算出税額  （は－ひ－ふ－へ－ほ） 

-ぬ） 
    資

本
割 

     ～ 

円  

法

人

県

民

税 

県 

民 

税 

割 

額 

課税標準額の総額  ,000 ,000 ,000 

三重県分の課税標準額 (ま) ,000 ,000 ,000 

税額  (ま)   ×     ％ (み)    収

入
割 

    ～ 

円  県民税の特定寄附金税額控除額 (む)    

税額控除超過額相当額の加算額 (め)    
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 
又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 (も)    法人県民税 

外国の法人税等の額の控除額 (や)    
税

割 

     ～ 

円  仮装経理に基づく控除額 (ゆ)    

租税条約の実施に係る控除額 (よ)    

法人税割額計 （み-む+め-も-や-ゆ-よ） (ら)    特

別
税 

      ～ 

円  均 等 割 額 (り)   月数  額  

法人県民税合計 （ら+り）     
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区 分 

（円） （円） 
差引過不足分   

  （円） 

特
別
法
人
事
業
税  

1号所得割に係る特別法人事業税額  （お） (ａ)    

税額  （ａ）×        ％ (ｂ)    

2号収入割に係る特別法人事業税額  （さ） (ｃ)    

税額  （ｃ）  ×     ％ (ｄ)    

3号収入割に係る特別法人事業税額  （て） (ｅ)    

税額  （ｅ）  ×     ％ (ｆ)    

4号収入割に係る特別法人事業税額  （の） (ｇ)    

税額  （ｇ）  ×     ％ (ｈ)    

特別税の合計税額  （ｂ＋ｄ＋ｆ＋ｈ） (ｉ)    

仮装経理に基づく控除額 (ｊ)    

租税条約の実施に係る控除額 (ｋ)    

算出税額      （ｉ－ｊ－ｋ）     

 

  

加

算

金 

過 少 申 告 加 算 金       

不 申 告 加 算 金       

重 加 算 金      

       

注１ 法律及び条例に定める延滞金の計算方法を記載する。 

２ この通知について不服がある場合は、この通知を受け取った日の翌日から起算して３月以内に､三重県知事に対して審査請求をすることがで

きます｡審査請求書については､ なるべく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して２通提出してください。 

処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、

この裁決があつたことを知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となりま

す。）、提起することができます。 

なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため

緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 

ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、ま

た、審査請求に対する裁決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過した後であっても

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 
 

＜更正・決定・加算金決定の理由附記＞ 

 

   更正・決定の理由        理由の詳細（根拠法令） 

１ 法人税    更正等による 地方税法第 55条､同法第 72条の 39､同法第 72条の 41、 

同法第 72条の 41の２、同法第 72条の 46、 

同法第 72条の 47 

２      本店所在都道府県知事

からの通知による 

３ 税率適用誤りによる 

地方税法第 51条、同法第 52条、同法第 72条の 24の７、 

同法本法附則９条の２、 

旧地方法人特別税等に関する暫定措置法第２条、 

三重県県税条例第 31条、同条例第 32条、 

同条例第 43条、同条例附則第 13条、 

同条例附則第 14条、 

同条例附則第 14条の２の３、 

みえ森と緑の県民税条例第３条 

４ 分割基準の修正による 地方税法第 58条、同法第 72 条の 48 の２ 

５ 県の自主決定調査による 
地方税法第 72条の 41、同法第 72 条の 41の２、 

同法第 72 条の 46、同法第 72条の 47 

７ その他（        ）  

※「６     更正請求による」は不利益処分ではない。 
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第 二 十 三 号 様 式 の 三 （ そ の 三 ） を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第23号様式の３（第20条の３関係） 
 

 （その３） 

（表）  （裏） 

（三 重 県） 

住所 

氏名     様 

自動車税減額通知書 

 

お 知 ら せ 
・ この通知について不服がある場合は、

この通知を受け取つた日の翌日から起
算して３月以内に、三重県知事に対して
審査請求をすることができます。審査請
求書については、なるべく自動車税事務
所長を経由して２通提出してください。 

  処分の取消しの訴えは、この処分につ
いての審査請求に対する裁決を経た後
でなければ提起することができません。
この処分の取消しの訴えは、この裁決が
あつたことを知つた日の翌日から起算
して６月以内に、三重県を被告として
（訴訟において三重県を代表する者は
三重県知事となります。）、提起すること
ができます。 

  なお、①審査請求があつた日から３月
を経過しても裁決がないとき、②処分、
処分の執行又は手続の続行により生ず
る著しい損害を避けるため緊急の必要
があるとき、③その他裁決を経ないこと
につき正当な理由があるときは、この裁
決を経ずに訴訟を提起することができ
ます。 

  ただし、上記の期間が経過する前に、
この処分があつた日の翌日から起算し
て１年を経過した場合は、審査請求をす
ることができなくなり、また、審査請求
に対する裁決のあつた日の翌日から起
算して１年を経過した場合は、処分の取
消しの訴えを提起することができなく
なります。なお、正当な理由があるとき
は、上記の期間やこの処分（審査請求に
対する裁決）があつた日の翌日から起算
して１年を経過した後であつても審査
請求をすることや処分の取消しの訴え
を提起することが認められる場合があ
ります。 

・ あなたの自動車税は、減額されてもな
お未納になつておりますので、この納付
書により速やかに最寄りの金融機関で
納めてください。 

・ 未納金の調査については、十分注意し
ておりますが、既に納付済みの場合は、
事務手続上、金融機関によつて、当所へ
の通知が１週間程度遅れることがあり
ますので、ご了承ください。 

三重県自動車税事務所 

 
登 録 番 号 納税通知書番号 

 
 

 

 

 

年度 年 税 額  

 

 月 割 数 税 額 

当 初   

減 額   

差引変更額   

減 額 日 付 年  月  日 

減 額 理 由  

 先に課税しました自動車税につい

て、上記のとおり減額しましたので通

知します。 

      年  月  日 

三重県自動車税事務所長 □印   

（注）裏面をよくお読みください。 

今年度の年税額を既に納付されている
ときは、納める必要はありません。ま
だ納付されていないときは、減額後の
税額をこの納付書で納めてください。 

 備考 必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。 
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第 三 十 八 号 様 式 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第38号様式の２（第29条関係） 

 
第     号   
年  月  日   

         長 様 
県税事務所長 □印    

法 人 税 額 等 の 通 知 書 
  下記のとおり地方税法第63条第４項の規定により通知します。 

所 在 地 

法 人 名 

事業年度(自) 
    (至) 

課税標準となる法人税の総額 備 考 
①国税申告区分 
②増加所得の総額(千円) 
③重加対象所得総額(千円) 
④県税申告区分 年月日 

期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額 

期 末 現 在 の 資 本 金 等 の 額 
国 税 処 理
年 月 日 

分 割 基 準 （ 市 町 ） 
    （ 総 数 ） 

 ・  ・ 千円 

 
 ・  ・ 千円 
  千円 

  
人  
人  

 ・  ・ 千円 

 
 ・  ・ 千円 
  千円 

  
人  
人  

 ・  ・ 千円 

 
 ・  ・ 千円 
  千円 

  
人  
人  

 ・  ・ 千円 

 
 ・  ・ 千円 
  千円 

  
人  
人  

 ・  ・ 千円 

 
 ・  ・ 千円 
  千円 

  
人  
人  

 ・  ・ 千円 

 
 ・  ・ 千円 
  千円 

  
人  
人  

 ・  ・ 千円 

 
 ・  ・ 千円 
  千円 

  
人  
人  

 ・  ・ 千円 

 
 ・  ・ 千円 
  千円 

  
人  
人  

 ・  ・ 千円 

 
 ・  ・ 千円 
  千円 

  
人  
人  

 ・  ・ 千円 

 
 ・  ・ 千円 
  千円 

  
人  
人  

今回通知いたしました分割基準と申告された分割基準が異なるときは県税事務所へお問い合わせください。 
なお、事務所等が県内のみの法人につきましては、県では市町ごとの分割基準が把握できないため、分割基準が

「－」になる場合や、通知ができない場合があります。 
また、備考欄「③重加対象所得総額（千円）」については、県が重加算金額を計算する際に使用する増差所得金

額を印字している場合があります。税務署から通知された重加対象所得金額が必要な場合は県税事務所へお問い合
わせください。 
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第 四 十 五 号 様 式 の 二 か ら 第 四 十 五 号 様 式 の 四 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第45号様式の２（第38条の２関係） 
 

受付印 
 

   年  月  日  
申

請

者

 
 
 
 
 

住 所   

 県税事務所長 宛て 
氏 名  

個人番号  

農地等の一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予申請書 

対
象
と
な
る
農
地
等 

所 在 地  

地 目 及 び 地 積 
         アール 
         平方メートル 

無 体 財 産 権 の 有 無 有 無 地 上 権 の 内 容
（有の場合記入）  

贈

与

の

内

容

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

受 贈 者 

（申請者） 

住 所  

氏 名 
生年月日（年齢） 年  月  日生（ 歳） 

続
柄 

贈与者の 

贈 与 者 

（被相続
人） 

住 所  

氏 名 
生年月日（年齢） 年  月  日生（ 歳） 

続
柄 

受贈者の 

贈 与 年 月 日     年    月    日 

申 請 す る 徴 収 猶 予 期 間     年 ３ 月 15 日 まで 

 上記農地、採草放牧地及び準農地の取得について、地方税法附則第12条第１項の

規定の適用を受けたいので、地方税法施行令附則第９条の３第２項の規定に基づき、

不動産取得税の徴収の猶予を申請します。 

注 １ この申請書を提出される場合は、贈与を受けた農地等の取得申告書（県税条例 

施行規則第42号様式）の申告期限（贈与を受けた日から60日以内）までに取得申 

告書に添付して提出してください。 

２ 贈与を受けた財産の価格が110万円以下であり、贈与税の納税義務がないため、 

贈与税の徴収の猶予の対象とならない場合には、地方税法施行令附則第10条第３ 

項の規定による書類を当該取得の日の属する年の翌年の３月15日（当該取得に係 

る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知 

書に記載された納期限）までに県税事務所長へ提出しなければなりません。 
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第45号様式の３（第38条の２関係） 
 

受付印 
 

年  月  日  
届
出
者 

住所   

 県税事務所長 宛て 
氏名  

個人
番号 

 

農地等の一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予期間の延長届出書 

対象とな

る農地等 

所 在 地  

地目及び地積 
             アール 
             平方メートル 

贈 与 年 月 日     年    月    日 

徴収猶予期間の延長を受
ける不動産取得税の額 

(イ)－(ニ) 円 

譲

渡

し

た

場

合

の

計

算

贈
与
を

た
農

を

 
 
 
 

受

 

け

 
 
 
 

地 

等

 
 
 

徴収猶予期間の延長されていた不動産取
得税              (イ) 円 

譲渡等をした農地等の贈与税（贈与税の
納税猶予の対象とならない受贈者にあつ
ては不動産取得税）における価格 (ロ) 円 

贈与を受けた農地等の贈与税（贈与税の
納税猶予の対象とならない受贈者にあつ
ては不動産取得税）における価格 (ハ) 円 

       (イ)×
(ロ)
(ハ)

      
(ニ)

 円 

徴 収 猶 予 期 間 の 延 長 期 間 年３月15日まで 

 上記の農地、採草放牧地及び準農地について、地方税法附則第12条第１項の規定

により引続き徴収猶予期間の延長を受けたいので、地方税法施行令附則第９条の３

第５項の規定に基づき届け出ます。 

添付書類 

１ 受贈者が、贈与により取得した農地等に係る農業経営を引き続き行なつている旨 

   の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書 

２ この届出書の提出期限（贈与を受けた日の翌年の３月15日から３年目ごとの３月 

15日まで）の属する年前３年間に贈与者から贈与により取得した農地等について異 

動があつた場合には、その明細を記載した書類 
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第45号様式の４（第38条の２関係） 
 

受付印 
 

年  月  日  

届
出
義
務
者 

住所   

 県税事務所長 宛て 

氏名  

個人
番号  

農地等の一括贈与に係る不動産取得税の免除届出書 

届
出
義
務
者 

住 所  

氏 名  
死亡した受贈者
又は死亡した贈
与者との続柄 

 

贈 

与 

者 

死
亡
し
た 

住 所  

氏 名  死 亡
年月日 年   月   日 

受 

贈 

者 

死
亡
し
た 

住 所  

氏 名  死 亡
年月日 年   月   日 

免除を受ける不動産取得税額 円 

 農地等の一括贈与に係る不動産取得税について、地方税法附則第12条第３項の規

定により、免除を受けたいので、地方税法施行令附則第９条の３第14項の規定に基

づき届け出ます。 

注 １ この届出書は、贈与者が死亡した場合は受贈者が、また受贈者が贈与者より前 

に死亡した場合には、受贈者の相続人が届出義務者となりますので、死亡後速や 

かに所轄県税事務所長へ提出してください。 

２ 既に納期限の確定した不動産取得税の額については、免除されません。 
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第 五 十 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 53 号様式 削除 
第 五 十 九 号 様 式 及 び 第 六 十 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 59 号様式及び第 60 号様式 削除 

第 八 十 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 85号様式（第 70条関係） 

 

 

    年度 

               自 動 車 税 納 税 証 明 書  

（継続検査・構造等変更検査用） 

登 録 番 号  

車 台 番 号  

上記の自動車に係る自動車税は滞納がないことを証明します。 

 

三重県自動車税事務所長       □印  

 

本証明書の有効期限       年  月  日 

 

 

次のものは無効です。 

１ 領収印のないもの 

２ 登録番号欄に＊＊＊＊＊＊印があるもの    

  （未納金がある場合） 

３ 訂正されたもの 

領 収日 付印  

  

納税者保管→運輸支局提示用   

備考 必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。 
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第 八 十 五 号 様 式 の 四 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 85号様式の４（第 70条関係） 

 
 

    年度 

自動車税納税証明書（継続検査・構造等変更検査用） 

登録番号 

 

車台番号 

 

本証明書の有効期限       年    月    日 

上記の自動車に係る自動車税は滞納がないことを証明します。 

        年  月  日 

   三重県自動車税事務所長 □印  
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第 八 十 五 号 様 式 の 六 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 85号様式の６（第 70条関係） 

 

証明書番号第     号   

 

               自 動 車 税 納 税 証 明 書  

（継続検査・構造等変更検査用） 

 

年度   

登 録 番 号  

車 台 番 号  

納税者の氏名又は名称  

本証明書の有効期限 年   月   日まで 

備 考  

交付      年  月  日 

 

  上記の自動車に係る自動車税は、滞納がないことを証明します。 

 

                           
県 税 事 務 所 長
自動車税事務所長

 □印    

 

注１ この証明書は継続検査用又は構造等変更検査以外には使用できません。 

２ 次回の検査の際には、自動車税納税通知書に添付されている自動車税納税証明書 

（領収日付印のあるもの）を利用してください。 
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附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ）

の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 等 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ

れ た 申 請 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

（ 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

４  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 の 自 動 車 の 取 得 に 対 し て 課 す る 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

（ 自 動 車 税 の 種 別 割 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

５  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 中 自 動 車 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 八 年 度 以 後 の 年 度

分 の 自 動 車 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 七 年 度 以 前 の 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行  三  重  県 

三重県津市栄町 1 丁目 891 

三重県総務部法務課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ https://www.pref.mie.lg.jp/ 

 

令和8年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

127


